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【
要
約
】
　
京
都
の
上
層
町
衆
・
伊
藤
仁
斎
（
一
六
二
七
一
一
七
〇
五
）
は
、
朱
子
学
を
揚
棄
し
て
、
独
自
の
思
想
体
系
で
あ
る
古
義
学
（
仁
斎
学
）
を
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ん
し
よ
こ
　
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ん
し
よ
と
も
じ
う
い
つ
ぼ
ん

成
し
た
。
そ
の
思
想
の
原
像
を
、
仁
斎
の
主
著
『
上
書
古
義
』
の
現
存
す
る
最
古
稿
本
『
三
皇
共
十
一
本
』
　
（
仁
七
四
〇
歳
代
末
尾
か
ら
五
〇
歳
代
前
半

に
成
立
）
と
、
仁
斎
が
居
住
し
た
京
都
上
京
堀
川
鴎
町
目
の
「
町
中
定
」
　
（
仁
斎
自
筆
）
の
分
析
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
幕

藩
国
家
に
お
い
て
京
都
の
町
ま
ち
は
、
そ
の
惣
町
結
合
的
側
面
を
弱
め
ら
れ
、
幕
藩
権
力
の
末
端
機
関
に
転
化
さ
せ
ら
れ
て
い
く
が
、
仁
斎
学
の
原
像
は
、

「
公
」
を
排
除
し
、
　
「
私
」
を
肯
定
し
、
な
に
よ
り
も
町
の
共
同
体
的
慣
習
と
の
合
一
を
道
徳
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
惣
町
的
結
合
の
持
続

を
は
か
ろ
う
と
す
る
思
想
形
態
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
仁
斎
が
形
成
で
き
な
か
っ
た
、
共
同
体
の
自
立
と
差
馴
否
定
の
論
理
は
、
安
藤
昌
益
の
出
現
を
ま

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吏
林
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七
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一
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七
月

本
稿
の
課
題

仁i斎学の原像（三宅）

　
信
心
為
ホ
（
封
建
権
力
へ
の
服
従
よ
り
も
宗
教
信
仰
を
優
越
さ
せ
る
立
場
）
を
基
礎
と
す
る
、
法
華
宗
不
受
不
施
派
・
一
向
宗
・
切
支
丹
の

諸
宗
は
、
人
民
の
反
領
主
闘
争
を
封
建
領
主
権
力
の
統
一
と
集
中
に
よ
っ
て
鎮
圧
し
た
幕
藩
国
家
形
成
の
過
程
で
、
あ
る
い
は
禁
絶
さ
れ
、
あ

る
い
は
王
法
為
本
（
封
建
権
力
へ
の
服
従
を
第
～
義
と
す
る
立
場
）
へ
の
転
向
を
せ
ま
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
兵
農
分
離
に
よ
っ
て
人
民
を
武
装

解
除
し
、
検
地
に
よ
っ
て
日
本
全
土
を
封
建
領
主
の
領
土
に
確
定
し
た
、
い
わ
ば
幕
藩
国
家
的
「
力
の
平
和
」
に
、
法
華
一
撲
・
一
向
一
揆
・

島
原
の
乱
な
ど
に
集
約
さ
れ
る
人
民
結
舎
の
危
機
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
幕
藩
国
家
は
、
そ
の
権
力
支
配
を
理
論
的
に
基
礎
づ
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け
る
た
め
に
、
信
心
為
本
の
思
想
体
系
に
対
抗
す
る
高
度
の
思
想
体
系
を
樹
立
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
王
法
為
本
と
い
う
対
立
的
視
点
で
い
え

ば
、
浄
土
宗
知
恩
院
派
や
天
台
宗
・
臨
済
宗
な
ど
の
諸
宗
、
お
よ
び
そ
れ
ら
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
神
仏
雷
合
－
神
儒
仏
一
致
の
思
想
が
適
合
的

な
意
識
を
構
成
す
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
た
ん
に
封
建
支
配
の
宗
教
信
仰
に
対
す
る
優
位
を
強
調
す
る
だ
け
で
な
く
、
①
信
心
為
本
の
基

底
に
あ
る
不
惜
身
命
的
反
権
力
的
現
実
行
動
の
論
理
を
揚
棄
し
て
、
現
実
秩
序
を
不
変
の
所
与
と
し
、
支
配
へ
の
隷
属
を
唯
一
の
正
当
な
現
実

行
動
と
す
る
論
理
を
確
立
す
る
こ
と
、
②
大
名
期
個
別
領
主
と
武
士
の
君
臣
関
係
を
前
提
に
し
な
が
ら
も
、
「
主
書
の
主
窟
は
、
主
君
で
な
い
」

分
散
的
な
封
建
権
力
の
論
理
を
揚
棄
し
て
、
将
軍
－
総
領
主
の
集
中
権
力
を
基
礎
づ
け
る
論
理
を
形
成
す
る
こ
と
、
③
封
建
領
主
の
権
力
基
盤

に
あ
る
家
族
・
同
族
集
団
に
お
い
て
、
家
父
長
制
支
配
の
論
理
を
貫
徹
さ
せ
る
こ
と
、
以
上
の
三
点
を
そ
な
え
る
こ
と
が
不
可
欠
に
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

こ
う
し
て
中
世
的
な
神
儒
仏
一
致
の
立
場
の
な
か
か
ら
、
朱
子
学
が
固
有
の
課
題
を
に
な
っ
て
独
立
す
る
。

　
朱
子
学
は
、
南
岸
帝
国
の
中
堅
官
僚
・
封
建
地
主
で
あ
る
朱
黙
（
一
＝
嵩
O
I
＝
一
〇
〇
）
が
、
周
下
紐
・
程
明
道
・
程
伊
川
・
張
横
渠
ら
の
道

学
を
継
承
し
、
仏
教
こ
と
に
華
厳
・
天
台
・
臨
済
の
思
惟
を
否
定
的
媒
介
と
し
て
確
立
し
た
、
儒
教
の
思
想
体
系
で
あ
る
。
朱
子
学
は
、
現
実

社
会
秩
序
を
永
遠
の
自
然
秩
序
と
み
な
し
、
人
の
道
徳
的
認
識
と
実
践
を
至
上
の
学
問
的
課
題
と
し
て
君
父
に
対
す
る
臣
子
の
服
従
を
要
請
す

る
。
父
子
関
係
を
人
倫
の
基
底
に
お
き
な
が
ら
も
、
皇
帝
権
力
を
中
華
帝
国
一
元
支
配
・
異
民
族
排
除
の
淵
源
と
把
握
し
、
そ
の
人
民
支
配
を

　
　
　
　
②

絶
対
化
す
る
。
こ
の
思
想
体
系
が
、
基
本
的
に
幕
藩
国
家
に
適
合
的
な
意
識
形
態
で
あ
る
こ
と
は
、
説
明
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
幕
藩
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
思
想
史
の
主
流
は
、
朱
子
学
の
概
念
内
容
を
よ
り
適
合
的
に
置
換
さ
せ
つ
つ
、
朱
子
学
の
国
家
的
教
学
化
を
お
し
す
す
め
る
方
向
を
た
ど
る
。

　
朱
子
学
は
、
幕
藩
国
家
の
被
支
配
階
級
と
く
に
京
都
町
衆
の
な
か
に
も
浸
透
す
る
。
一
七
世
紀
に
限
定
し
て
み
て
も
、
五
山
出
身
の
松
永
尺

五
・
三
宅
寄
斎
・
朝
山
意
林
庵
・
山
綺
闇
斎
、
儒
医
出
身
の
菅
需
品
・
江
村
専
斎
・
伊
藤
坦
庵
、
商
家
出
身
の
米
…
密
着
軒
・
中
村
湯
婆
ら
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

朱
子
学
を
そ
の
思
想
的
営
為
の
場
に
選
ぶ
。
い
わ
ゆ
る
上
層
町
衆
の
一
人
、
伊
藤
仁
斎
（
覧
永
四
一
宝
永
二
、
一
六
二
七
一
　
七
〇
五
）
も
、
朱
子
学

を
つ
う
じ
て
思
想
形
成
を
行
な
い
、
二
〇
歳
代
に
お
い
て
は
、
主
観
的
に
は
き
わ
め
て
熱
烈
な
朱
子
学
徒
だ
っ
た
。
し
か
し
、
屈
零
し
た
経
過

を
た
ど
り
な
が
ら
も
、
仁
斎
は
、
朱
子
学
を
否
定
し
て
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
独
自
の
思
想
体
系
賎
仁
斎
学
（
古
義
学
）
を
創
始
し
、
町
衆
を
中
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仁斎学の原像（三宅）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

心
に
三
千
人
の
門
弟
を
集
め
、
そ
の
名
声
は
全
国
に
及
ん
だ
。
仁
斎
は
、
な
ぜ
朱
子
学
を
否
定
し
た
の
か
。
仁
斎
学
と
は
、
な
に
を
志
向
す
る

思
想
形
態
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
仁
斎
仁
人
の
思
想
性
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
幕
藩
国
家
に
お
け
る
京
都
町
衆
の
存
在
形
態
と
思
想
的
特

質
に
関
す
る
問
題
を
提
起
す
る
。

　
京
都
町
衆
は
、
＝
ハ
世
紀
以
降
、
そ
の
商
焔
流
通
・
手
工
業
生
産
の
基
盤
と
し
て
、
町
を
作
り
「
町
掟
」
を
定
め
、
武
装
自
衛
し
、
さ
ら
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

町
の
連
合
体
－
鞘
組
、
軸
組
の
連
合
体
－
上
京
中
・
下
京
中
の
二
大
組
織
を
生
み
だ
し
て
、
法
華
宗
不
受
不
施
信
仰
を
思
想
的
媒
介
に
、
強
固

な
惣
町
結
合
を
確
立
し
た
。
と
く
に
天
文
の
法
華
一
揆
は
、
天
文
元
年
（
一
五
三
二
）
か
ら
五
年
間
、
封
建
領
主
間
の
権
力
闘
争
の
聞
隙
を
つ
い

て
、
洛
中
を
支
配
し
た
の
で
あ
る
。
京
都
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
日
本
全
土
の
政
治
的
経
済
的
中
枢
部
で
あ
り
、
京
都
が
都
市
共
同
体
的
武
装

自
立
体
制
を
と
る
こ
と
は
、
幕
藩
国
家
形
成
の
障
害
物
と
な
る
。
こ
の
た
め
、
織
田
信
長
の
上
京
焼
打
ち
に
表
微
さ
れ
る
よ
う
に
、
京
都
の
惣

町
結
合
体
は
、
し
だ
い
に
解
体
さ
せ
ら
れ
、
京
都
は
、
幕
藩
国
家
の
総
領
主
睦
将
軍
の
直
領
と
し
て
、
所
司
代
の
支
配
の
も
と
に
お
か
れ
る
。

不
受
不
施
派
は
禁
絶
さ
れ
、
「
町
掟
」
は
幕
府
法
令
の
補
完
物
に
転
化
さ
せ
ら
れ
る
。
町
衆
が
、
　
「
御
公
儀
井
町
二
等
之
御
法
に
背
申
間
敷
盤
」

（
明
暦
二
年
「
御
請
状
」
）
と
所
司
代
に
誓
約
さ
せ
ら
れ
る
の
も
、
こ
の
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
仁
斎
の
朱
子
学
否
定
・
仁
斎
学
形
成
の
営
為

は
、
こ
の
状
況
下
で
行
な
わ
れ
る
。
そ
の
歴
史
的
意
義
を
追
求
す
る
こ
と
が
本
稿
の
図
的
で
あ
る
。

　
た
だ
、
仁
斎
学
と
い
っ
て
も
、
そ
の
実
態
は
一
様
で
な
い
。
仁
斎
は
、
生
前
一
冊
も
著
書
を
刊
行
せ
ず
、
諸
稿
本
の
作
成
と
修
訂
増
補
に
専

心
し
た
。
そ
の
著
書
は
、
仁
斎
の
死
後
、
俳
藤
東
涯
・
林
山
苑
な
ど
の
子
弟
・
門
人
た
ち
が
、
仁
斎
の
最
終
稿
本
類
に
訂
正
を
加
え
て
出
版
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

た
の
で
あ
り
、
仁
斎
自
身
の
思
想
と
は
こ
と
な
る
、
教
多
く
の
重
大
な
変
更
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
刊
本
に
よ
っ
て
仁
斎
の

思
想
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
ず
、
稿
本
類
を
史
料
分
析
の
対
象
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
天
理
図
書
館
古
義
堂
文
庫
に
現
存
す
る
、
仁
斎
生

前
の
主
著
の
稿
本
は
、
　
『
論
語
古
義
』
一
三
種
、
　
『
孟
子
古
義
』
一
〇
種
、
　
『
中
庸
発
揮
』
七
種
、
　
『
大
学
定
本
』
一
〇
種
、
　
『
漁
業
宇
宙
』

一
二
種
、
　
『
童
子
問
』
一
一
種
に
の
ぼ
る
。
そ
の
う
ち
、
門
人
が
自
分
の
個
人
用
テ
キ
ス
ト
と
し
て
筆
写
し
、
仁
斎
自
筆
の
補
正
は
ま
っ
た
く

認
め
ら
れ
な
い
も
の
を
副
本
と
し
て
除
く
と
、
仁
斎
自
身
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
作
成
さ
れ
、
自
筆
の
補
正
が
ほ
ど
こ
さ
れ
た
正
本
は
、
　
『
論
語
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古
義
』
六
種
、
　
『
孟
子
古
義
』
四
種
、
　
『
中
庸
発
揮
』
五
種
、
　
『
大
学
定
本
』
三
種
、
　
『
語
孟
字
義
』
三
種
、
　
『
童
子
間
』
四
種
で
あ
る
。
同

一
著
作
で
あ
っ
て
も
、
こ
と
な
る
稿
ホ
粗
互
の
闘
に
は
、
い
ち
じ
る
し
い
記
述
の
変
化
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
仁
斎
学
発
展
の
諸
段
階
を
示
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
諸
稿
本
に
も
と
つ
く
、
仁
斎
学
に
お
け
る
発
達
過
程
の
段
階
区
分
、
最
終
的
思
想
形
態
の
確
定
、
仁
斎
学
と
東
逐
語
の
比
較
、

み
な
重
要
な
課
題
で
あ
る
が
、
仁
斎
の
朱
子
学
否
定
・
仁
斎
学
形
成
の
苦
闘
と
方
向
性
を
も
っ
と
も
よ
く
あ
ら
わ
す
の
は
、
仁
斎
学
の
原
像
－

思
想
的
原
基
形
態
の
分
析
で
あ
り
、
他
の
課
題
は
、
仁
斎
学
の
原
像
を
確
定
し
て
の
ち
、
は
じ
め
て
追
求
可
能
に
な
ろ
う
。

　
客
観
的
な
仁
自
学
形
成
期
は
、
仁
斎
が
、
朱
子
の
『
四
書
集
註
』
に
対
抗
し
て
、
独
自
の
経
書
註
釈
書
『
婬
書
古
義
』
（
『
論
語
古
義
』
『
孟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

子
古
義
』
『
中
庸
発
揮
』
）
を
起
草
し
は
じ
め
た
と
き
に
求
め
ら
れ
る
。
　
『
大
学
定
本
』
『
語
孟
字
義
』
『
童
子
問
』
は
、
　
『
三
書
古
義
』
の
基
盤

の
上
に
書
か
れ
、
成
立
年
代
も
お
く
れ
る
。
も
っ
と
も
は
や
く
着
手
し
た
『
論
語
古
義
』
初
本
（
第
一
草
稿
）
は
、
三
七
・
八
歳
（
寛
文
三
．
四
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

＝
ハ
六
一
二
・
四
）
前
後
か
ら
書
き
は
じ
め
て
、
四
〇
歳
（
寛
文
六
、
一
六
六
六
）
ご
ろ
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
在
、
散
失
し
て
見
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
さ
き
に
筆
者
は
、
　
「
仁
斎
学
の
形
成
1
『
同
一
の
原
理
眺
と
『
弁
証
法
的
思
惟
』
1
」
（
『
史
林
』
二
一
三
号
所
載
）
で
、
同
年
代

に
成
立
し
た
「
志
学
章
講
義
」
　
「
孟
子
諸
章
講
義
」
　
「
策
問
」
　
「
私
擬
策
問
」
　
「
同
志
会
筆
記
」
な
ど
に
よ
っ
て
、
　
『
論
語
古
義
』
素
本
の
思

考
様
式
を
推
定
し
た
。
し
か
し
、
仁
無
学
の
原
像
を
体
系
的
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
や
や
成
立
年
代
が
く
だ
る
が
、
現
存
す
る
稿
本
中

最
古
の
『
三
書
古
義
』
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
『
愚
書
古
義
』
の
現
存
最
古
稿
本
は
、
　
『
論
講
古
義
』
第
二
本
（
一
〇
巻
四
半
）
、
『
孟
子
古
義
』
自
筆
本
（
七
巻
七
冊
）
、
『
中
庸
発
揮
』
第
一
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

（一

ｪ
一
冊
）
で
あ
り
、
各
署
の
表
紙
に
は
「
三
書
共
十
一
本
」
と
記
入
さ
れ
、
統
一
的
に
作
成
さ
れ
た
稿
本
群
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

『
論
語
古
義
』
第
二
本
の
正
文
は
、
初
塞
の
最
終
補
正
形
態
に
も
と
づ
い
て
作
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
『
孟
子
古
義
』
自
筆
本
・
『
中
庸
発

揮
』
第
一
本
に
、
よ
り
先
行
す
る
稿
本
が
あ
っ
た
か
否
か
は
立
証
で
き
な
い
が
、
後
者
は
つ
い
て
は
、
表
紙
に
第
一
本
と
記
し
て
い
る
こ
と
か

ら
推
定
し
て
、
　
『
中
庸
発
揮
』
の
真
の
第
一
稿
本
と
み
な
し
う
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
ら
「
三
士
共
十
一
本
」
が
、
現
在
、
仁
志
学
の
原
像

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
基
本
史
料
で
あ
る
。
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仁斎学の原像（詫）

　
「
三
書
面
十
一
本
」
の
成
立
年
代
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
各
巻
頭
の
「
叙
由
扁
　
「
綱
領
」
な
ど
に
「
維
貞
」
の
署
名
が
あ
り
、
仁
斎
の

勲
記
『
日
次
之
覚
帳
』
天
和
三
年
（
　
六
八
三
）
三
月
三
日
条
に
、
　
「
源
省
弓
杖
」
を
「
庸
主
維
禎
」
．
に
改
め
る
記
事
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、

「
三
書
淫
十
一
本
」
が
そ
れ
以
前
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
維
貞
の
署
名
は
、
　
『
孟
子
古
義
』
元
禄
十
年
重
訂
本
、
　
『
中
庸
発

揮
』
第
二
本
お
よ
び
第
三
本
で
も
用
い
ら
れ
、
と
く
に
『
中
庸
発
揮
』
は
、
第
一
本
以
後
、
　
二
圓
も
稿
本
が
作
り
改
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、

「
三
面
共
十
一
本
」
の
成
立
下
限
は
、
天
和
三
年
三
月
よ
り
何
年
か
前
に
さ
か
の
ぼ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
逆
に
、
成
立
の
上
限
を
考
え
る
と
、
東

前
の
随
筆
『
三
管
録
』
に
は
、
　
「
故
旧
或
い
は
相
伝
へ
て
云
ふ
、
強
仕
の
後
、
軍
記
古
義
の
藁
成
っ
て
未
だ
副
本
有
ら
ず
と
」
と
、
仁
斎
の
騰

○
書
す
ぎ
の
こ
ろ
、
　
『
論
語
古
義
』
　
『
孟
子
古
義
』
に
、
ま
だ
第
二
次
の
稿
本
が
な
か
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
同
書
に
、
　
「
延
宝
屈
狸
の
夏
、

京
師
の
大
火
延
び
て
予
の
舎
に
及
び
百
物
を
蕩
塾
す
。
先
人
、
他
物
を
携
へ
ず
、
唯
だ
古
義
草
本
一
部
を
嚢
っ
て
逃
が
る
」
と
あ
る
が
、
　
『
論

語
古
義
』
第
二
本
に
、
　
「
此
段
旧
本
ノ
総
註
ヲ
用
ヘ
シ
」
と
書
き
こ
み
が
あ
っ
て
、
第
二
本
作
成
時
に
旧
本
つ
ま
り
初
ホ
が
あ
っ
た
の
は
確
実

で
あ
る
こ
と
か
ら
推
定
す
る
と
、
東
涯
の
い
う
「
古
義
草
本
一
部
」
は
、
第
二
本
で
な
く
初
心
で
あ
ろ
う
。
延
宝
元
年
（
一
六
七
一
δ
五
月
，
伊

藤
家
が
大
火
で
全
焼
し
、
大
恩
寺
に
仮
住
し
た
と
き
に
は
、
　
『
論
語
古
義
』
無
二
だ
け
で
「
三
春
共
十
一
本
」
は
作
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
　
「
三
二
共
十
一
本
」
は
、
延
竃
元
年
以
後
の
数
年
間
に
作
ら
れ
、
天
和
以
髄
ま
で
補
正
が
つ
づ
け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
仁
斎
四
〇
歳
代

末
尾
か
ら
五
〇
歳
代
前
半
の
朱
子
学
否
定
・
仁
斎
学
形
成
の
思
想
的
営
為
が
、
こ
こ
に
集
中
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
ま
た
同
じ
く
古
義
空
文
魔
に
は
、
伊
藤
家
が
所
属
し
た
、
上
京
上
川
東
継
東
堀
川
四
町
園
の
町
掟
で
あ
る
「
町
中
定
」
五
通
が
、
仁
斎
の
自

筆
で
書
き
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
幕
藩
国
家
に
お
け
る
京
都
の
町
が
、
仁
斎
の
生
活
を
直
接
規
制
し
た
実
態
と

そ
の
仁
斎
の
思
想
的
営
為
と
の
連
関
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

①
　
神
儒
仏
一
致
の
立
唄
と
朱
子
学
と
の
単
帯
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
日
本
に
お
け

　
る
中
騒
哲
学
の
受
容
と
変
容
の
．
歴
史
」
　
（
本
田
済
編
『
中
国
哲
学
を
学
ぶ
人
の
た

　
め
に
』
所
収
、
世
界
思
想
社
、
～
九
七
圏
年
）
・
「
榎
戸
時
代
の
思
想
」
（
石
田
一
良

編
『
思
想
史
臨
麺
〔
体
系
日
本
史
叢
書
〕
所
収
、
山
川
出
版
社
、
…
九
七
五
年
刊

行
予
定
）
参
照
。

②
朱
子
学
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
仁
歯
学
の
形
成
…
鴨
同
　
の
原
理
』
と
『
弁
譲
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法
的
田
心
惟
濫
1
」
　
　
（
『
雨
人
林
鰯
二
一
讐
一
号
聯
冬
物
朕
、
　
一
九
轟
ハ
五
年
九
日
乃
）
・
「
出
小
エ
J
学
・

　
近
世
思
想
の
基
底
」
（
『
黛
統
と
現
代
』
二
二
号
、
　
一
九
七
三
年
七
月
）
参
照
。

③
　
拙
稿
「
幕
藩
主
詩
話
の
患
想
的
原
理
－
公
私
分
離
の
発
展
…
」
（
『
日
本
史
研
究
』

　
一
二
七
号
、
一
九
七
二
年
七
月
）
・
「
朱
子
学
・
近
世
思
想
の
基
底
」
参
照
。

④
　
林
麗
辰
三
郎
「
上
厨
町
衆
の
系
譜
」
（
『
中
世
文
化
の
基
調
』
所
収
、
東
大
田
版

　
会
、
一
九
六
　
二
年
）
の
規
定
に
よ
る
。
門
閥
町
人
と
ほ
ぼ
澗
義
の
概
念
。

⑤
　
仁
斎
の
思
想
形
成
に
つ
い
て
は
、
拙
、
稿
「
仁
篤
学
の
形
成
－
属
一
の
原
理
と
弁

　
証
法
的
思
惟
－
」
・
「
伊
藤
仁
斎
と
宋
・
元
・
明
の
綴
世
一
古
義
学
形
成
の
契
機
と

　
そ
の
特
質
i
」
、
　
（
『
日
本
歴
史
』
一
一
一
三
号
駈
載
、
一
九
六
穴
年
＝
月
）
参
照
。

⑥
京
都
町
衆
の
法
華
信
仰
に
つ
い
て
は
蔵
井
学
氏
の
研
究
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。

⑦
本
格
的
な
論
証
は
、
今
後
の
劇
評
に
属
す
る
が
、
さ
し
あ
た
り
、
拙
稿
「
伊
藤

　
仁
斎
の
諸
稿
本
と
そ
の
訓
読
法
」
　
（
木
村
英
一
編
・
三
宅
正
彦
校
訂
訳
注
『
伊
藤

　
仁
雲
集
』
　
〔
装
本
の
思
想
1
1
〕
所
収
、
筑
摩
書
房
、
　
　
九
七
〇
年
）
・
「
『
語
孟
字

　
義
臨
の
成
立
過
程
と
そ
の
校
異
」
　
（
木
村
武
夫
編
『
鷺
本
史
の
研
究
』
所
収
、
ミ

　
ネ
ル
バ
欝
房
、
　
～
九
七
〇
年
）
・
「
古
義
忽
諸
稿
本
の
史
料
的
研
究
一
語
孟
字
義
書

　
誌
校
補
－
」
　
（
大
阪
私
立
短
大
協
会
『
研
究
報
告
集
瞼
第
八
集
所
載
、
　
一
九
七
｝

　
年
五
月
）
参
照
。

⑧
⑨
　
拙
稿
「
仁
無
学
の
形
成
」
参
照
。

⑩
　
以
下
、
稿
本
の
名
称
は
、
天
理
川
竹
館
編
・
中
村
堂
・
彦
執
筆
『
古
義
裳
文
』
庫
濁

　
録
隔
　
（
天
理
為
書
館
出
版
都
、
一
九
五
六
年
）
に
よ
る
。
こ
れ
は
、
仁
斎
学
研
究

　
の
聖
帝
を
確
立
し
た
業
績
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
研
究
の
発
展
に
よ
り
、
修
正
す

　
べ
き
部
分
が
生
じ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
『
中
庸
発
揮
』
の
仁
斎
最
終
稿
本
を
「
元

　
禄
十
年
本
」
に
し
て
い
る
が
、
　
「
元
禄
七
年
本
」
が
正
し
い
。
拙
稿
「
伊
藤
仁
斎

　
の
諸
稿
本
と
そ
の
訓
読
法
」
・
「
古
義
堂
諸
稿
本
の
史
料
的
研
究
」
参
照
。

⑪
　
第
一
本
の
原
題
『
中
庸
古
義
』
。
そ
れ
を
『
発
揮
』
に
訂
正
。

⑫
現
在
、
「
三
等
共
＋
一
本
」
竺
二
偶
。
も
と
は
『
孟
子
古
義
』
の
第
二
珊
と

　
第
三
冊
が
合
綴
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
　
「
十
一
本
」
だ
っ
た
。

⑬
　
「
四
丁
自
」
「
材
木
町
」
と
も
い
う
。
現
在
、
上
京
区
東
堀
川
通
下
立
売
上
ル

　
町
四
丁
鼠
。

⑭
　
　
『
古
義
堂
文
庫
目
録
』
で
は
、
　
「
町
内
規
定
」
と
記
載
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、

　
伊
藤
梅
塘
が
昭
和
五
年
に
こ
れ
を
表
装
し
た
と
き
の
命
名
を
踏
襲
し
た
も
の
で
、

　
京
都
の
「
黙
黙
」
を
江
戸
時
代
に
こ
う
呼
ん
だ
例
は
、
ま
だ
管
見
に
入
ら
な
い
。

　
仁
周
面
蒔
、
陽
町
自
で
は
「
町
中
定
」
と
称
し
て
い
た
こ
と
が
、
五
難
中
の
「
年

　
寄
定
之
事
」
で
明
ら
か
だ
か
ら
、
こ
れ
に
し
た
が
う
。
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二
　
思
想
的
媒
介
と
し
て
の
朱
子
学

　
仁
斎
学
の
原
像
が
朱
子
学
否
定
の
上
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
に
は
、
前
提
と
し
て
、
朱
子
学
の
思
想
的
特
性
を
明
ら
か
に
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
朱
子
の
思
想
と
朱
子
学
派
の
思
想
は
、
同
一
で
な
い
。
ふ
つ
う
朱
子
学
は
、
典
型
的
な
リ
ゴ
リ
ズ
ム
と
し
て

と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
れ
は
、
朱
子
の
所
説
を
特
定
の
意
図
に
も
と
づ
い
て
抜
粋
し
部
門
別
に
配
列
し
た
『
性
理
大
全
』
や
、
朱

子
の
四
書
解
釈
に
註
解
を
加
え
て
一
面
的
に
固
定
し
た
『
四
書
大
全
』
な
ど
に
よ
っ
て
作
り
あ
げ
た
、
国
家
的
教
学
と
し
て
の
朱
子
学
派
像
で

あ
る
。
仁
斎
が
と
り
く
ん
だ
の
は
、
　
『
四
書
集
註
』
『
四
書
或
問
』
な
ど
朱
子
の
著
作
、
　
『
朱
子
語
類
』
な
ど
朱
子
の
語
録
、
　
『
近
思
録
』
『
延



仁斎学の原像（三宅）

羊
雲
問
』
　
『
小
学
』
な
ど
朱
子
に
よ
る
先
学
の
文
章
の
編
纂
物
で
あ
り
、
朱
子
後
学
の
朱
子
解
釈
に
依
拠
せ
ず
に
、
仁
斎
は
、
直
接
に
朱
子
自

身
の
思
想
に
対
し
た
の
で
あ
る
。
当
然
こ
こ
で
は
、
朱
子
自
身
の
思
想
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
儒
教
で
は
、
聖
人
の
教
は
、
な
に
よ
り
も
経
書
の
な
か
に
伝
言
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
だ
か
ら
、
経
書
の
趣
旨
を
理
解
す
る
た
め
の
読
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

法
が
、
重
要
な
問
題
に
な
る
。
そ
の
さ
い
、
経
書
の
記
述
内
容
に
対
す
る
事
証
を
求
め
る
こ
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
必
要
で
な
く
、
経
書
自
体

の
論
理
的
内
在
的
把
握
を
行
な
う
の
が
、
あ
く
ま
で
も
読
書
法
の
原
則
で
あ
る
。
朱
子
は
、
漢
唐
訓
…
詰
学
の
経
書
解
釈
を
否
定
し
て
、
あ
た
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

し
い
経
書
解
釈
を
提
起
し
よ
う
と
す
る
か
ら
、
　
「
須
ら
く
是
れ
本
文
を
将
て
熟
読
す
べ
し
。
字
属
島
噛
し
て
味
有
ら
し
め
よ
。
若
し
理
会
し
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
　
　
　
　
ま
さ

ざ
る
処
有
ら
ば
、
深
く
挙
れ
を
思
ひ
、
又
得
ず
し
て
然
る
後
、
却
ち
註
解
を
慌
て
看
ぱ
、
方
に
意
味
有
り
」
（
『
朱
子
語
類
』
＝
、
祖
道
録
）
と
、

経
書
本
文
を
直
接
に
精
読
す
る
方
法
を
と
り
、
註
解
は
副
次
的
な
も
の
と
す
る
。
　
「
凡
そ
書
を
読
む
は
、
須
ら
く
上
下
の
文
意
是
れ
如
何
を
看

る
べ
し
。
　
一
字
に
泥
着
す
可
か
ら
ず
」
（
同
、
淳
録
）
と
、
　
一
雷
一
句
に
と
ら
わ
れ
ず
、
全
体
的
に
文
章
を
理
解
す
る
こ
と
も
、
必
要
だ
と
い
う
。

　
全
体
的
理
解
の
要
件
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
文
勢
・
語
脈
（
句
脈
）
・
気
象
・
意
思
・
意
味
・
直
面
・
血
脈
・
義
理
な
ど
で
あ
る
。

　
文
勢
は
、
　
「
書
を
授
く
る
は
長
短
限
り
熟
し
。
…
…
若
し
文
勢
未
だ
断
た
ざ
る
者
は
、
多
く
数
行
を
置
く
と
錐
も
、
亦
妨
げ
ず
」
（
『
朱
子
語

録
昌
七
、
義
剛
録
）
、
語
脈
は
、
　
「
聖
賢
説
き
出
し
来
る
底
の
言
語
、
自
か
ら
語
脈
有
り
。
安
白
し
得
て
各
≧
在
る
所
有
り
」
（
『
朱
子
語
類
』
十
一
、

螢
録
）
と
、
と
も
に
文
の
脈
絡
－
文
脈
に
根
評
す
る
。
同
一
の
文
章
で
、
は
じ
め
文
勢
と
い
い
、
再
論
す
る
と
き
に
語
脈
と
い
い
か
え
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
。

場
合
も
あ
る
が
、
厳
密
に
は
、
文
勢
は
よ
り
情
緒
的
、
語
脈
は
よ
り
論
理
的
な
蓑
現
で
あ
る
。
気
象
は
、
　
「
其
の
文
の
気
象
好
か
ら
ず
」
（
㎜
、
朱

子
語
類
』
一
三
九
、
欠
名
録
）
と
、
文
の
脈
絡
の
し
か
た
な
ど
か
ら
く
る
雰
囲
気
を
さ
す
。
　
「
蘇
子
容
の
文
は
慢
な
り
」
　
（
同
、
義
剛
録
）
な
ど

と
い
う
の
が
、
そ
の
具
体
例
で
あ
る
。
ま
た
、
　
「
仲
尼
は
天
地
也
。
厨
子
は
和
風
慶
雲
也
。
孟
子
は
泰
山
面
上
の
気
象
也
。
其
の
言
を
観
る
、

皆
之
れ
を
見
る
卑
し
」
（
『
近
思
録
』
十
四
、
程
囲
道
の
語
）
と
、
言
語
主
体
の
気
質
を
あ
ら
わ
す
場
合
も
あ
る
。
こ
の
文
勢
・
語
脈
（
句
脈
）
・
気

象
な
ど
、
文
の
構
成
に
も
と
づ
い
た
、
い
わ
ば
構
文
論
的
概
念
が
、
第
一
の
グ
ル
ー
プ
を
形
成
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
ほ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
べ

　
意
思
は
、
　
「
書
を
読
む
は
、
須
ら
く
細
か
に
看
得
す
べ
し
。
意
思
通
涌
し
て
後
は
、
都
て
注
解
を
兇
ず
」
（
『
朱
子
獣
類
』
十
一
、
大
雅
録
）
と
、
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文
章
の
趣
旨
を
あ
ら
わ
し
、
ま
た
、
　
「
今
人
の
書
を
観
る
は
、
…
…
只
是
れ
自
家
の
意
思
を
推
広
し
得
る
の
み
。
如
何
ぞ
古
人
の
意
思
を
見
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

む
」
（
同
）
と
、
作
者
の
思
考
を
あ
ら
わ
す
。
意
味
は
、
　
「
元
来
壱
の
章
長
し
と
難
ど
も
、
意
味
却
て
自
か
ら
首
末
謝
恩
す
」
　
（
同
、
明
作
言
）

と
、
文
章
の
趣
旨
を
あ
ら
わ
し
、
ま
た
「
須
ら
く
是
れ
本
文
を
将
て
熟
読
す
べ
し
。
寧
字
咀
心
し
味
有
ら
し
め
よ
。
若
し
理
会
し
得
ざ
る
処
有

ら
ば
、
深
く
零
れ
を
思
へ
。
…
…
方
に
意
味
有
ら
ん
」
　
（
同
、
祖
道
録
）
と
、
文
章
の
味
わ
い
を
あ
ら
わ
す
。
意
思
と
意
味
と
は
、
相
互
に
置

換
で
き
る
場
合
と
で
き
な
い
場
合
と
が
あ
っ
て
、
で
き
る
場
合
は
文
章
の
趣
旨
を
あ
ら
わ
す
と
き
で
あ
り
、
で
き
な
い
場
合
は
、
意
思
H
思
考

意
味
日
味
わ
い
を
あ
ら
わ
す
と
き
が
多
い
。
な
お
、
詳
言
と
い
う
こ
と
ば
も
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
文
章
の
趣
旨
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
意

思
・
意
味
・
指
意
な
ど
、
文
章
の
主
題
展
開
に
即
し
た
、
い
わ
ば
文
章
論
的
概
念
が
、
第
ニ
グ
ル
ー
プ
を
形
成
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
血
脈
は
、
　
「
理
は
只
是
れ
一
個
の
理
。
挙
挙
着
し
て
全
く
只
言
無
し
。
且
つ
如
し
仁
に
言
著
す
れ
ば
、
則
ち
都
て
仁
の
上
に
在
り
。
誠
に
言

説
す
れ
ば
、
都
て
誠
の
上
に
在
り
。
…
…
只
是
れ
画
図
の
道
理
自
然
に
血
脈
貫
通
す
」
（
同
六
、
愚
蒙
録
）
と
、
理
に
か
な
ら
ず
貫
通
し
て
い
る

す
じ
み
ち
を
い
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
す
じ
み
ち
の
あ
る
こ
と
が
理
な
の
だ
か
ら
、
血
脈
は
理
そ
の
も
の
と
い
え
る
。
義
は
「
箇
の
断
綱
裁
割

底
の
道
理
」
（
門
玉
山
講
義
」
、
『
朱
子
文
集
』
七
四
）
で
、
通
し
た
す
じ
み
ち
を
い
う
の
だ
か
ら
、
義
理
と
は
条
理
の
別
称
で
あ
る
。
朱
子
は
、
血
脈

と
義
理
に
同
一
の
内
容
を
与
え
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
廊
脈
・
義
理
な
ど
、
理
（
道
理
）
そ
れ
自
体
に
か
か
わ
る
、
い
わ
ば
認
識
論
的
概
念

が
㌔
第
三
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。

　
で
は
、
こ
れ
ら
諸
概
念
は
、
ど
の
よ
う
に
連
関
す
る
の
か
。
朱
子
は
、
「
其
の
説
理
に
惇
ら
ず
と
難
も
、
然
れ
ど
も
経
文
の
本
意
に
非
ざ
る
」

（「

ｽ
る
人
に
答
ふ
」
、
同
六
四
）
こ
と
を
排
斥
す
る
。
逆
に
、
　
「
今
亦
義
理
如
何
を
論
ぜ
ず
し
て
、
只
だ
文
勢
を
看
る
扁
（
「
林
徳
久
に
答
ふ
」
、
同
六

一）

ｱ
と
を
も
否
定
す
る
。
　
「
大
抵
書
を
読
む
は
、
須
ら
く
認
れ
心
を
虚
し
う
し
、
慮
を
静
か
な
ら
し
め
、
文
義
に
依
傍
し
、
句
脈
を
推
尋
し

て
、
此
の
句
の
指
意
は
是
れ
何
事
を
説
く
か
を
看
定
す
べ
し
し
（
「
張
元
徳
に
答
ふ
」
、
同
六
二
）
と
、
句
脈
（
語
脈
）
は
指
意
を
求
め
る
前
提
で
あ

り
、
さ
ら
に
、
　
「
大
抵
書
を
読
む
は
、
先
づ
且
つ
は
心
を
虚
し
う
し
て
其
の
文
無
の
指
意
の
帰
す
る
所
を
考
へ
、
然
る
後
、
以
て
其
の
義
理
の

在
る
所
を
要
す
点
し
」
（
「
或
る
人
に
笛
ふ
」
、
同
六
四
）
と
、
指
意
は
義
理
を
求
め
る
前
提
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
グ
ル
ー
プ
（
文
勢
・
語
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仁斎学の原像（三宅）

脈
・
気
象
）
↓
第
ニ
グ
ル
ー
プ
（
意
思
・
意
味
・
指
意
）
↓
第
三
グ
ル
ー
プ
（
血
脈
・
義
理
）
と
い
う
連
関
と
過
程
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

　
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
一
つ
の
複
合
語
を
作
る
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
第
一
と
第
二
、
第
二
と
第
一
二
で
そ
れ
ぞ
れ
連
関
し
て
複
合
語
を
作
る

場
合
は
し
ば
し
ば
あ
る
。
　
「
人
の
文
章
を
敬
す
、
若
し
曇
れ
子
細
に
一
般
の
文
宇
を
弁
難
し
熟
し
て
、
少
き
間
に
倣
し
出
せ
ば
、
文
字
の
意
思

語
脈
自
か
ら
罵
れ
相
似
る
。
韓
文
を
読
み
得
て
熟
す
れ
ば
、
便
ち
韓
本
底
の
文
字
を
敬
し
出
す
。
掌
文
を
読
み
得
て
熟
す
れ
ば
、
便
ち
蘇
文
底

の
文
字
を
倒
し
出
す
」
（
『
象
子
器
類
』
一
三
九
、
懇
録
）
、
他
人
の
文
章
（
文
字
）
に
習
熟
す
れ
ば
、
そ
の
人
の
思
考
と
文
脈
に
稲
似
し
た
文
章
を

作
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
。
な
お
、
意
思
語
脈
と
い
う
用
例
は
多
い
が
、
意
味
語
脈
と
い
う
例
は
、
ま
だ
管
見
に
入
ら
な
い
。
語
脈
と
複
合
す

る
と
き
の
第
ニ
グ
ル
ー
プ
は
、
趣
旨
や
味
わ
い
で
な
く
、
思
考
と
い
う
内
容
に
限
定
さ
れ
る
か
ら
と
思
わ
れ
る
。
　
「
若
し
気
を
以
て
言
へ
ば
、

則
ち
此
の
章
の
文
意
首
尾
衡
決
、
殊
に
血
脈
意
味
無
し
」
（
「
敬
夫
の
搬
子
の
説
の
疑
義
に
答
ふ
」
、
『
朱
子
文
集
』
三
一
）
、
　
気
と
い
う
概
念
で
説
明

す
れ
ば
、
文
章
に
す
じ
み
ち
と
趣
旨
が
通
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
。
　
血
脈
意
味
の
ほ
か
に
、
血
脈
意
思
（
『
朱
子
語
類
』
三
四
、
羅
録
）
・

血
脈
指
樽
（
同
一
三
九
、
写
録
）
と
い
う
場
合
も
あ
る
。
意
味
・
意
思
・
愚
意
の
三
語
に
共
通
し
た
内
容
は
趣
旨
だ
か
ら
、
血
脈
と
複
合
す
る
と

き
の
第
工
グ
ル
ー
プ
は
、
思
考
や
味
わ
い
で
な
く
趣
旨
と
い
う
内
容
に
限
定
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
義
理
と
第
三
グ
ル
ー
プ
が
複
合

語
を
作
る
例
は
、
ま
だ
見
出
せ
な
い
。
こ
う
し
て
朱
子
は
、
構
文
論
的
・
文
章
論
的
・
認
識
論
的
な
思
考
を
通
じ
て
、
経
書
を
読
解
す
る
の
で

あ
る
。

　
漢
唐
訓
詰
学
で
は
、
経
書
の
読
解
そ
れ
自
体
が
儒
教
を
学
ぶ
も
の
の
目
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
朱
子
に
と
っ
て
は
、
　
「
書
を
読
む
は
、
己

に
熱
れ
第
二
義
」
（
『
朱
子
語
類
』
一
〇
、
至
聖
）
で
あ
る
。
　
「
蓋
し
人
生
ま
れ
て
道
理
合
下
に
完
具
す
」
（
同
）
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
読
書
す
る
の

か
と
い
う
と
、
　
「
書
を
読
む
こ
と
を
要
す
る
所
以
の
者
は
、
蓋
し
昆
れ
未
だ
曽
て
経
歴
し
て
許
多
を
見
ず
、
聖
人
は
要
れ
経
歴
し
て
許
多
を
見

得
。
所
以
に
写
し
て
冊
上
に
在
き
、
人
に
与
へ
て
看
せ
し
む
」
（
同
）
と
、
聖
人
の
豊
か
な
経
験
に
接
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
「
墨
池
書
を

読
む
は
、
只
だ
是
れ
許
多
の
道
理
を
見
得
る
こ
と
を
要
す
」
（
同
）
と
、
読
書
の
目
的
は
、
経
験
的
事
実
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
経
験
的
事
実

の
な
か
に
ひ
そ
む
道
理
の
認
識
で
あ
る
。
そ
の
道
理
は
、
　
［
、
理
会
し
得
る
に
及
ん
で
は
、
又
皆
庵
れ
自
家
合
下
に
元
有
る
底
、
是
れ
外
面
よ
り
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い
さ
さ

旋
か
も
添
へ
得
る
に
あ
ら
ず
」
（
嗣
）
と
、
自
己
が
も
と
も
と
そ
な
え
て
い
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
読
書
は
、
　
「
書
を
読
み
で
以
て
豊
賢
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

意
を
観
」
（
同
、
節
録
）
と
、
聖
賢
の
意
図
を
知
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
が
、
聖
賢
の
意
図
を
知
る
こ
と
は
、
　
「
聖
賢
の
意
に
因
っ
て
以
て
自
然

の
理
を
観
る
」
（
同
）
と
、
理
を
認
識
す
る
た
め
の
媒
介
な
の
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
、
理
を
認
識
す
れ
ば
、
経
書
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
逆
に
経
書
を
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
朱
子
は
、
　
『
古
文
尚
書
』
の
真

純
性
を
う
た
が
い
、
　
『
詩
経
』
の
序
を
け
ず
り
、
　
『
易
経
』
の
流
布
本
を
古
形
に
復
し
、
　
『
礼
記
』
を
『
儀
礼
』
の
解
説
書
と
し
、
　
『
大
学
』

『
諸
経
』
を
再
構
成
し
字
句
を
つ
け
加
え
、
さ
ら
に
、
儒
教
の
最
高
の
尚
書
を
諸
公
・
孔
子
の
い
ず
れ
に
す
る
か
と
い
う
論
争
に
終
止
符
を
打

っ
て
、
孔
子
を
最
高
の
聖
人
と
し
、
孔
子
（
『
論
語
』
）
1
曽
子
（
『
大
学
』
）
…
子
等
（
『
中
庸
』
）
一
孟
子
（
『
孟
子
』
）
と
い
う
道
統
の
伝
と
、
漢
唐
訓
詰
学

の
五
経
中
心
主
義
に
か
わ
る
四
書
中
心
主
義
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
清
帝
国
末
期
の
考
証
学
者
・
言
託
瑞
は
、
こ
の
華
態
を
さ
し
て
、
　
「
平

人
注
疏
を
儒
ぜ
ず
、
馴
れ
て
経
を
疑
ふ
に
至
る
。
経
を
疑
ひ
て
已
ま
ず
、
逐
に
経
を
改
め
、
経
を
測
り
、
経
文
を
移
易
し
て
以
て
己
れ
の
説
に

就
か
し
む
る
に
至
」
（
『
経
学
歴
史
』
八
）
つ
た
と
論
評
し
て
い
る
。

　
で
は
、
理
と
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
朱
子
は
、
霊
気
二
元
論
の
立
場
を
と
り
、
理
は
永
遠
不
変
の
根
源
的
実
在
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
だ
け

で
は
現
象
せ
ず
（
未
発
の
体
）
、
か
な
ら
ず
存
在
の
形
態
を
決
定
す
る
派
生
的
実
在
で
あ
る
気
と
結
合
し
て
、
具
体
的
現
実
的
存
在
と
し
て
現

象
す
る
（
既
発
の
用
）
と
考
え
る
。
こ
の
朱
子
学
の
基
本
的
な
概
念
装
置
は
、
実
体
（
理
）
一
現
象
（
男
気
の
結
合
体
）
概
念
と
し
て
と
ら
え
て

　
③

よ
い
。
理
は
、
一
元
的
超
越
的
な
実
体
（
太
極
）
、
存
在
野
壷
に
内
在
す
る
原
理
（
性
）
、
存
在
の
根
拠
（
所
以
然
之
故
）
、
存
在
の
法
則
・
規
範

　
（
所
当
然
之
則
、
道
）
と
い
う
多
様
な
属
性
を
統
一
し
て
い
る
。
全
存
在
は
、
同
一
の
理
を
分
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
等
性
を
も
つ
（
理

一
分
殊
）
。
気
は
、
ガ
ス
状
の
物
質
で
凝
集
と
分
散
を
く
り
か
え
し
て
い
る
が
、
凝
集
す
る
と
き
の
条
件
と
気
の
運
動
傾
向
（
気
数
）
に
よ
っ

て
、
生
成
さ
れ
た
存
在
個
別
の
気
に
、
清
濁
純
駁
・
長
短
厚
薄
の
相
違
が
生
じ
る
。
こ
れ
が
諸
存
在
相
互
間
の
差
別
性
の
原
因
で
あ
る
。
な
お
、

さ
き
に
、
血
脈
は
理
そ
の
も
の
だ
と
述
べ
た
が
、
朱
子
は
、
　
「
血
脈
は
都
て
遙
の
気
の
宇
の
上
に
在
り
」
（
岡
九
五
、
端
蒙
録
）
と
、
気
と
の
結

合
の
上
に
お
い
て
、
塩
脈
を
と
ら
え
て
い
る
か
ら
、
血
脈
は
、
理
の
諸
属
性
の
う
ち
、
存
在
の
法
則
・
規
範
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
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④

　
朱
子
は
、
理
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
具
象
性
・
運
動
性
を
漂
則
的
に
排
除
し
、
思
考
・
聴
視
・
挙
動
・
作
為
な
ど
、
人
の
主
体
的
行
為
す
ら
、
気

に
所
属
さ
せ
る
。
だ
か
ら
、
存
在
の
も
つ
具
体
的
現
実
的
な
形
態
と
運
動
は
、
理
と
結
合
し
た
気
に
よ
っ
て
の
み
与
え
ら
れ
る
。
「
理
の
出
馬
」

（「

s
単
物
」
、
『
朱
子
文
集
』
六
七
）
と
規
定
さ
れ
る
天
も
、
そ
の
具
体
性
・
現
実
性
に
お
い
て
、
理
気
の
結
合
体
に
ほ
か
な
ら
ず
、
天
の
生
成
と
支

配
の
作
用
で
あ
る
命
も
、
当
然
、
理
気
の
結
合
体
で
あ
る
。
命
に
は
正
と
変
の
区
別
が
あ
り
、
　
「
命
の
正
は
理
よ
り
出
で
、
命
の
変
は
気
質
よ

り
出
づ
」
（
『
朱
子
語
類
』
四
、
木
和
訳
）
と
い
わ
れ
る
。
　
理
は
不
変
、
気
は
変
化
・
循
環
す
る
か
ら
、
命
の
正
と
変
は
、
　
「
常
理
」
と
「
当
然
而

不
然
」
（
『
論
語
或
問
』
一
六
）
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
常
理
が
恒
常
不
変
の
法
則
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
当
然
而
不
然
は
、
道
理
か
ら
い
え
ば
当

然
そ
う
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
そ
う
な
ら
な
い
現
実
の
気
の
運
動
傾
向
を
意
味
す
る
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
理
を
価
値
的
に
と
ら
え
れ
ば
絶
対
善
で
あ
り
、
海
気
の
結
合
体
と
し
て
理
を
内
在
さ
せ
て
い
る
全
存
在
も
、
本
質
的
に
善

で
あ
る
。
悪
は
、
気
の
濁
駁
に
よ
っ
て
生
ず
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
気
の
存
在
根
拠
は
理
だ
か
ら
、
悪
は
、
善
と
二
元
的
に
対
立
す
る
絶
対
悪
で

は
な
く
、
も
と
も
と
善
で
あ
る
も
の
に
過
不
及
が
あ
っ
て
発
現
形
態
に
節
度
を
保
っ
て
い
な
い
だ
け
で
あ
る
。
世
界
は
、
善
な
る
無
矛
盾
の
体

系
で
、
＝
兀
的
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
悪
と
矛
盾
が
実
在
す
る
。
伯
夷
・
谷
汲
は
、
義
人
で
あ
り
な
が
ら
首
陽
山
で
餓

死
し
、
盗
妬
は
、
殺
入
を
く
り
返
し
天
下
を
横
行
し
な
が
ら
天
寿
を
ま
っ
と
う
す
る
。
　
「
天
道
是
か
非
か
」
と
い
う
問
い
か
け
が
、
こ
こ
か
ら

生
じ
る
。
朱
子
は
、
そ
れ
を
気
の
運
動
傾
向
－
当
然
而
不
然
と
し
て
解
釈
す
る
。
聖
人
の
教
え
を
学
ぶ
も
の
は
、
社
会
の
現
実
的
展
開
－
気
の

運
動
傾
向
に
拘
束
さ
れ
ず
、
常
理
を
守
る
こ
と
に
専
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
当
然
而
泰
然
は
、
　
一
時
期
ど
の
よ
う
に
盛
大
で

あ
ろ
う
と
も
、
　
長
期
的
に
勢
い
を
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
け
っ
き
ょ
く
歴
史
的
に
は
常
理
が
貫
徹
す
る
か
ら
で
あ
る
。
悪
逆
非
道
の
君

主
が
、
た
と
え
自
己
一
身
は
安
楽
に
す
ご
す
ご
と
が
で
き
て
も
、
子
孫
に
長
く
権
力
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
そ
の
例
証
で
あ
ろ
う

（『

_
語
或
問
』
　
一
六
）
。

　
人
も
ま
た
理
気
の
結
合
体
で
あ
り
、
天
が
人
に
賦
与
し
た
、
人
を
人
た
ら
し
め
て
い
る
根
拠
を
性
と
呼
ぶ
が
、
性
も
、
根
源
的
に
は
理
そ
の

も
の
（
本
然
の
性
）
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
現
実
に
は
気
と
結
び
つ
き
気
に
節
約
さ
れ
て
存
在
す
る
（
気
質
の
性
）
。
性
が
具
体
的
に
現
象
し
た
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形
態
を
情
と
呼
ぶ
。
心
は
、
性
を
情
と
し
て
発
現
さ
せ
る
、
人
の
主
体
的
機
能
で
あ
る
。
人
の
受
け
た
気
が
清
純
で
、
本
然
の
性
が
そ
の
ま
ま

情
と
し
て
発
現
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
の
心
情
・
行
動
は
、
善
（
理
）
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
を
属
人
と
い
う
。
し
か
し
、
人
の

受
け
た
気
が
濁
駁
だ
と
、
本
然
の
性
は
正
妾
に
発
現
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
情
に
過
不
及
匡
悪
が
生
じ
る
。
だ
が
、
逆
に
い
え
ば
、
人
は
み
な

本
然
の
性
を
も
つ
の
だ
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
大
悪
人
の
情
の
な
か
に
も
、
本
然
の
性
の
端
緒
が
あ
ら
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
隅
非
訟
に
落
ち
よ
う

と
す
る
子
供
を
見
る
と
、
　
だ
れ
で
も
側
隠
の
情
（
あ
わ
れ
み
）
を
お
こ
す
。
側
隠
の
情
は
、
仁
と
い
う
本
然
の
性
の
属
性
の
端
緒
で
あ
り
、

こ
れ
を
拡
充
す
る
と
、
気
の
濁
駁
が
清
純
に
転
化
し
て
、
す
べ
て
の
情
が
本
然
の
性
を
そ
の
ま
ま
あ
ら
わ
す
も
の
に
な
る
。
　
「
人
情
」
　
「
常
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
く

の
情
」
　
「
人
の
常
情
し
な
ど
と
呼
ん
で
い
る
、
　
一
般
的
な
人
の
情
は
、
も
と
も
と
「
善
を
好
み
、
悪
を
盗
む
」
（
『
論
語
集
註
』
里
仁
篇
）
傾
向
性

を
も
っ
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
　
「
其
の
好
悪
の
平
を
失
ひ
て
、
一
偏
に
陥
る
。
上
れ
を
以
て
身
修
ら
ず
、
其
の
家
を
斉
ふ
こ
と
能
は
ず
」

（『

蜉
w
或
問
』
）
。
し
た
が
っ
て
、
天
下
の
人
び
と
は
、
本
然
の
性
（
理
）
の
端
初
を
拡
充
し
、
濁
駁
の
気
を
清
純
化
す
る
こ
と
に
つ
と
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
個
人
的
偏
向
監
置
を
否
定
し
、
絶
対
的
普
遍
（
理
）
膿
公
に
徹
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
拡
充
と
は
修
為
で
あ

り
、
理
の
認
識
と
実
践
が
そ
の
内
容
で
あ
る
。
理
を
実
践
す
べ
き
規
範
と
し
て
と
ら
え
た
と
き
道
と
い
い
、
人
が
道
を
体
得
（
実
現
）
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

る
と
き
徳
と
呼
ぶ
。
実
践
は
徳
に
い
た
る
手
段
で
あ
る
が
、
徳
自
体
で
は
な
い
。
徳
は
、
努
力
を
要
し
な
い
で
体
得
し
て
い
る
本
然
的
な
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
、
努
力
し
て
体
得
す
る
修
為
的
（
実
践
的
）
な
も
の
と
に
わ
か
れ
、
前
鑑
が
よ
り
高
い
も
の
と
さ
れ
る
。

　
理
の
認
識
と
実
践
を
教
え
る
に
つ
い
て
、
孔
子
と
孟
子
の
間
に
は
、
大
き
な
相
違
が
あ
る
。
　
「
孔
子
の
人
を
教
ふ
る
が
如
き
、
只
だ
誉
れ
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た

を
逐
ひ
事
を
逐
ひ
て
個
の
道
理
を
説
き
、
朱
だ
嘗
て
大
頭
脳
の
処
を
説
き
出
さ
ず
。
然
れ
ど
も
四
面
八
方
合
養
し
湊
め
来
れ
ば
、
也
自
か
ら
大

頭
脳
を
見
得
。
孟
子
の
若
き
は
、
便
ち
巴
に
指
し
出
し
て
人
を
教
ふ
」
（
同
志
、
聖
断
）
と
、
孔
子
は
個
別
的
分
軽
重
に
道
理
を
と
き
、
根
源
的
な

説
明
を
し
な
か
っ
た
。
　
こ
れ
に
対
し
て
、
孟
子
は
根
源
的
理
一
的
に
道
理
を
と
く
。
「
周
子
は
太
極
を
説
き
出
す
。
已
に
是
れ
太
無
分
明
な

り
脇
（
同
）
と
、
孟
子
の
方
法
は
、
周
濠
渓
の
太
極
に
よ
っ
て
完
成
す
る
。
朱
子
は
、
個
別
的
な
理
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
根
源
的
な
理

に
到
達
し
よ
う
と
す
る
。
　
「
側
隠
の
端
の
如
き
、
此
れ
よ
り
推
し
上
げ
れ
ば
、
剰
ち
臼
疋
れ
此
の
心
の
仁
な
り
。
仁
は
即
ち
謂
は
ゆ
る
天
徳
の
元
、

12　（504）
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元
は
即
ち
太
極
の
陽
動
な
り
。
此
く
の
如
・
＼
節
節
、
推
し
上
げ
れ
ば
、
即
自
か
ら
大
総
脳
の
処
を
見
得
」
（
同
）
。
中
国
思
想
史
上
、
薩
観
的

に
根
源
的
超
越
的
実
体
を
認
識
し
て
、
こ
れ
を
個
別
的
原
理
に
お
よ
ぼ
す
上
向
総
合
的
方
法
と
、
経
験
的
に
個
別
的
原
理
を
認
識
し
て
い
っ
て
、

そ
の
累
積
の
結
果
、
根
源
的
超
越
的
実
体
の
認
識
に
い
た
る
下
向
分
析
的
方
法
が
対
立
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
朱
子
は
、
後
者
を
基
本
的
方
法

と
し
た
の
で
あ
る
。

　
朱
子
の
理
の
認
識
と
実
践
の
具
体
的
方
法
は
、
『
大
学
章
句
』
の
八
条
闘
（
格
物
・
致
知
・
誠
意
・
正
心
・
修
身
・
斉
家
・
治
国
・
平
天
下
）

の
解
釈
に
示
さ
れ
て
い
る
。
客
観
事
物
に
つ
い
て
個
鋼
的
に
理
を
き
わ
め
（
格
物
・
致
知
）
、
や
が
て
飛
躍
的
に
根
源
的
認
識
に
到
達
す
る
（
鶴

然
貫
通
）
と
、
主
体
（
心
）
の
全
貌
と
機
能
が
明
ら
か
に
な
り
（
誠
意
・
正
心
）
、
個
人
的
修
養
（
修
身
）
だ
け
で
な
く
、
　
家
族
統
制
（
斉

家
）
・
国
家
支
配
（
治
国
）
・
世
界
平
和
（
平
天
下
）
の
法
則
を
認
識
し
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
「
若
し
今
太
極
の
処
を
看
得
て
分
明
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

ば
、
期
ち
必
ず
能
く
天
下
許
多
の
道
理
の
条
件
、
皆
此
れ
よ
り
出
で
て
、
事
事
物
物
の
上
に
、
皆
個
の
道
理
有
り
て
、
元
腐
欠
無
き
こ
と
を
見

得
る
也
」
　
（
同
）
。
い
い
か
え
れ
ば
、
理
を
根
源
的
に
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
観
的
認
識
が
、
主
観
と
客
観
を
統
　
し
た
絶
対
的
認
識
に

転
化
す
る
の
で
あ
る
。
朱
子
が
経
書
の
読
解
を
こ
え
て
経
書
の
批
判
に
い
た
る
論
理
は
、
こ
こ
に
基
礎
を
も
つ
と
い
え
よ
う
。

　
で
は
、
人
は
、
亭
号
に
よ
っ
て
受
け
た
気
の
属
性
を
完
全
に
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
け
っ
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
孔
子
は
、
聖

人
で
あ
っ
て
も
王
に
な
る
こ
と
は
で
き
ず
、
諸
国
を
流
浪
し
て
一
生
を
終
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
孔
子
の
受
け
た
気
の
属
性

に
も
と
つ
く
。
気
に
は
清
濁
純
駁
と
厚
薄
長
短
の
二
面
が
あ
る
。
前
者
は
、
人
の
努
力
に
よ
っ
て
濁
駁
か
ら
清
純
へ
と
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。
仁
・
義
・
礼
・
智
な
ど
道
徳
的
要
素
が
、
こ
れ
に
属
す
る
。
後
者
は
、
命
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
気
運
（
気
運
）
の
お
も
む
く
ま
ま
に
多

糖
あ
る
い
は
薄
墨
と
変
化
す
る
。
人
力
を
及
ぼ
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
禄
・
位
・
寿
な
ど
階
級
的
身
分
的
要
素
が
、
こ
れ
に
属
す
る
。
孔
子
は
、

「
清
囑
な
る
者
を
得
て
以
て
聖
人
と
為
る
と
難
ど
も
、
然
ど
も
那
の
低
き
底
・
薄
き
底
を
稟
け
得
た
り
。
　
所
以
に
貧
賎
な
り
」
　
（
『
朱
子
語
類
』

四
、
欄
録
）
。
だ
か
ら
、
聖
人
は
、
人
の
な
す
べ
き
道
徳
に
つ
い
て
は
教
え
て
も
、
命
に
つ
い
て
は
ふ
れ
な
い
。
　
「
若
し
多
く
命
を
言
へ
ば
、
則

ち
人
事
脩
ら
ず
、
而
も
反
っ
て
命
を
害
す
」
（
『
論
語
或
問
』
九
）
る
か
ら
で
あ
る
。
朱
子
は
、
祇
会
の
現
実
発
展
瀾
（
当
然
而
不
然
）
と
と
も
に
、
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富
貴
・
貧
騰
（
厚
薄
長
短
）
な
ど
階
級
的
身
分
的
問
題
を
不
可
変
の
差
別
的
領
域
と
し
、
可
変
の
平
等
的
領
域
を
道
徳
的
聞
題
に
限
定
し
た
の

で
あ
る
。
支
配
階
級
が
被
支
配
階
級
を
統
治
す
る
た
め
に
、
適
切
な
論
理
を
形
成
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
現
実
社
会
の
秩
序
を
ひ
た
す
ら
受
容
す
る
こ
と
が
、
朱
子
の
立
揚
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
朱
子
の
、
当
然

蒲
翼
然
の
二
会
的
展
開
の
な
か
に
あ
っ
て
常
理
を
守
れ
と
い
う
主
張
は
、
自
己
の
道
徳
性
を
政
治
の
場
に
問
う
思
考
と
直
結
す
る
。
論
理
的
に

は
、
「
匹
夫
の
賎
に
在
し
（
曙
、
大
学
或
問
』
）
る
最
下
層
の
人
属
に
い
た
る
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
、
現
実
的
に
は
、
　
「
天
子
の
元
子
・
衆
子
・
公
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

侯
・
卿
・
大
夫
・
士
の
適
子
と
国
の
黒
革
」
（
同
）
と
い
う
、
国
家
権
力
の
握
箸
に
つ
く
べ
き
、
朱
子
を
含
む
支
配
階
級
に
と
っ
て
、
政
治
は
、

自
己
の
道
徳
を
か
け
て
常
理
を
貫
徹
す
べ
き
場
で
あ
る
。

　
ま
た
、
朱
子
は
、
儒
教
の
伝
統
的
立
場
を
継
承
し
て
、
潜
距
・
父
子
・
夫
婦
・
兄
弟
・
朋
友
の
基
本
的
な
五
つ
の
人
問
関
係
（
五
倫
）
に
つ

い
て
、
父
子
関
係
を
道
徳
を
こ
え
た
先
天
的
結
合
（
父
子
天
合
）
と
し
、
子
が
親
に
対
し
て
理
非
を
こ
え
て
絶
対
的
に
服
従
す
る
こ
と
を
求
め

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
君
臣
関
係
は
道
徳
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
後
天
的
結
合
（
翼
臣
義
合
）
と
み
な
す
。
く
り
か
え
し
諌
言
し
て
も
君
主
が

無
道
な
行
為
を
改
め
な
い
と
き
、
家
臣
は
署
臣
関
係
を
解
消
し
て
退
張
で
き
る
。
朱
子
は
、
悪
逆
な
君
主
を
家
臣
が
討
伐
す
る
湯
武
放
伐
説

（
殿
周
革
命
論
）
を
肯
定
す
る
か
ら
、
可
能
性
と
し
て
は
、
現
実
秩
序
変
革
の
論
理
が
、
朱
子
の
思
想
体
系
の
な
か
に
成
立
す
る
。
だ
が
、
い

っ
ぽ
う
、
翼
主
の
地
位
の
尊
貴
を
強
調
し
、
磐
主
の
悪
逆
が
極
限
的
で
あ
り
家
臣
が
墾
人
の
徳
を
も
つ
こ
と
を
放
伐
の
条
件
に
す
る
か
ら
～
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

実
的
に
は
、
家
臣
が
潜
主
を
批
判
す
る
方
法
は
慰
臣
関
係
の
解
消
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
が
、
た
と
え
國
家
権
力
内
部
の
政
治
路
線
を
め
ぐ
る
闘

争
で
あ
る
に
せ
よ
、
自
己
の
生
命
と
官
職
を
か
け
て
政
治
的
信
条
を
つ
ら
ぬ
く
論
理
が
構
築
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

・
南
画
帝
国
の
封
建
地
主
は
、
小
作
人
や
雇
人
を
隷
属
さ
せ
て
荘
園
を
経
営
し
て
い
た
が
、
地
主
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
的
に
人
民
を
支
配
す
る
力

が
な
く
、
ま
た
、
地
主
に
隷
属
し
な
い
広
範
な
自
作
農
が
存
在
す
る
た
め
に
、
地
主
階
級
は
、
皇
帝
の
も
と
に
国
家
権
力
を
集
中
し
、
自
己
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

そ
の
嘗
僚
－
家
臣
と
な
っ
て
国
家
権
力
の
部
署
に
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
主
階
級
総
体
と
し
て
人
民
支
配
を
貫
徹
し
た
。
朱
子
の
鷺
臣
観
は
、

こ
の
状
態
を
も
っ
と
も
よ
く
表
現
し
て
い
る
。
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仁斎学の原鰹（三宅）

①
「
義
理
・
文
勢
を
以
て
之
れ
を
決
せ
ん
と
離
せ
ば
、
則
ち
皆
通
じ
、
事
謹
を
以

　
て
之
れ
を
決
せ
ん
と
養
せ
ぱ
、
則
ち
考
無
し
。
蓋
し
以
て
深
く
求
む
可
か
ら
ず
」

　
（
『
大
学
或
問
』
）
。

②
「
但
し
文
勢
を
以
て
之
れ
を
考
ふ
れ
ば
、
則
ち
恐
ら
く
は
未
だ
然
ら
ず
。
…
…

　
若
し
　
章
の
語
脈
を
論
ず
れ
ば
、
則
ち
上
文
は
方
に
兄
子
は
中
庸
す
、
葡
れ
ど
も

　
小
人
は
之
れ
に
反
す
と
言
ふ
。
其
の
下
は
且
つ
当
に
平
句
の
義
を
平
解
し
て
以
て

　
其
の
意
を
尽
く
す
べ
し
」
　
（
『
中
庸
或
問
』
）
。

⑧
周
知
の
よ
う
に
、
安
国
二
郎
氏
は
、
理
に
実
在
性
を
認
め
ず
、
理
腱
意
味
、
気

　
↓
仔
在
と
規
定
し
て
、
朱
子
の
毒
気
二
元
論
を
実
体
－
現
象
概
念
で
と
ら
え
る
こ

　
と
を
否
定
し
た
。
し
か
し
、
安
田
瓜
自
身
が
い
う
よ
う
に
、
理
は
「
朱
子
に
と
つ

　
て
そ
れ
は
飽
く
ま
で
客
観
的
な
存
在
」
（
「
朱
子
の
存
在
論
に
於
け
る
『
理
』
の
性

　
質
に
つ
い
て
」
、
『
中
国
近
世
思
想
研
究
』
九
八
ペ
ー
ジ
、
弘
文
堂
書
房
、
一
九
四

　
八
年
）
で
あ
る
。
理
は
気
に
と
も
な
っ
て
の
み
認
め
ら
れ
、
ま
た
理
は
存
在
で
な

　
い
か
ら
運
動
性
が
な
い
と
い
う
も
の
の
、
論
理
的
に
は
「
未
だ
天
地
有
ら
ざ
る
の

　
先
、
畢
覚
搾
れ
先
づ
此
の
理
有
り
。
動
き
て
陽
を
生
ず
る
も
亦
只
是
れ
理
、
静
に

　
し
て
陰
を
生
ず
る
も
亦
ロ
ハ
だ
猛
れ
理
」
（
『
朱
子
語
類
』
一
、
淳
録
）
と
、
理
の
存

　
在
的
根
源
性
と
理
の
運
動
性
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
　
「
理
な
る
者
は
形
而
上
の

　
道
也
、
物
を
生
ず
る
の
本
門
。
…
…
人
物
の
生
必
ず
此
の
理
を
白
け
て
、
然
る
後
、

性
有
り
」
（
「
黄
道
夫
に
答
ふ
」
、
『
朱
子
文
集
』
五
八
）
と
、
理
は
、
生
成
の
根
源

　
で
あ
り
、
万
物
の
本
質
で
あ
る
。
　
「
万
物
の
統
合
は
一
太
極
（
ほ
理
）
也
」
（
『
太

　
極
図
説
解
』
）
と
、
理
を
全
存
在
の
一
元
的
実
体
と
す
る
規
定
す
ら
あ
る
。
理
を

存
在
の
意
味
と
す
る
立
場
は
、
理
の
絶
対
化
の
方
向
に
み
ち
び
か
れ
て
、
理
を
存

　
在
の
根
源
君
実
体
と
す
る
立
場
に
転
化
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ

　
の
理
実
体
化
の
立
場
こ
そ
、
朱
子
が
そ
の
道
徳
論
を
述
べ
る
と
き
の
公
的
立
場
だ

　
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
侯
外
濡
色
編
『
中
期
思
想
通
史
』
　
（
第
四
巻
下
珊
第
十
三

　
章
）
で
は
、
　
「
抽
象
の
最
後
の
段
階
で
は
、
実
体
を
な
す
も
の
は
論
理
の
範
麟
で

　
あ
る
」
（
閑
．
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
第
四
巻
　
四
〇
ぺ
；
ジ
）
と
い
う
前

　
提
に
立
っ
て
「
朱
蕉
の
〃
浄
潔
空
耳
”
な
理
の
世
界
は
、
ま
さ
に
事
物
か
ら
か
け

　
は
な
れ
た
抽
象
の
世
界
で
あ
る
」
　
（
六
〇
四
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
事
実
を
認
め
な
が

　
ら
、
安
田
氏
と
は
逆
に
、
　
「
朱
子
の
理
と
気
は
併
列
的
で
な
く
、
理
は
第
　
義
的

　
で
、
気
は
派
生
的
だ
」
（
六
〇
五
ぺ
…
ジ
）
、
「
理
と
気
の
関
係
は
形
蝦
上
と
形
而
下

　
の
関
係
で
あ
り
、
い
い
か
え
れ
ば
、
本
体
と
現
象
の
関
係
で
あ
る
。
本
体
は
も
と
よ

　
り
現
象
を
は
な
れ
な
い
。
…
…
た
だ
現
象
は
け
っ
き
．
軌
く
虚
幻
の
も
の
で
、
本
体

　
は
け
っ
き
ょ
く
根
本
的
な
実
体
で
あ
る
」
（
六
〇
六
ペ
ー
ジ
）
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　
実
体
概
念
は
き
わ
め
て
多
様
で
あ
る
が
、
変
化
す
る
有
限
な
現
象
の
う
ち
に
あ
る

　
恒
常
不
変
の
自
己
問
…
的
存
在
と
規
定
す
れ
ぱ
、
理
は
実
体
そ
の
も
の
と
し
て
と

　
ら
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
『
中
國
思
想
通
史
臨
な
ど
多
く
の
論
考
が
、
理
軽
実
体
、

　
気
1
1
現
象
と
考
え
て
い
る
の
は
、
　
「
謬
は
ゆ
る
理
と
気
と
は
、
此
れ
決
し
て
是
れ

　
二
物
。
但
だ
物
の
上
に
在
っ
て
看
れ
ば
、
劉
ち
二
物
中
日
と
し
て
分
質
す
可
か
ら

　
ず
」
（
「
劉
叔
文
に
答
ふ
」
、
『
朱
子
文
集
』
四
六
）
と
い
う
朱
子
の
理
気
二
元
論
の

　
原
則
に
反
す
る
。
理
が
気
と
し
て
現
象
す
る
の
で
な
く
、
万
物
は
理
と
気
が
不
可

　
分
に
結
合
し
て
現
象
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
理
翻
根
源
的
実
体
、
気
口
派
生
的
実

　
体
、
理
気
の
結
合
体
計
競
象
と
す
る
の
が
正
し
い
と
考
え
る
。

④
　
原
則
的
に
と
い
う
の
は
、
理
に
動
静
を
認
め
る
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
市

　
川
安
司
「
朱
晦
庵
暫
学
に
お
け
る
理
の
性
格
」
（
『
程
伊
川
哲
学
の
研
究
』
所
収
、

　
東
⊥
入
出
版
会
、
　
一
九
山
ハ
四
門
年
）
、
　
お
よ
び
註
③
参
照
。

⑤
「
謂
は
ゆ
る
纂
を
制
し
心
を
細
し
終
日
食
費
た
り
と
は
、
直
れ
乃
ち
戒
と
為
す

　
所
以
也
。
徳
を
成
す
に
雰
ざ
る
也
。
終
臼
の
間
仁
は
違
ふ
無
し
と
は
、
徳
を
成
す

　
也
。
戒
に
非
ざ
る
也
」
　
（
『
論
語
或
問
』
　
六
）
。

⑥
　
「
誠
は
是
れ
自
然
底
の
実
、
償
は
是
れ
人
の
激
す
底
の
実
。
故
に
誠
は
天
の
道

　
と
日
ふ
。
這
は
縁
れ
聖
人
の
信
、
衆
人
の
信
の
若
き
は
、
只
だ
信
と
喚
び
倣
す
可

　
く
、
未
だ
誠
と
喚
び
散
す
可
か
ら
ず
」
（
『
朱
子
語
類
』
六
、
蔓
暴
富
）
。
「
敬
は
又

　
未
だ
誠
に
如
か
ず
。
…
…
敬
は
尚
是
れ
力
を
着
　
く
」
　
（
同
、
鎌
録
）
。

⑦
　
朱
子
学
の
階
級
的
規
定
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
仁
小
学
の
形
成
」
　
「
朱
子
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学
・
、
近
世
思
想
の
基
底
」
参
照
。

③
朱
子
学
に
お
け
る
霜
臣
観
と
現
実
秩
序
変
革
の
論
理
の
意
義
に
つ
い
て
も
、
同

　
右
お
よ
び
前
掲
拙
稿
「
幕
藩
主
従
事
の
思
想
的
原
理
」
参
照
。

⑨
宋
－
清
の
地
童
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
中
圏
史
研
究
者
の
間
で
、
き
わ
め
て
す

る
ど
い
対
立
が
あ
る
が
、
い
ち
お
う
柳
田
節
子
「
郷
村
制
の
展
開
」
　
（
岩
波
講
座

『
世
界
歴
史
騒
所
収
、
岩
波
糞
壷
、
一
九
七
〇
年
）
酒
井
角
三
郎
「
劃
建
社
会
の

構
造
」
（
『
思
想
』
五
二
九
暑
所
載
、
一
九
六
八
年
七
月
）
な
ど
を
も
と
に
し
た
。
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三
　
意
味
・
画
脈
論
の
成
立

　
「
三
書
士
十
一
本
」
著
作
時
代
の
仁
斎
は
、
朱
子
学
否
定
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
な
お
強
く
朱
子
学
説
に
規
鰯
さ
れ
て
い
る
。
た

と
え
ば
三
書
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
漢
唐
訓
南
学
の
古
註
本
系
テ
キ
ス
ト
と
朱
子
学
の
新
註
本
系
テ
キ
ス
ト
が
対
立
し
て
お
り
、
仁
斎
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

『
中
庸
発
揮
』
第
一
本
の
テ
キ
ス
ト
は
、
朱
子
の
『
中
庸
章
句
』
の
分
章
法
を
排
除
し
て
、
　
「
総
て
一
章
と
為
、
郵
属
の
旧
に
復
す
」
　
（
『
中
』

①

一
・
無
言
）
と
、
古
註
本
の
形
式
に
帰
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
原
則
は
、
他
の
索
書
に
及
ん
で
い
な
い
。
　
『
論
語
古
義
』
第

二
本
・
『
孟
子
古
義
』
自
筆
本
の
テ
キ
ス
ト
は
、
新
註
本
で
あ
る
。
経
書
解
釈
の
典
拠
に
つ
い
て
も
、
　
「
軍
馬
っ
て
よ
り
以
来
、
論
語
を
説
く

者
、
蓋
し
数
百
家
。
然
れ
ど
も
多
く
は
其
の
意
見
に
出
で
て
、
爾
ふ
る
に
仏
老
の
説
を
以
て
す
る
と
き
は
、
則
ち
拠
っ
て
以
て
僑
を
為
す
可
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ら
ず
。
唯
だ
漢
儒
の
説
、
猶
を
古
に
近
し
と
為
。
蓋
し
伝
受
の
意
を
失
は
ず
と
云
ふ
」
（
『
論
』
二
・
綱
領
）
と
、
朱
子
の
新
註
を
否
定
し
て
、
む

し
ろ
雲
頂
の
古
註
に
よ
る
と
い
う
。
だ
が
、
朱
子
の
註
釈
は
、
慰
書
全
般
に
浸
透
し
て
い
る
。
つ
ぎ
に
、
　
『
論
語
』
学
而
篇
其
為
人
也
孝
弟
章

の
古
註
（
何
物
『
論
語
集
解
』
）
・
新
註
（
朱
子
『
論
語
集
註
』
）
と
仁
斎
の
註
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
仁
斎
の
註
は
、
こ
の
段
階
で
は
、
主
と
し
て
語

義
を
解
釈
し
て
い
る
小
註
と
、
小
走
の
後
で
そ
の
章
全
体
の
意
義
を
論
じ
て
い
る
大
註
の
二
つ
に
わ
か
れ
て
い
る
が
、
小
註
だ
け
を
比
較
す
る
。

な
お
、
　
「
墨
書
共
十
一
本
篇
は
肉
文
で
訓
点
が
つ
い
て
い
な
い
。
元
来
、
思
想
構
造
は
文
章
構
造
と
緊
密
に
連
関
す
る
か
ら
、
仁
斎
固
有
の
訓

読
法
に
よ
っ
て
読
み
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下
、
本
稿
で
は
、
　
「
古
学
先
生
訳
文
」
と
『
語
孟
字
義
』
貸
本
に
も
と
づ
い
て
書
き
下
し

文
を
作
成
す
る
。
そ
の
原
期
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
伊
藤
仁
斎
の
諸
稿
本
と
そ
の
調
読
法
」
（
前
掲
『
伊
藤
仁
斎
集
』
癬
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
〈
何
婁
『
論
語
集
解
』
〉
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鴬
舌
羅
警
為
人
髪
需
好
事
譲
姦
妙
馳
編
羅
鯉
蜷
篠
不
好
墾
而
好
作
乱
者
未
之
有
無
霧
本
本
立
憲
道
生
綴
工
率
講

巽
為
仁
之
李
難
燧
蘇
③

〈
朱
子
『
論
語
集
譲
』
〉

享
日
薫
金
孝
藁
蓑
犯
上
者
箋
不
好
演
上
歯
好
作
開
業
之
有
也
縫
盤
藩
難
隔
鵬
紆
警
講
銘
無
量
螺
羅
鼻
茸
灘
鑓
欄

麗
麗
君
霧
本
本
立
悪
箋
弟
也
蟻
壁
仁
之
本
与
舞
賭
脇
無
難
総
懸
叢
籔
鎚
難
難
鰭
獅
霧
雲
蕪
鎌
重
織
聾
厩

〈
仁
斎
『
論
語
古
義
』
第
二
本
（
原
文
）
〉

享
異
為
人
孝
需
好
犯
上
者
箋
不
好
犯
需
好
作
乱
業
之
有
也
馨
讐
警
縫
妹
難
事
豊
麗
薬
指
器
量
無
罐
君
豊
本
本
立

薯
生
孝
弟
薯
薫
仁
之
本
割
朧
難
鵜
蕪
腿
欝
羅
無
難
磁
避
難
難
薙
譲
紘
露
髄
謙
璽
鑓

　
経
文
の
竪
句
の
し
か
た
は
、
古
註
と
新
註
で
ま
っ
た
く
こ
と
な
る
が
、
仁
斎
は
新
註
の
方
法
を
踏
襲
し
て
い
る
。
註
も
、
古
註
と
新
註
の
内

容
は
き
わ
め
て
こ
と
な
っ
て
い
る
が
、
仁
斎
の
註
が
、
新
註
を
も
と
に
し
て
作
ら
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
ゴ
ジ
ッ
ク
の
活
字
は
両
者
に

共
通
す
る
字
句
で
あ
る
。
し
か
し
、
外
形
的
な
類
似
の
な
か
に
、
じ
つ
は
仁
斎
固
有
の
解
釈
が
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
て
い
る
。
仁
斎
は
、
朱
子
の

註
の
核
心
的
部
分
「
仁
は
愛
の
理
、
心
の
徳
也
。
仁
を
為
す
と
は
、
猶
ほ
仁
を
行
ふ
と
日
ふ
が
ご
と
し
」
を
削
除
し
、
独
自
の
註
釈
「
仁
を
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ

さ
ん
と
欲
す
る
者
は
、
必
ず
孝
弟
を
以
て
本
と
為
ざ
る
可
か
ら
ず
」
を
追
加
し
た
。
朱
子
は
、
仁
を
性
（
体
）
と
し
、
愛
や
孝
弟
を
そ
の
一
つ

の
発
現
形
態
口
情
（
用
）
と
し
て
と
ら
え
る
。
孝
弟
は
「
仁
の
本
」
で
は
な
く
、
「
仁
を
為
す
の
本
」
つ
ま
り
情
の
な
か
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
仁

の
端
緒
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
仁
斎
は
、
こ
れ
を
否
定
し
て
、
孝
弟
を
仁
を
実
践
す
る
素
質
と
み
な
し
、
ま
た
、
孝
弟
は
「
仁
の
本
為
る
」
も
の

と
規
定
し
た
の
で
あ
る
。
仁
斎
は
、
そ
の
朱
子
学
の
継
承
と
否
定
を
つ
う
じ
て
、
ど
の
よ
う
な
思
想
体
系
を
構
築
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
仁
斎
は
、
購
書
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
文
献
批
判
を
展
開
す
る
。
い
く
つ
か
例
を
あ
げ
る
と
、
　
『
論
語
』
箋
掌
篇
と
『
古
文
尚
書
』
大
仁
護
篇

と
を
比
較
し
て
は
、
後
者
を
否
定
す
る
。
そ
の
根
拠
は
、
大
禺
護
篇
の
「
人
心
道
心
橡
麺
精
一
等
の
語
」
（
『
論
』
二
・
発
日
篇
）
が
、
　
「
唐
虞
の

の
　
　
　
　

気
象
に
似
ず
」
　
（
同
）
、
つ
ま
り
、
言
語
主
体
の
気
質
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
『
中
庸
』
首
章
の
四
七
字
を
本
文
か
ら
排
除
し
た
と

17 （509）



き
は
、
　
「
且
つ
文
勢
を
以
て
之
れ
を
論
ず
る
に
、
此
の
一
段
前
後
の
文
と
相
接
続
せ
ず
」
（
『
中
』
一
・
叙
由
）
と
、
文
脈
に
よ
っ
て
判
断
す
る
。

『
中
庸
』
の
な
か
に
『
孔
子
家
語
』
が
誤
っ
て
入
っ
て
い
る
と
断
定
す
る
の
は
、
　
「
今
、
其
の
文
勢
・
意
思
を
詳
ら
か
に
す
る
に
、
戸
隠
の
問

答
此
に
至
っ
て
止
ま
る
」
（
同
、
第
二
十
分
段
）
と
、
文
脈
と
思
考
様
式
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
　
一
見
、
経
書
批
判
の
基
準
は
、
朱
子
の
そ
れ
と

変
ら
な
い
よ
う
に
み
え
る
。

　
ま
た
、
　
『
論
語
古
義
』
叙
由
で
、
　
「
其
の
意
味
・
血
脈
は
、
則
ち
矯
か
に
臆
見
を
附
す
と
云
ふ
」
と
、
意
味
・
血
脈
が
登
場
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

血
脈
だ
け
に
つ
い
て
い
う
と
、
　
『
中
庸
発
揮
』
で
、
　
「
第
だ
宋
明
の
諸
儒
、
多
く
禅
を
以
て
儒
に
附
し
て
、
孔
孟
の
学
問
・
血
脈
如
何
を
知
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ず
」
（
『
中
』
一
・
綱
領
）
と
、
朱
筆
で
書
き
加
え
が
あ
り
、
こ
れ
よ
り
は
や
く
、
寛
文
八
年
（
㎝
六
六
八
）
に
作
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
、
　
「
大
学

は
孔
氏
の
遺
書
に
非
ざ
る
の
弁
」
で
も
、
く
り
か
え
し
「
孔
孟
の
血
脈
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
　
「
意
味
・
血
脈
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

い
う
複
合
語
は
、
　
『
論
語
古
義
』
叙
由
以
外
で
は
、
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
成
立
と
推
定
さ
れ
る
、
　
「
同
志
会
筆
記
」
第
三
条
で
使
用
さ
れ
て

い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
全
文
を
揚
げ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
の
　
　
　
ロ
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
ロ

　
学
問
の
法
、
予
饗
し
て
二
と
為
。
日
く
血
脈
、
繭
く
意
味
。
血
脈
と
は
、
聖
賢
学
問
の
条
理
を
謂
ふ
。
孟
子
の
所
謂
仁
義
の
説
の
若
き
逃
れ
也
。
意
味
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
の
も
と
ロ
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
コ

　
即
ち
聖
賢
魯
中
の
意
味
篭
れ
也
。
蓋
し
意
味
本
血
脈
よ
り
来
た
る
。
故
に
学
老
嚢
に
血
脈
を
理
会
す
べ
し
。
若
し
血
脈
を
理
会
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
猫
を
船
の
柁

　
無
く
、
宥
の
燭
無
く
、
甚
乎
と
し
て
其
の
底
止
す
る
所
を
知
ら
ざ
る
が
ご
と
し
。
血
脈
を
理
会
せ
ず
し
て
、
能
く
意
味
を
得
る
こ
と
は
、
未
だ
之
れ
有
ら
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
サ
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　
ロ

　
然
ど
も
先
後
を
論
ず
れ
ば
、
則
ち
底
脈
を
先
と
為
、
難
易
を
論
ず
れ
ば
、
則
ち
意
味
を
難
し
と
為
。
何
と
な
れ
ば
血
脈
は
猶
を
一
条
路
の
ご
と
し
。
既
に
其
の

　
路
程
を
得
れ
ば
、
則
ち
千
万
里
の
遠
き
、
亦
此
れ
よ
り
し
て
致
す
曝
し
。
意
味
の
若
き
は
期
ち
広
大
周
編
、
含
畜
従
容
、
具
眼
の
者
に
雰
ざ
る
よ
り
は
、
興
る

　
こ
と
能
は
ず
。
予
嘗
て
謂
ふ
「
語
孟
臨
書
を
読
む
、
其
の
法
自
か
ら
同
じ
か
ら
ず
。
孟
子
を
読
む
は
、
当
に
先
づ
血
脈
を
知
る
べ
し
。
而
し
て
意
味
自
か
ら
其

　
の
中
に
在
り
。
論
語
を
読
む
は
、
当
に
先
づ
其
の
意
味
を
知
る
べ
し
。
而
し
て
血
脈
自
か
ら
其
の
中
に
在
り
」
。

　
導
爆
は
「
聖
賢
学
問
の
条
理
」
、
意
味
は
「
鍵
賢
書
中
の
意
味
」
つ
ま
り
文
章
の
趣
旨
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
こ
れ
も
、
朱
子
の
用
法
と

等
し
い
。
だ
が
、
第
一
に
、
血
脈
の
具
体
的
内
容
に
お
い
て
、
第
二
に
、
血
脈
と
意
味
の
相
関
に
お
い
て
、
象
子
学
と
の
決
定
的
な
差
異
が
生
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じ
る
。

　
朱
子
と
の
差
異
の
第
一
。
血
脈
は
、
朱
子
に
お
い
て
も
条
理
と
規
定
さ
れ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
条
理
と
は
、
所
以
然
之
故
軸
根
拠
と
し
て

の
理
で
は
な
く
、
所
当
然
之
翔
踊
法
劉
・
規
範
と
し
て
の
理
を
い
う
。
条
理
は
、
事
物
間
の
す
じ
み
ち
で
あ
り
、
け
っ
し
て
実
体
で
は
な
い
。

だ
か
ら
、
朱
子
は
、
血
脈
を
、
歴
史
的
実
在
・
儒
学
の
根
拠
と
さ
れ
る
「
道
統
」
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
仁
斎
は
、
血
脈
－
聖

賢
学
問
の
条
理
を
、
　
「
孟
子
の
謂
は
ゆ
る
仁
義
の
説
」
と
し
て
具
体
化
す
る
。
そ
し
て
、
　
『
中
庸
発
揮
』
で
、
　
門
発
着
道
統
の
旨
、
仁
義
の
二

字
に
出
で
ず
」
（
『
中
』
一
・
綱
領
）
と
断
定
し
て
い
る
か
ら
、
血
脈
が
道
統
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
う
た
が
え
な
い
。
の
ち
に
仁
斎

は
、
道
統
説
を
否
定
す
る
が
、
こ
の
時
期
で
は
、
道
統
説
を
強
く
維
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ど
う
し
て
血
脈
が
道
統
化
し
た
の
か
。
血
脈
は
、
比
喩
的
に
条
理
を
示
す
こ
と
ば
と
し
て
用
い
ら
れ
る
以
前
に
、
本
来
的
に
人
体
の
血
管
ま

た
は
血
統
を
あ
ら
わ
す
実
体
的
な
原
義
を
も
つ
。
こ
れ
が
、
　
「
孔
子
は
知
ら
ず
し
て
作
す
こ
と
無
し
。
面
子
は
不
善
有
れ
ば
未
だ
嘗
て
知
ら
ず

ん
ば
あ
ら
ず
。
此
れ
聖
学
の
真
黒
磁
路
な
り
」
　
（
王
陽
明
『
伝
習
録
』
下
）
と
、
腹
の
か
よ
っ
た
師
弟
間
の
伝
承
関
係
を
あ
ら
わ
す
こ
と
ば
に

転
化
す
る
の
は
、
容
易
で
あ
ろ
う
。
天
禽
・
真
雷
・
浄
土
・
禅
・
法
華
な
ど
仏
教
諸
派
で
は
、
師
弟
間
の
教
法
・
戒
律
の
継
受
を
「
師
資
稲
承

の
血
脈
」
（
法
然
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
）
と
い
う
。
　
ま
た
、
仁
斎
と
同
時
代
、
堀
河
を
へ
だ
て
て
古
義
堂
と
む
か
い
あ
っ
て
家
塾
を
開
い
て
い
た

山
崎
闇
斎
の
談
話
を
浅
見
綱
斎
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
「
今
ノ
世
儒
、
四
書
五
経
ヲ
道
理
ノ
書
ト
パ
カ
リ
ミ
テ
、
セ
ソ
サ
ク
ス
ル
二

二
、
道
ヲ
知
ル
者
ガ
ナ
イ
ゾ
。
…
…
経
書
義
理
ノ
書
デ
ナ
イ
ガ
ト
イ
ヘ
バ
、
サ
ウ
デ
ハ
ナ
シ
。
墾
人
ノ
意
味
親
切
ナ
ト
コ
ロ
ヲ
ヨ
ク
ー
合
点

シ
テ
ミ
レ
バ
、
聖
人
ノ
心
ヲ
知
ル
ゾ
。
義
理
ハ
ソ
コ
面
付
イ
テ
マ
ハ
ル
ゾ
。
意
味
ノ
親
切
ヲ
知
ラ
ズ
、
ソ
コ
へ
心
ヲ
ツ
ケ
テ
ミ
ズ
シ
テ
道
理
ニ

ト
バ
カ
リ
心
ヲ
付
ヶ
、
セ
ン
サ
ク
シ
テ
ミ
レ
バ
、
理
窟
ニ
ナ
ツ
テ
道
ハ
一
代
知
ラ
ズ
シ
テ
ヲ
ハ
ル
ゾ
。
…
…
コ
コ
ヲ
知
ツ
タ
人
血
嘉
右
衛
門
（
闇

斎
）
パ
ヵ
リ
ヂ
ヤ
ゾ
。
今
世
ニ
コ
ノ
方
ノ
学
問
ス
ル
者
ニ
モ
、
コ
・
ヲ
知
ッ
タ
者
ハ
ナ
イ
ゾ
。
コ
ノ
方
学
問
ノ
中
デ
ハ
異
端
ト
云
フ
モ
ノ
ゾ
。

ソ
レ
デ
学
識
ト
云
モ
ノ
が
大
切
ナ
ゾ
。
脈
ハ
血
筋
ゾ
。
血
脈
ノ
ト
ホ
ッ
泥
岩
が
大
切
ナ
ゾ
」
（
「
浅
見
先
生
学
談
」
、
『
綱
斎
先
生
雑
話
筆
記
』
所
狼
）
。

「
聖
人
ノ
意
味
親
切
」
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
　
「
学
脈
」
降
「
血
脈
ノ
ト
ボ
ツ
隠
所
」
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
学
脈
」
「
血
脈
」
の
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具
体
例
と
し
て
は
、
綱
斎
は
、
閣
斎
の
講
義
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
筆
記
し
て
い
る
。
　
コ
大
蘂
ノ
神
道
ノ
入
流
ノ
伝
ガ
ア
ル
…
…
コ
レ
ラ
知
テ
サ

ヘ
イ
レ
バ
神
代
中
デ
ト
コ
デ
モ
ソ
レ
ハ
ソ
レ
ソ
ノ
事
ヨ
ト
云
テ
聞
ス
グ
皆
合
点
ノ
ユ
ク
ス
シ
ガ
ア
ル
ゾ
…
…
扱
ソ
レ
ハ
皆
共
モ
聞
及
テ
居
事
モ

ア
ラ
フ
土
金
ノ
伝
授
ト
云
事
ゾ
」
（
『
神
代
巻
講
義
』
、
『
続
山
崎
闇
斎
全
集
』
下
所
収
）
、
　
神
道
の
「
ス
シ
」
は
「
土
金
ノ
伝
授
」
だ
と
い
う
。
　
闇
斎

に
お
い
て
、
血
脈
は
学
派
を
あ
ら
わ
す
こ
と
ば
で
あ
り
、
そ
れ
は
教
説
の
授
受
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
仁
斎
が
、
血
脈
を
道
統
と
し
て
と
ら
え
、

仁
義
の
説
と
し
て
具
体
化
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
受
け
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
朱
子
は
、
孔
子
－
曽
子
－
子
思
－
孟
子
と
い
う
道
統
を
設
定
し
、
『
大
学
』
・
『
論
語
』
・
『
孟
子
』
・
『
中
庸
』
の
四
書
主
義
を
確
立
し
た
。
仁

斎
は
、
ど
の
よ
う
に
血
脈
を
設
定
す
る
の
か
。
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
　
『
論
語
古
義
』
綱
領
第
六
条
で
あ
る
。
そ
の
原
文
で
は
、

「
六
経
と
錐
ど
も
、
夫
子
を
竣
っ
て
然
る
後
経
為
る
と
き
は
、
則
ち
夫
子
以
前
、
便
ち
今
の
六
経
に
非
ず
。
論
語
の
若
き
、
豊
に
他
人
の
劇
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

を
待
た
ん
や
。
故
に
論
語
を
以
て
六
経
の
準
と
為
る
を
得
、
而
れ
ど
も
六
経
を
以
て
論
語
の
準
と
為
る
を
得
ず
」
（
『
論
』
一
一
・
綱
領
）
と
、
伝
統

的
な
孔
子
の
六
経
捌
定
説
に
よ
っ
て
、
論
語
の
絶
紺
性
を
定
立
し
て
い
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
補
正
段
階
で
深
消
さ
れ
て
、
つ
ぎ
の
文
章
に
置
き

換
え
ら
れ
る
。

　
　
夫
子
以
前
、
教
法
略
備
は
る
と
難
ど
も
、
然
れ
ど
も
学
問
未
だ
開
け
ず
、
道
徳
未
だ
明
ら
か
な
ら
ず
。
直
に
夫
子
に
至
っ
て
然
し
て
後
、
道
徳
・
学
問
初
め

　
て
発
揮
し
得
尽
く
す
。
其
れ
学
老
を
し
て
専
ら
仁
義
に
由
っ
て
行
ふ
こ
と
を
知
ら
し
む
。
而
し
て
種
≧
の
鬼
神
・
卜
笠
の
説
、
皆
義
理
を
以
て
屠
れ
を
断
じ
て
、

敢
て
道
徳
と
相
混
ぜ
ず
。
故
に
学
聞
は
夫
子
よ
り
始
め
て
斬
漸
・
開
済
す
と
謂
ふ
て
可
也
。
　
（
同
）

　
孔
子
は
、
仁
義
が
儒
教
の
根
本
道
徳
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
鬼
神
・
卜
笠
の
説
を
道
徳
領
域
か
ら
排
除
し
た
。
だ
か
ら
、
孔
子
は
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

問
・
道
徳
の
確
立
者
な
の
で
あ
り
、
そ
の
孔
子
の
言
行
録
だ
か
ら
、
　
「
論
語
を
以
て
、
宇
宙
第
一
の
書
と
為
」
（
同
）
る
の
だ
と
い
う
。
血
脈
の

内
容
と
し
て
仁
義
を
認
識
し
た
こ
と
が
、
　
『
論
語
』
の
価
値
づ
け
の
基
準
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
つ
い
で
『
孟
子
』
が
、
　
『
論
語
』
の
教
を
継
承
し
た
も
の
と
し
て
着
目
さ
れ
る
。

　
　
曇
れ
孔
子
の
道
は
、
天
地
の
広
大
な
る
が
如
し
と
難
ど
も
、
然
れ
ど
も
其
の
要
を
語
る
と
き
は
、
刷
ち
仁
義
の
二
字
を
出
で
ず
。
蒲
し
て
仁
義
の
徳
を
論
ず
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⑦

　
る
と
き
は
、
則
ち
亦
吾
が
固
有
に
本
つ
く
。
則
ち
孟
子
の
書
は
、
豊
に
後
世
の
指
南
夜
燭
に
薩
ざ
る
か
。
　
（
『
孟
』
自
・
綱
領
）

　
仁
義
の
教
が
人
聞
の
自
然
的
素
質
－
道
徳
的
素
地
の
固
有
性
に
も
と
つ
く
こ
と
を
、
　
『
孟
子
』
は
明
ら
か
に
し
た
。
だ
か
ら
、
　
「
凡
そ
二
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

の
理
、
渾
融
通
徹
、
打
っ
て
一
片
と
成
し
て
、
是
れ
善
く
論
語
を
読
む
者
と
為
る
也
」
（
同
）
と
、
　
『
孟
子
』
は
、
　
『
論
語
』
と
一
体
性
を
も
つ

の
で
あ
る
。

　
「
孔
子
の
語
に
非
」
（
『
中
』
一
・
甲
唄
）
ざ
る
部
分
を
ま
じ
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
　
『
中
庸
』
は
、
　
「
論
語
の
衛
義
也
。
其
の
言

息
め
て
論
語
に
出
で
て
、
子
思
事
れ
を
術
し
、
以
て
中
庸
を
作
る
」
（
『
中
』
一
・
綱
領
）
と
、
子
思
の
作
っ
た
『
中
庸
』
が
『
論
語
』
の
趣
旨
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
き

敷
優
し
た
書
と
み
な
さ
れ
る
。
　
「
未
だ
的
ら
か
に
此
の
書
果
し
て
子
思
の
作
る
所
と
否
と
を
知
ら
ず
」
（
同
叙
由
）
と
、
子
思
制
作
説
を
う
た
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

う
表
現
も
あ
る
が
、
　
「
隷
書
共
十
一
本
」
段
階
で
は
、
明
確
に
否
定
せ
ず
、
む
し
ろ
伝
統
的
な
子
思
立
作
手
の
影
響
が
強
い
。

　
い
っ
ぽ
う
、
　
『
大
学
恥
は
、
　
「
孔
氏
の
遺
書
に
非
」
　
（
「
大
学
は
甘
甘
の
遺
書
に
非
ざ
る
の
弁
」
）
ず
と
断
定
さ
れ
る
。
　
『
大
学
』
の
核
心
で

あ
る
、
格
物
・
致
知
・
誠
意
・
正
心
・
修
身
・
斉
家
・
治
国
・
平
天
下
の
八
回
目
は
、
　
『
孟
子
』
離
婁
上
里
五
章
の
「
人
恒
の
言
有
り
。
愛
日

ふ
『
天
下
国
家
』
と
。
天
下
の
本
は
国
に
在
り
、
国
の
本
は
家
に
在
り
、
家
の
本
は
身
に
在
り
」
、
　
つ
ま
り
修
身
・
斉
家
・
治
国
・
平
天
下
の

四
条
目
と
一
致
し
な
い
。
仁
斎
は
、
　
「
仁
を
求
む
る
、
孔
門
の
大
宗
旨
也
。
…
…
蓋
し
身
修
ま
り
家
斉
ふ
よ
り
始
め
て
、
国
治
ま
り
天
下
平
ら

か
な
る
に
終
る
」
（
『
論
』
二
・
野
壷
篇
）
と
、
　
『
孟
子
』
の
四
条
扇
こ
そ
正
統
的
方
法
論
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

　
こ
う
し
て
、
　
「
秦
火
の
後
、
唯
だ
語
孟
戯
書
の
み
正
し
と
為
。
…
…
則
ち
道
学
を
論
ず
る
者
は
、
特
に
正
を
二
心
に
取
っ
て
可
也
」
　
（
『
論
』

　
　
　
　
　
⑨

二
・
綱
領
、
原
文
）
と
、
　
『
論
語
』
・
『
孟
子
』
を
中
心
に
、
　
『
中
庸
』
を
「
其
の
言
皆
忙
々
と
し
て
、
論
語
・
孟
子
と
相
表
裏
す
」
　
（
『
中
』
一
・

叙
由
）
と
と
ら
え
、
　
「
故
に
今
論
孟
の
後
に
附
し
、
改
め
て
品
書
と
為
。
之
れ
を
合
せ
て
三
面
総
て
一
意
と
云
ふ
」
（
同
）
と
、
　
『
論
語
』
　
『
孟

子
』
　
『
中
庸
』
を
、
同
一
の
血
脈
に
貫
ぬ
か
れ
た
も
の
だ
と
断
定
、
朱
子
学
の
四
書
主
義
に
代
わ
る
三
書
主
義
と
孔
子
－
孟
子
（
お
よ
び
子
下
）

の
道
統
を
確
立
す
る
。
血
脈
の
具
体
的
内
容
は
、
仁
義
を
基
本
と
し
、
道
徳
的
素
地
の
固
有
性
を
補
完
と
し
、
鬼
神
・
卜
簿
説
の
排
除
を
否
定

形
式
と
す
る
も
の
と
判
断
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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朱
子
と
の
差
異
の
第
二
。
朱
子
の
「
血
脈
・
意
味
扁
は
、
す
じ
み
ち
（
条
理
）
と
趣
旨
を
あ
ら
わ
す
だ
け
に
と
ど
ま
り
、
血
脈
と
意
味
の
縮

互
の
連
関
に
及
ぶ
内
容
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
仁
斎
は
、
さ
き
に
か
か
げ
た
「
同
志
会
筆
記
」
第
三
条
で
、
　
「
意
味
・
血
脈
」
の
関
係
に
二

つ
の
種
類
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
　
『
孟
子
』
で
は
、
　
血
脈
を
ま
ず
理
逸
し
て
個
別
の
意
味
を
決
定
す
る
、
　
上
向
総
合
的
方
法
を
用
い
、

『
論
語
』
で
は
、
個
劉
の
意
味
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
血
脈
を
決
定
す
る
、
下
向
分
析
的
方
法
を
と
る
の
で
あ
る
。

　
血
脈
か
ら
意
味
へ
の
方
法
は
、
血
脈
が
ど
の
よ
う
に
意
味
を
統
制
す
る
か
と
い
う
問
題
と
し
て
分
析
で
き
よ
う
。
こ
の
方
法
の
第
一
は
、
異

説
間
の
折
衷
で
あ
る
。
血
脈
と
矛
盾
し
な
い
複
数
の
意
味
が
、
意
味
相
互
で
は
対
立
し
て
い
る
場
合
、
血
脈
は
一
つ
の
意
味
に
直
接
に
あ
ら
わ

れ
て
い
る
と
し
、
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
他
の
意
味
を
限
定
す
る
。
た
と
え
ば
、
『
孟
子
』
題
詠
上
篇
六
章
は
、
「
側
隠
の
心
は
仁
也
。
国
々
の
心

は
義
也
。
恭
敬
の
心
は
礼
也
。
是
非
の
心
は
智
也
」
と
、
あ
わ
れ
む
・
は
じ
る
・
う
や
ま
う
・
よ
し
あ
し
を
区
別
す
る
、
四
つ
の
気
持
（
四
端
）

が
そ
の
ま
ま
道
徳
だ
と
い
う
。
同
じ
く
公
孫
無
上
第
六
章
は
、
「
側
隠
の
心
は
、
仁
の
端
也
。
蓋
悪
の
心
は
、
義
の
端
也
。
辞
譲
の
心
は
、
礼

の
端
也
。
是
非
の
心
は
、
智
の
端
也
」
と
、
四
つ
の
気
持
が
道
徳
自
体
で
な
く
、
道
徳
の
素
地
だ
と
い
う
。
仁
斎
は
、
　
『
孟
子
』
全
体
の
趣
旨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

か
ら
見
れ
ば
、
後
者
が
血
脈
－
仁
義
を
直
接
あ
ら
わ
す
も
の
だ
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
　
「
孔
孟
は
仁
義
を
以
て
其
の
固
有
す
る
所
と
為
。
此
れ

仁
義
を
以
て
其
の
性
に
名
づ
く
る
也
。
性
の
名
に
非
ざ
る
、
宣
れ
也
」
（
『
孟
』
自
・
厨
子
上
）
と
、
前
巻
は
、
人
が
も
と
も
と
道
徳
を
志
向
す
る

素
地
を
も
つ
と
い
う
立
場
で
、
直
接
に
隣
つ
の
気
持
を
道
徳
と
呼
ん
だ
の
だ
と
主
張
す
る
。

　
血
脈
か
ら
意
味
へ
の
方
法
の
第
二
は
、
排
除
で
あ
る
。
血
脈
に
対
し
て
一
都
の
意
味
が
矛
盾
す
る
と
考
え
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
部
分
は
本
来

的
な
構
成
要
素
で
は
な
い
と
排
除
す
る
。
た
と
え
ば
、
『
中
庸
』
首
罪
の
四
七
字
は
、
「
六
経
藁
囲
に
叛
く
」
（
『
中
』
一
・
叙
由
）
五
つ
の
証
拠
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

「
其
の
一
書
の
巾
、
自
か
ら
矛
盾
す
る
」
（
同
）
五
つ
の
証
拠
に
よ
っ
て
、
「
古
楽
経
の
脱
簡
」
（
同
）
と
認
め
ら
れ
、
「
本
中
庸
の
本
文
に
非
ず
」

（
同
）
と
、
『
中
庸
』
か
ら
排
除
さ
れ
る
。
　
『
中
庸
』
第
二
十
章
は
、
　
『
孔
子
家
語
』
哀
公
導
流
篇
と
同
一
で
あ
り
、
「
誤
っ
て
中
庸
に
入
」
（
同
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

つ
た
も
の
と
し
て
、
同
じ
く
排
除
さ
れ
る
。

　
意
味
か
ら
廠
脈
へ
の
方
法
は
、
意
味
の
圃
有
性
と
相
互
連
関
の
認
識
の
聞
題
と
し
て
分
析
で
き
る
。
こ
の
方
法
の
第
一
は
分
類
で
あ
る
。
『
論
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語
』
郷
党
篇
は
、
孔
子
の
行
為
の
記
録
で
あ
り
、
ふ
つ
う
言
論
の
記
録
の
末
尾
に
行
為
の
記
録
が
置
か
れ
る
か
ら
、
郷
党
篇
は
「
当
に
第
エ
十

篇
に
在
る
べ
き
を
要
す
。
　
而
る
に
今
中
間
に
嵌
在
す
る
と
き
は
、
測
ち
知
る
、
前
の
十
篇
、
既
に
自
か
ら
成
書
為
る
こ
と
し
（
囎
、
論
』
二
・
叙
由
）

と
、
　
『
論
語
』
の
前
半
十
篇
が
そ
れ
だ
け
で
ま
と
ま
っ
て
い
た
書
物
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
　
「
且
つ
其
の
書
体
を
詳
ら
か
に
す
る
に
、
瞥
点
志

を
言
ひ
、
子
羊
名
を
正
し
ふ
せ
ん
こ
と
を
底
ひ
、
季
氏
纈
輿
を
伐
つ
諸
章
の
若
き
、
　
一
段
甚
だ
長
し
。
及
び
六
言
合
蔽
、
君
子
に
九
思
三
岳
有

り
、
益
者
三
友
、
損
者
三
友
等
の
語
、
皆
前
の
十
篇
の
無
き
所
の
者
、
其
の
議
論
体
制
自
か
ら
与
に
相
似
せ
ず
」
（
同
）
と
、
　
『
論
語
』
後
半
の

十
篇
が
、
い
わ
ば
続
篇
と
し
て
追
加
さ
れ
た
性
質
を
も
つ
と
い
う
。

　
意
味
か
ら
血
脈
へ
の
方
法
の
第
二
は
、
意
味
の
事
実
的
基
礎
づ
け
－
考
証
で
あ
る
。
　
『
論
語
』
郷
党
篇
食
不
寝
直
心
の
、
孔
子
が
そ
え
も
の

の
藍
を
の
け
ず
に
食
べ
る
と
い
う
記
事
に
つ
い
て
、
朱
子
は
、
　
「
叢
は
神
明
に
通
じ
、
稼
悪
を
去
る
。
故
に
撤
せ
ず
」
（
『
論
語
集
註
』
郷
党
篇
）

と
神
秘
化
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
仁
斎
は
、
　
「
本
草
を
按
ず
る
に
、
遊
の
性
辛
温
。
胃
を
開
き
、
脾
を
益
し
、
能
く
心
肺
に
通
ず
。
食
中
の

要
薬
指
。
故
に
毎
食
必
ず
尊
く
」
（
『
論
』
二
・
郷
党
篇
）
と
、
本
草
学
の
知
識
を
『
論
語
』
解
釈
に
導
入
す
る
。
　
『
論
語
』
血
税
篇
泰
伯
章
に
つ

い
て
は
、
泰
伯
が
天
下
を
三
た
び
譲
っ
た
伝
説
に
つ
い
て
、
　
『
詩
経
』
大
雅
皇
　
篇
に
典
拠
を
求
め
る
（
同
泰
伯
篇
）
。
岡
じ
く
先
進
篇
孝
哉
章

で
は
、
　
『
韓
詩
外
伝
』
に
よ
っ
て
、
二
子
捲
の
家
庭
状
態
を
立
証
し
て
い
る
（
同
先
進
篇
）
。
仁
斎
は
、
陳
三
山
・
王
魯
斎
の
『
中
庸
』
批
判
を

読
ん
で
共
鳴
し
な
が
ら
、
　
「
其
の
説
甚
だ
理
有
り
。
然
れ
ど
も
証
無
き
の
言
、
信
ず
可
か
ら
ず
」
（
『
中
』
二
・
耳
印
）
と
、
実
証
的
態
度
を
鮮
明

に
し
た
が
、
朱
子
の
「
事
証
を
以
て
登
れ
を
決
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
則
ち
考
無
」
（
『
大
学
或
問
』
）
き
と
き
は
、
　
「
以
て
求
む
可
か
ら
ず
」
（
同
）

と
す
る
立
場
と
、
い
ち
ぢ
る
し
く
対
象
的
で
あ
る
。
た
だ
し
、
仁
斎
の
考
証
が
『
論
語
』
　
『
孟
子
』
の
血
脈
性
（
価
値
性
）
に
媒
介
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。

　
意
味
と
血
脈
を
媒
介
す
る
、
折
衷
・
排
除
・
分
類
・
考
証
の
四
つ
の
方
法
、
こ
れ
を
貫
ぬ
く
契
機
が
、
構
文
論
的
・
文
章
論
的
概
念
で
あ
ろ

う
。
　
具
体
的
に
は
、
　
「
一
段
甚
だ
長
し
」
（
『
論
』
二
・
叙
由
）
と
段
落
の
長
短
、
　
「
此
の
一
段
、
前
後
の
文
と
相
接
続
せ
ず
」
（
『
中
』
一
．
叙
由
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ぶ
さ

と
文
の
断
続
、
　
「
此
の
書
前
三
篇
備
に
其
の
事
業
出
処
を
記
し
、
離
婁
の
篇
に
至
っ
て
始
め
て
議
論
に
及
ぶ
」
（
『
孟
』
自
・
叙
由
）
と
文
章
の
展
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開
、
　
「
意
を
命
じ
詞
を
措
く
の
差
」
　
（
「
大
学
は
孔
子
の
遺
書
に
非
ざ
る
の
弁
」
）
と
思
考
や
用
語
法
の
相
違
な
ど
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の
こ
と

ば
で
集
約
的
に
示
せ
ば
、
「
文
勢
・
意
思
」
（
『
中
』
一
・
第
二
十
分
段
）
、
「
議
論
・
体
制
」
（
『
論
』
二
．
叙
由
）
、
つ
ま
り
文
脈
と
思
考
様
式
に
な
ろ

、
つ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ
や
す

　
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
五
月
、
仁
斎
は
、
若
年
寄
稲
葉
正
善
の
求
め
に
応
じ
て
、
　
『
語
孟
字
義
』
二
巻
を
と
り
ま
と
め
、
そ
の
序
文
を
作
っ

た
。
　
「
三
書
聖
十
一
本
」
段
階
よ
り
、
三
・
四
年
の
ち
の
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
間
題
に
つ
い
て
の
も
っ
と
も
よ
く
整
序
さ
れ
た
文
章
だ
と
思

わ
れ
る
か
ら
、
必
要
部
分
を
か
か
げ
て
お
こ
う
。

　
予
嘗
て
学
者
に
教
ふ
る
に
、
語
孟
の
曝
書
を
熟
読
精
思
し
、
聖
人
の
意
思
・
語
脈
を
し
て
、
能
く
心
目
の
間
に
瞭
然
た
ら
し
む
る
と
き
は
、
則
ち
惟
だ
能
く

　
孔
孟
の
意
味
・
血
脈
を
細
る
の
み
に
非
ず
、
又
能
く
其
の
字
義
を
理
会
し
て
、
古
記
に
至
ら
ず
と
い
ふ
を
以
て
す
。
　
（
『
語
孟
字
義
』
最
古
稿
ホ
、
序
）

　
『
論
語
』
　
『
孟
子
』
を
熟
読
精
思
し
て
、
聖
人
の
思
考
様
式
一
意
思
と
文
脈
罰
語
脈
を
は
っ
き
り
認
識
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
、
い
っ
ぽ
う
で

は
聖
人
の
思
想
的
系
統
（
「
竪
縞
共
十
一
本
」
段
階
で
は
道
統
）
と
文
章
の
趣
旨
を
理
解
す
る
た
め
の
媒
介
に
な
り
、
た
ほ
う
で
は
文
宇
の
意
義
を
把

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

握
す
る
た
め
の
基
準
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
意
思
・
語
脈
を
媒
介
と
す
る
意
味
・
血
脈
論
が
確
立
す
る
。

　
意
味
・
血
脈
論
は
、
仁
古
学
に
お
い
て
独
自
の
方
法
論
に
高
め
ら
れ
、
以
後
、
仁
斎
学
の
発
達
過
程
に
即
応
し
て
多
様
な
展
開
を
行
な
う
よ

う
に
な
る
が
、
　
コ
ニ
書
共
十
一
本
」
段
階
で
の
意
味
・
血
脈
論
は
、
ど
の
よ
う
な
特
性
を
も
つ
だ
ろ
う
か
。
仁
斎
は
、
　
「
其
の
語
孟
二
書
と
夕

霞
は
ざ
る
者
は
、
当
に
語
孟
を
以
て
正
と
為
す
べ
し
」
（
『
孟
』
自
・
勝
文
公
上
）
と
『
論
語
』
　
『
孟
子
』
の
絶
対
性
を
確
立
す
る
が
、
そ
れ
は
思

想
的
分
野
だ
け
で
な
く
、
事
実
的
分
野
に
も
直
接
に
適
用
さ
れ
る
。

　
『
論
語
』
顔
淵
篇
司
馬
隼
憂
日
章
で
、
司
馬
牛
が
兄
弟
が
い
な
い
こ
と
を
な
げ
く
が
、
　
『
左
伝
』
・
『
孔
子
家
語
』
で
は
、
司
馬
牛
に
桓
難
と

い
う
兄
が
い
た
と
記
し
て
い
る
。
朱
子
は
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
　
「
牛
は
兄
弟
有
り
て
然
云
ふ
は
、
其
の
乱
を
為
し
て
将
に
死
せ
ん
と
す
る
を

憂
ふ
る
也
」
（
『
論
語
集
註
』
顔
遺
篇
）
と
、
両
者
を
調
和
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
仁
斎
は
、
　
「
左
氏
・
家
語
称
す
る
所
の
司
馬
牛
は
、
捌
に
薫
れ
一

人
な
ら
ん
。
此
の
章
の
問
答
を
以
て
盛
れ
を
考
ふ
る
に
、
牛
は
透
れ
兄
弟
無
き
こ
と
明
ら
け
し
」
（
『
論
』
二
・
高
専
篇
）
と
、
　
『
論
語
』
の
史
料
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仁斎学の原像（三宅）

的
絶
対
性
に
よ
っ
て
、
　
『
左
伝
』
『
孔
子
家
語
』
の
記
事
を
排
除
す
る
。

　
伯
夷
・
叔
斉
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、
　
一
般
に
『
史
記
』
受
答
叔
斉
列
伝
に
つ
い
て
事
実
を
認
定
す
る
の
で
あ
り
、
朱
子
も
例
外
で
は
な
い

（『

_
語
集
註
』
述
而
篇
、
　
『
孟
子
集
註
』
公
孫
車
上
な
ど
）
。
仁
斎
は
、
　
「
夷
斉
の
事
、
未
だ
平
な
ら
ず
。
孟
子
称
す
、
　
『
其
の
君
に
非
ざ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

ば
事
へ
ず
、
其
の
友
に
非
ざ
れ
ば
友
と
せ
ず
、
悪
人
の
朝
に
立
た
ず
、
悪
人
と
言
は
ず
』
。
史
記
に
著
す
る
所
、
兄
弟
国
を
遜
る
の
事
、
本
四

へ
信
ず
る
に
足
ら
ず
」
（
『
論
』
二
．
述
而
篇
）
と
、
　
『
孟
子
』
だ
け
を
典
拠
に
し
、
そ
れ
と
一
致
し
な
い
『
史
記
』
の
記
事
を
、
伯
夷
・
叔
斉
の

事
績
か
ら
排
除
す
る
。

　
以
上
の
論
証
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
　
「
三
厩
共
十
一
本
」
段
階
の
意
味
・
血
脈
論
で
は
、
価
値
と
存
在
（
事
実
）
の
無
媒
介
・
直
接
的
一

致
を
前
提
に
し
て
、
意
味
の
事
実
的
基
礎
づ
け
で
あ
る
考
証
的
方
法
が
、
そ
の
ま
ま
血
脈
に
矛
盾
す
る
意
味
を
捨
象
す
る
排
除
的
方
法
と
し
て

機
能
す
る
の
で
あ
る
。

①
　
以
下
、
　
『
中
庸
発
揮
熱
讃
一
本
を
、
こ
の
よ
う
に
略
記
す
る
。

②
　
以
下
、
　
『
論
語
古
義
』
第
二
本
を
、
こ
の
よ
う
に
略
記
す
る
。

③
ふ
つ
う
、
こ
の
あ
と
に
邪
謁
の
疏
が
つ
い
た
『
論
語
正
義
』
が
流
布
し
て
い
る

　
が
、
疏
の
部
分
は
省
略
す
る
。

④
　
こ
の
あ
と
に
参
考
的
な
解
釈
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
省
略
す
る
。

⑤
　
寛
文
八
年
三
月
五
日
作
の
私
擬
策
問
「
大
学
」
に
対
す
る
自
作
の
解
答
と
考
え

　
ら
れ
る
。
清
水
茂
校
注
『
伊
藤
仁
斎
・
伊
藤
束
涯
』
（
『
日
案
思
想
大
系
』
3
3
、
岩

　
波
霞
店
一
九
七
一
年
）
九
八
・
二
二
七
ぺ
；
ジ
参
照
。
な
お
、
東
平
の
「
先
府
君

　
古
学
先
生
行
状
」
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
隠
居
中
（
一
六
五
五
一
六
二
）
に
、
　
「
大

　
学
の
書
は
、
孔
氏
の
遺
書
に
非
ず
」
と
い
う
見
解
を
も
っ
て
い
た
ら
し
い
。

⑥
同
五
四
九
ペ
ー
ジ
参
照
。

⑦
　
以
下
、
　
『
孟
子
古
義
』
自
筆
木
を
、
こ
の
よ
う
に
略
記
す
る
。

⑧
「
子
曰
く
。
鬼
神
の
徳
為
る
、
其
れ
盛
な
る
か
な
」
を
註
釈
し
て
、
「
子
思
推

　
宿
の
語
」
と
い
っ
て
い
る
の
が
、
そ
れ
を
裏
づ
け
る
。
ま
た
、
仁
斎
は
、
　
『
中
庸

　
発
揮
』
第
一
本
の
表
題
を
、
は
じ
め
『
中
庸
古
義
』
と
し
て
い
た
。
孔
子
の
語
を

　
俵
述
し
た
『
論
語
』
、
煮
子
の
著
述
『
孟
子
』
と
な
ら
ん
で
、
『
中
庸
』
子
思
制
作

　
説
を
と
っ
て
い
た
証
拠
で
あ
ろ
う
。
の
ち
『
古
義
』
を
『
発
揮
』
と
訂
正
し
て
、

　
『
申
庸
発
揮
』
に
改
め
る
。
子
思
制
俘
説
を
積
極
的
に
と
ら
な
く
な
る
こ
と
の
反

　
映
と
も
受
け
と
れ
る
。
な
お
、
註
⑩
参
照
。

⑨
　
こ
の
文
章
は
補
正
で
沫
消
さ
れ
る
が
、
語
孟
中
心
主
義
は
、
変
ら
な
い
。

⑩
第
二
十
章
全
体
の
排
除
は
、
書
き
入
れ
訂
正
文
で
成
立
す
る
。
　
『
中
庸
発
揮
』

　
第
十
分
半
大
註
の
原
文
で
は
、
　
「
哀
二
丁
政
」
篇
の
購
入
を
は
じ
め
の
四
三
字
に

　
限
定
し
、
そ
れ
以
下
の
部
分
は
、
　
「
即
ち
子
思
之
れ
を
釈
す
る
の
詞
。
家
語
誤
つ

　
て
以
て
一
章
と
為
る
は
非
也
」
と
、
か
え
っ
て
『
中
庸
』
の
構
成
を
合
理
化
す
る

　
方
向
に
む
か
っ
て
い
る
。
こ
の
原
文
を
沫
消
し
、
か
わ
っ
て
叙
由
第
｝
条
に
書
き

　
入
れ
訂
正
し
て
、
全
章
を
『
置
戸
』
の
携
入
と
判
断
す
る
の
で
あ
る
。

⑪
清
水
茂
氏
は
、
意
思
語
脈
と
意
味
血
脈
と
を
隅
一
落
す
る
（
『
伊
藤
仁
斎
・
伊
藤

　
東
灘
』
五
〇
一
ペ
ー
ジ
）
が
誤
り
で
あ
る
。
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四
　
＝
兀
気
論
・
四
端
拡
充
説
の
差
別
構
造

26（5ユ8）

　
仁
斎
は
、
　
「
凡
そ
物
に
は
必
ず
方
法
有
り
。
此
れ
に
就
い
て
損
益
す
る
と
き
は
、
蜀
ち
其
の
長
短
高
下
、
皆
一
旦
に
し
て
定
ま
る
」
（
『
論
』

二
．
衛
霊
公
篇
）
と
、
方
法
論
の
重
要
性
を
認
め
、
か
つ
、
独
自
の
方
法
論
で
あ
る
意
味
・
血
脈
論
を
樹
立
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
朱
子
学
の

原
理
論
闘
理
気
説
を
批
判
し
、
仁
斎
自
身
の
原
理
論
一
一
元
気
論
を
対
置
す
る
。

　
さ
き
に
見
た
よ
う
に
、
朱
子
の
理
は
、
　
一
元
的
超
越
的
な
実
体
（
太
極
）
、
存
在
個
別
に
内
在
す
る
原
理
（
性
）
、
存
在
の
根
拠
（
所
以
然
之

故
）
、
存
在
の
法
則
・
規
範
（
所
当
然
之
則
、
道
）
と
い
う
、
多
様
な
属
性
を
統
一
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
仁
斎
は
、
理
の
字
に
つ
い

て
は
、
　
「
聖
賢
多
く
言
は
ず
。
纏
か
に
事
物
に
就
い
て
之
れ
を
言
ふ
」
（
『
孟
』
自
・
丁
子
上
）
と
い
う
、
い
わ
ば
「
聖
賢
書
中
の
意
味
」
（
「
同
志

会
筆
記
」
）
に
も
と
づ
い
て
、
理
の
血
脈
的
理
解
を
行
な
お
う
と
す
る
。
ま
ず
つ
天
に
於
て
い
ふ
と
き
は
、
剣
ち
命
と
日
ひ
」
（
『
孟
』
自
．
男
子
上
）

と
客
観
的
原
理
を
命
、
　
「
人
に
於
て
い
ふ
と
き
は
、
則
ち
性
と
日
ふ
」
（
同
）
と
主
観
的
原
理
を
性
と
い
う
こ
と
ば
で
も
っ
ぱ
ら
と
ら
え
、
理
を

事
物
に
連
関
す
る
こ
と
ば
と
し
て
限
定
す
る
。
つ
ぎ
に
、
朱
子
の
理
が
根
源
的
実
体
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
派
生
的
実
体
で
あ
る
気
と
結
帯

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
具
体
的
現
実
的
に
現
象
す
る
特
質
、
つ
ま
り
理
の
非
具
体
的
非
現
実
的
属
性
を
前
提
に
し
て
、
仁
斎
は
、
　
「
管
理

気
の
分
か
つ
弾
き
こ
と
有
ら
ん
や
」
（
同
）
と
逆
に
理
気
不
可
分
の
具
体
的
現
実
的
存
在
－
現
象
だ
け
を
実
在
物
と
規
定
す
る
。
理
は
、
　
「
所
以

然
之
故
」
陪
存
在
の
根
拠
と
し
て
の
属
性
を
否
定
さ
れ
、
「
条
有
っ
て
棄
れ
ざ
る
、
論
れ
を
理
と
謂
ふ
」
（
同
）
と
、
も
っ
ぱ
ら
「
所
当
然
之
瑚
」
u

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の
お
の

事
物
間
の
法
論
（
条
理
）
を
あ
ら
わ
す
概
念
に
転
化
す
る
。
気
口
陰
陽
だ
け
が
、
　
「
天
道
陰
陽
を
以
て
人
物
を
化
生
す
。
人
物
鎧
窓
陰
陽
を
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

け
て
、
以
て
己
が
性
と
為
」
（
『
中
』
一
．
第
一
分
段
）
と
、
現
象
す
る
全
存
在
の
本
質
で
あ
る
。
　
「
一
元
の
気
、
之
れ
を
上
に
運
ら
し
て
、
天
地

の
間
、
　
一
物
も
其
の
所
を
得
ず
と
い
ふ
こ
と
無
し
」
（
『
論
』
一
一
・
公
長
潟
篇
）
と
、
一
元
の
気
の
運
動
に
よ
っ
て
、
全
存
在
が
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置

を
獲
得
す
る
。
朱
子
の
実
体
一
現
象
概
念
は
、
こ
こ
に
崩
壊
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
一
元
気
論
は
、
当
然
、
現
実
を
支
配
す
る
客
観
的
法
即
に
対
す
る
独
自
の
視
点
を
生
み
だ
す
。
仁
斎
は
、
世
界
の
主
宰
的
機
能
を
天
道
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と
呼
び
、
　
「
天
道
は
一
律
一
陽
倥
来
已
ま
ざ
る
の
謂
」
（
同
）
と
、
気
の
運
動
そ
の
も
の
と
規
定
す
る
。
天
道
の
具
体
的
発
現
で
あ
る
天
命
は
、

「
天
に
必
然
の
理
有
り
、
之
れ
を
天
命
と
謂
ふ
」
（
嗣
黍
疑
篇
）
と
、
気
の
運
動
の
必
然
法
則
を
い
う
。
だ
か
ら
、
　
「
宋
儒
は
…
…
天
命
の
流
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

を
以
て
太
極
の
動
静
と
為
。
謬
と
謂
ひ
つ
可
し
」
（
『
中
』
一
・
第
二
十
分
段
）
と
、
根
源
的
実
体
（
太
極
）
の
動
静
に
天
命
の
発
現
の
根
拠
を
求

め
る
、
朱
子
的
発
想
は
、
明
確
に
否
定
さ
れ
、
同
じ
く
「
先
儒
命
に
・
理
気
の
弁
有
り
と
言
ふ
。
…
…
謂
は
ゆ
る
其
の
説
を
得
ず
、
従
っ
て
苅
れ

　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

が
辞
を
な
す
者
也
」
（
『
盈
』
自
・
尽
雪
下
）
と
、
命
に
理
（
正
）
と
気
（
変
）
の
区
分
が
あ
る
と
い
う
、
朱
子
の
立
場
も
、
誤
り
だ
と
断
定
さ
れ
る
。

天
道
も
天
命
も
、
気
以
外
の
な
に
も
の
で
も
あ
り
え
な
い
。
そ
し
て
、
天
命
は
、
　
「
之
れ
に
順
ふ
と
き
は
則
ち
吉
、
群
れ
に
逆
ふ
と
き
は
則

ち
凶
」
（
『
論
』
二
・
黒
氏
篇
）
と
、
不
可
避
的
な
必
然
性
を
も
っ
て
人
に
せ
ま
る
。
天
命
に
関
す
る
、
仁
斎
と
朱
子
の
立
場
の
相
違
は
、
つ
ぎ
の

経
書
解
釈
の
対
立
の
う
ち
に
、
集
約
的
に
あ
ら
わ
れ
る
。
　
『
論
語
』
衛
霊
公
難
解
七
絶
糧
章
は
、
孔
子
が
陳
の
国
で
食
糧
に
窮
し
て
苦
し
む
記

事
で
あ
る
。
子
路
が
君
子
も
困
窮
す
る
こ
と
が
あ
る
の
か
と
問
う
と
、
孔
子
は
、
君
子
も
困
窮
す
る
（
が
乱
れ
な
い
）
、
小
人
は
困
窮
す
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も

乱
れ
る
と
答
え
る
。
朱
子
の
こ
の
章
の
解
釈
は
、
　
「
愚
謂
へ
ら
く
、
聖
人
は
当
に
行
ふ
べ
く
し
て
行
ふ
。
顧
慮
す
る
所
無
し
。
困
に
処
し
て
亨

る
。
怨
呈
す
る
図
無
し
。
此
に
於
て
見
る
可
し
」
（
『
論
語
集
註
』
衛
霊
鉱
毒
）
。
朱
子
は
、
天
命
の
発
現
に
お
け
る
、
常
理
（
正
）
と
当
然
而
不

然
（
変
）
を
区
分
し
、
後
者
を
気
の
運
動
傾
向
と
規
定
し
な
が
ら
も
、
人
の
当
為
と
し
て
、
常
理
を
守
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
ま
た
、
人

に
賦
与
さ
れ
た
気
を
、
命
に
支
配
さ
れ
て
人
力
の
及
ば
な
い
不
可
変
的
要
素
と
、
人
が
変
化
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
可
変
的
要
素
に
わ
け
て
、

後
者
に
お
い
て
、
常
理
を
守
る
た
め
の
実
践
的
課
題
を
確
立
し
た
。
　
「
七
人
は
当
に
行
ふ
べ
く
し
て
行
ふ
」
と
い
う
主
体
的
態
度
と
、
　
「
困
に

処
し
て
亨
る
」
と
い
う
確
信
が
、
こ
こ
か
ら
み
ち
び
き
出
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
仁
斎
は
、
以
下
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。
　
「
子
路
の
儘
つ

　
お
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
か

て
以
為
へ
ら
く
『
夫
子
の
徳
の
盛
な
る
、
其
の
当
に
窮
す
べ
か
ら
ざ
る
を
疑
ふ
。
此
れ
命
を
受
け
ざ
る
に
幾
か
ら
ざ
る
か
』
と
。
央
子
填
れ
に

答
ふ
る
の
意
以
為
へ
ら
く
『
命
の
斉
し
か
ら
ざ
る
、
君
子
小
人
皆
窮
す
る
こ
と
有
り
。
特
に
君
子
は
能
く
守
っ
て
、
小
人
は
其
の
守
を
失
ふ
』
」

（『

_
』
二
．
衛
霊
公
篇
）
。
夢
路
は
、
徳
と
命
の
一
致
と
い
う
、
素
朴
な
直
接
的
立
場
か
ら
、
孔
子
の
困
窮
を
媒
介
に
し
て
、
逆
に
そ
の
徳
と
命

を
疑
う
も
の
と
し
て
と
り
あ
っ
か
わ
れ
る
。
孔
子
の
答
は
、
仁
斎
的
立
場
を
示
す
。
天
命
の
発
現
の
不
均
一
性
に
よ
っ
て
、
露
子
も
小
人
も
困
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窮
す
る
が
、
天
命
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
守
る
の
が
君
子
で
あ
り
、
守
り
え
な
い
の
が
小
人
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
仁
斎
は
、
　
「
天

命
は
遠
ふ
し
て
測
り
難
く
、
人
事
は
尽
さ
ず
ん
ば
あ
る
可
か
ら
ず
。
故
に
命
を
知
る
者
は
、
自
か
ら
其
の
己
れ
に
在
る
者
を
尽
く
し
て
、
二
彙

の
期
望
の
心
有
ら
ず
、
又
一
毫
の
怨
悔
の
意
無
し
」
（
同
顔
淵
篇
）
と
、
当
為
を
尽
し
な
が
ら
も
、
予
測
し
が
た
い
天
命
－
一
元
の
気
の
運
動
法

則
そ
れ
自
体
を
、
不
可
避
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
、
人
は
ひ
た
す
ら
そ
れ
を
受
容
せ
よ
と
主
張
す
る
。
で
は
、
仁
斎
は
、
ど
の
よ
う
に
可
変

的
実
践
的
課
題
を
樹
立
す
る
の
か
。
こ
こ
で
問
題
は
、
客
観
法
則
か
ら
離
れ
て
、
人
間
主
体
の
側
に
移
行
す
る
。

　
朱
子
は
、
性
を
本
然
の
性
（
理
）
と
気
質
の
性
（
生
気
の
結
合
体
）
に
区
分
し
た
。
前
者
は
、
未
発
の
実
体
（
体
）
で
「
無
二
」
（
『
孟
』
自
・

皆
子
上
）
闘
絶
体
量
、
孟
子
の
性
善
説
は
、
　
こ
れ
に
あ
た
る
。
後
下
は
、
前
者
の
具
体
的
な
現
象
形
態
（
用
）
で
、
　
・
「
善
悪
を
雑
へ
て
言
を
為

す
扁
（
同
）
と
悪
へ
の
契
機
（
気
）
を
内
包
、
孔
子
の
「
性
相
近
し
」
の
説
は
、
こ
れ
に
あ
た
る
。
仁
斎
は
、
　
「
孔
孟
一
家
岡
脈
」
（
同
）
と
す
る

意
味
・
血
脈
論
に
よ
っ
て
、
孔
子
を
軸
に
孟
子
を
折
衷
す
る
。
性
善
と
は
、
た
と
え
ば
、
子
供
が
井
戸
に
落
ち
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
だ
れ
も

が
感
ず
る
、
　
い
た
み
・
あ
わ
れ
む
気
持
（
豊
丸
側
隠
の
情
）
な
ど
、
　
一
定
の
状
況
下
に
生
ず
る
自
然
な
心
情
の
動
き
の
同
一
傾
向
（
四
馬
の

心
）
を
い
い
、
各
個
人
の
気
質
に
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
。
性
と
は
、
気
質
そ
の
も
の
を
さ
し
、
本
然
の
性
（
理
）
な
ど
は
、
孔
孟
の
教
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

と
る
説
に
す
ぎ
な
い
。
人
は
、
　
「
其
の
性
本
尊
に
し
て
悪
血
」
（
同
）
き
も
の
で
あ
る
が
、
　
「
孟
子
言
ふ
。
　
『
人
の
情
善
を
好
み
、
悪
を
悪
む
と

き
は
、
則
ち
必
ず
以
て
善
を
為
す
可
く
し
て
、
以
て
不
善
を
為
す
可
か
ら
ず
』
。
此
れ
我
が
所
謂
性
善
の
意
也
。
天
下
の
人
面
を
尽
く
し
て
悪

無
し
と
謂
ふ
に
非
ず
」
（
同
）
と
、
善
は
、
実
践
に
よ
っ
て
発
展
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
可
能
性
で
あ
っ
て
、
人
の
行
動
が
す
べ
て
善
で
、
悪

が
本
来
的
に
実
在
し
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
悪
は
、
　
「
或
い
は
気
質
の
稟
に
原
づ
き
、
或
い
は
好
尚
の
偏
に
出
で
て
、
其
の
近
き
所
に
於

て
煎
る
」
（
『
論
』
二
・
陽
貨
篇
）
る
と
き
に
発
生
す
る
。
気
の
傾
向
性
・
可
能
性
で
あ
る
善
を
発
展
さ
せ
ず
、
か
え
っ
て
生
得
の
気
質
そ
れ
自
体

に
局
限
さ
れ
て
生
き
る
場
合
、
悪
に
な
る
の
で
あ
る
。
朱
子
に
お
け
る
、
絶
対
善
の
も
と
に
統
一
さ
れ
る
無
矛
盾
の
道
徳
体
系
と
は
、
決
定
的

に
こ
と
な
る
実
践
的
な
価
値
観
と
い
え
よ
う
。

　
し
た
が
っ
て
、
性
が
「
人
の
人
為
る
所
以
の
本
」
（
『
論
』
二
．
公
冶
長
篇
）
と
い
わ
れ
る
の
は
、
性
を
理
淵
存
在
の
根
拠
（
所
以
然
之
故
）
と
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し
て
と
ら
え
る
か
ら
で
は
な
く
、
　
「
性
は
生
端
。
人
其
の
生
ま
れ
て
加
損
す
る
所
無
き
也
」
（
『
中
』
一
・
第
一
分
段
）
と
、
性
を
入
と
し
て
生
ま

れ
つ
い
た
そ
の
ま
ま
の
状
態
（
気
）
と
し
て
と
ら
え
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
秘
隠
の
情
な
ど
四
端
の
心
の
同
一
性
を
認
め
な
が
ら
も
、

「
凡
そ
人
物
の
性
、
善
悪
剛
柔
万
同
じ
か
ら
ざ
る
こ
と
有
り
。
惟
だ
発
舜
の
搾
れ
を
一
に
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
の
み
に
非
ず
。
天
地
と
難
ど
も
、

亦
之
れ
を
一
に
す
る
こ
と
能
は
ず
」
（
『
孟
』
自
・
告
子
上
）
と
、
個
別
存
在
そ
れ
ぞ
れ
の
性
は
、
き
わ
め
て
多
様
な
も
の
と
主
張
さ
れ
る
。

　
「
情
は
生
の
成
、
好
む
所
有
る
こ
と
を
以
て
言
ふ
。
才
は
認
れ
を
行
ふ
所
以
の
者
。
…
…
皆
気
質
に
由
っ
て
名
を
得
」
（
『
孟
』
自
．
瞳
子
上
）

と
・
情
は
・
性
が
そ
の
固
有
の
傷
に
し
奈
ぞ
成
就
し
た
形
態
を
い
や
も
つ
・
李
的
窪
（
理
）
の
現
象
形
態
で
は
な
い
・
才
に
つ

い
て
は
、
べ
つ
に
「
才
は
性
の
能
く
す
る
所
」
（
同
）
と
規
定
し
て
い
る
か
ら
、
　
「
滞
れ
を
行
ふ
所
以
の
者
」
と
は
、
存
在
の
根
拠
で
は
な
く
、

性
の
も
つ
能
力
を
い
う
と
考
え
て
よ
い
。

　
性
・
情
・
才
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
気
に
お
い
て
－
自
然
の
傾
向
性
・
可
能
性
の
領
域
に
お
い
て
、
把
握
さ
れ
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
、
朱
子

が
性
情
の
統
一
体
降
人
の
営
為
の
主
体
と
定
義
し
た
心
を
、
仁
斎
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
。

　
蓋
し
心
は
主
宰
有
っ
て
、
気
は
主
宰
無
し
。
心
は
思
慮
に
因
っ
て
能
く
動
き
、
気
は
思
慮
に
閣
ら
ず
し
て
自
か
ら
能
く
動
く
。
当
に
喜
怒
哀
楽
す
べ
く
し
て

能
く
喜
怒
哀
楽
す
る
者
は
心
置
。
喜
怒
哀
楽
す
と
難
ど
も
、
而
も
自
か
ら
其
の
喜
怒
哀
楽
を
覚
ら
ざ
る
者
は
気
也
。
三
軍
に
臨
ん
で
、
其
の
怯
え
ざ
る
を
要
す

　
る
者
は
心
也
。
我
其
の
怯
え
ざ
る
を
要
し
て
、
自
か
ら
其
の
怯
を
免
が
れ
ざ
る
着
は
気
也
。
　
（
『
孟
』
自
・
公
孫
工
専
）

　
仁
斎
は
、
気
の
作
用
を
自
然
的
無
意
識
的
な
も
の
に
限
定
し
、
主
宰
と
意
識
の
機
能
を
気
か
ら
分
離
し
て
心
と
呼
ぶ
。
朱
子
は
、
人
の
思

考
・
作
為
な
ど
の
主
体
的
機
能
を
気
に
所
属
さ
せ
、
い
わ
ば
人
の
主
体
性
を
所
与
の
自
然
性
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
た
。
仁
斎
は
、
す
ぐ
れ
て
主

体
的
な
機
能
を
気
の
自
然
性
か
ら
独
立
さ
せ
、
い
わ
ば
人
間
の
主
体
性
を
そ
れ
自
体
の
自
由
性
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
た
の
で
あ
る
。
こ
と
ば
を

か
え
て
い
え
ば
、
人
間
主
体
の
原
理
が
、
自
然
原
理
か
ら
自
由
原
理
へ
と
転
換
し
た
の
で
あ
り
、
主
体
が
客
体
と
明
確
に
対
立
す
る
に
い
た
っ

た
の
で
あ
る
。

　
心
の
作
用
の
主
要
な
も
の
は
、
志
と
意
で
あ
る
。
「
志
は
人
の
之
く
所
」
（
同
）
と
、
志
は
心
の
志
向
性
を
い
う
が
、
「
凡
そ
志
と
日
ひ
行
と
田
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ふ
、
皆
善
を
以
て
言
ふ
」
（
『
論
』
二
・
学
而
篇
）
と
、
善
へ
の
志
向
性
に
限
定
さ
れ
る
。
意
は
、
　
「
心
の
計
較
す
る
所
」
（
白
子
馬
具
）
で
、
心
の

比
較
作
用
を
い
う
。
し
か
し
、
　
「
心
は
本
貴
か
ら
ず
。
而
も
疲
れ
を
貴
ぶ
者
は
、
其
の
仁
を
貴
ぶ
所
以
也
」
（
同
述
而
篇
）
と
、
心
は
人
身
の
主

宰
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
自
体
に
価
値
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
心
が
道
徳
実
現
の
基
礎
に
な
る
か
ら
こ
そ
、
価
値
を
も
つ
。
　
「
孟
子
謂
は
ゆ

る
本
心
と
日
ひ
良
心
と
日
ふ
老
は
、
亦
管
財
の
仁
を
貴
ぶ
の
み
」
（
司
一
）
と
、
道
徳
を
尊
重
す
る
た
め
に
、
心
自
体
を
尊
重
す
る
表
現
を
と
る
に

す
ぎ
な
い
。
心
と
道
徳
を
媒
介
す
る
の
は
、
四
端
の
心
（
良
知
良
能
）
で
あ
る
。

　
夫
れ
四
端
は
、
吾
が
心
の
固
有
す
る
所
の
者
也
。
仁
義
礼
智
は
、
人
の
大
徳
也
。
四
端
の
心
は
微
な
り
と
難
ど
も
、
含
め
て
煙
れ
を
充
た
す
と
き
は
、
則
ち

仁
義
礼
智
の
徳
、
以
て
四
海
に
放
る
に
至
る
。
猶
を
火
の
始
め
て
燃
ゆ
る
聖
賢
た
る
の
み
、
然
れ
ど
も
象
れ
を
撲
滅
せ
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
原
を
趣
く
に
至
る

　
が
ご
と
し
。
　
（
『
孟
』
自
・
公
孫
丑
上
）

　
あ
わ
れ
む
・
は
じ
る
・
ゆ
ず
る
・
よ
し
あ
し
を
糊
断
ず
る
四
つ
の
気
持
、
つ
ま
り
、
四
端
の
心
は
、
も
と
も
と
心
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
善
の

可
能
性
で
、
こ
れ
を
拡
大
・
充
実
し
て
い
け
ば
、
仁
・
義
・
礼
・
智
の
徳
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
あ
ま
り
に
も
有
名
な
仁
斎
道

徳
論
の
定
式
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
問
題
は
こ
こ
か
ら
発
生
す
る
。

　
第
一
に
、
四
端
の
心
を
、
仁
斎
は
、
ど
の
よ
う
に
規
定
す
る
の
か
。
四
端
の
心
は
、
　
「
吾
が
心
の
圃
有
す
る
所
の
者
」
で
あ
り
、
性
の
系

列
で
な
く
、
明
ら
か
に
心
の
系
列
に
属
す
る
。
し
か
し
、
　
「
人
此
の
身
有
る
と
き
は
、
則
ち
側
隠
・
差
悪
・
辞
譲
・
是
非
の
心
有
ら
ざ
る
こ
と

即
し
。
存
す
れ
ば
謂
は
ゆ
る
平
な
る
夕
嵐
つ
黒
し
」
（
『
中
』
一
・
第
一
分
段
）
と
、
人
は
実
存
す
る
か
ぎ
り
、
み
な
薄
端
の
心
を
も
ち
、
そ
の
鼻

端
の
心
を
も
つ
こ
と
の
う
ち
に
、
人
と
し
て
の
自
然
腫
性
が
認
め
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
四
端
の
心
は
、
心
に
属
し
な
が
ら
も
、
心
と
性
を
媒
介

し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
四
千
の
心
降
善
の
可
能
性
が
、
拡
充
と
い
う
心
の
自
由
性
の
原
理
に
も
と
つ
く
主
体
的
行
為
に
よ
っ
て
徳
に
到
達

す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
存
在
根
拠
は
、
人
の
自
然
性
以
外
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
草
す
。

　
第
二
に
、
四
端
の
心
が
善
の
可
能
性
で
あ
っ
て
も
そ
れ
は
直
接
に
実
現
さ
れ
た
善
を
意
味
し
な
い
。

　
「
人
の
稟
受
す
る
所
、
昏
明
強
酒
の
異
有
り
と
難
ど
も
、
然
れ
ど
も
其
の
初
め
未
だ
甚
だ
相
遠
か
ら
ず
。
但
だ
善
を
習
ふ
と
き
は
、
則
ち
善
。
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悪
を
習
ふ
と
き
は
、
則
ち
悪
。
是
に
於
て
始
め
て
絹
遠
ざ
か
る
の
み
。
故
に
聖
人
性
を
貴
め
ず
し
て
、
専
ら
習
を
貴
む
」
（
『
論
』
二
・
陽
貨
篇
）

と
、
人
は
獲
得
し
た
習
慣
に
よ
っ
て
、
善
に
も
悪
に
も
拡
充
さ
れ
る
。
　
「
人
の
稟
受
す
る
」
気
を
ど
の
よ
う
に
習
慣
づ
け
て
、
善
ヘ
ー
四
宝
の

心
の
拡
充
へ
と
む
か
わ
せ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
、
当
然
、
発
生
す
る
。

　
『
孟
子
』
公
孫
丑
上
毛
二
章
は
、
不
動
心
を
め
ぐ
っ
て
、
孟
子
が
志
と
気
と
の
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
以
下
の
よ
う
に

仁
斎
は
考
え
る
。
心
に
お
け
る
主
体
的
な
善
へ
の
志
向
性
－
志
が
、
気
－
性
を
統
制
す
る
。
両
者
の
関
係
は
、
志
が
あ
ま
り
に
高
い
境
地
を
求

め
る
と
、
高
い
境
地
は
維
持
す
る
の
が
困
難
な
た
め
、
気
は
、
そ
こ
な
わ
れ
て
自
然
に
怒
り
や
す
く
な
る
。
志
が
、
気
の
「
本
然
」
に
し
た
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

い
、
そ
れ
を
拘
束
し
な
け
れ
ば
、
気
の
活
動
が
盛
大
に
な
り
、
　
「
浩
然
の
気
は
、
鋼
ち
道
義
航
れ
が
主
と
為
る
こ
と
を
得
」
（
同
）
と
、
善
に
も

と
ず
く
気
の
統
制
が
完
成
す
る
。

　
第
三
に
、
四
端
の
心
を
拡
充
す
れ
ば
仁
義
礼
賛
と
い
う
徳
を
実
現
す
る
と
い
う
が
、
な
に
を
も
っ
て
徳
の
実
現
と
み
な
す
の
か
。
　
「
仁
義
と

は
即
ち
此
の
心
を
拡
充
し
て
、
其
の
極
処
に
到
る
の
名
盤
」
（
同
告
子
下
）
と
、
四
端
の
心
の
拡
充
が
極
点
に
達
し
た
と
き
、
徳
と
名
づ
け
る
。

極
点
に
達
す
る
と
い
う
の
は
、
「
能
く
此
の
心
を
推
し
て
、
捻
れ
を
天
下
に
達
し
て
至
ら
ざ
る
所
説
ふ
し
て
後
、
詰
れ
を
仁
義
と
謂
ふ
」
（
『
孟
』

自
・
尽
心
上
）
つ
ま
り
、
四
端
の
心
の
拡
充
が
、
社
会
的
普
遍
妥
当
性
を
獲
得
す
る
に
い
た
る
こ
と
で
、
こ
こ
で
四
端
の
心
は
徳
に
転
化
す
る
。

朱
子
に
よ
れ
ば
、
性
（
欄
別
存
在
の
原
理
と
し
て
の
理
）
と
徳
（
体
得
さ
れ
た
規
範
と
し
て
の
理
）
は
、
理
と
し
て
同
一
で
あ
る
。
仁
斎
は
、

「
性
は
己
れ
に
有
す
る
を
以
て
言
ひ
、
徳
は
天
下
に
達
す
る
を
以
て
言
ふ
」
（
『
論
隠
一
一
・
学
而
篇
）
と
、
性
と
徳
を
分
離
す
る
。
そ
れ
は
、
社
会

的
普
遍
妥
当
性
を
徳
の
唯
一
の
基
準
に
お
く
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
社
会
的
普
遍
妥
当
性
と
は
、
朱
子
の
よ
う
に
、
私
翻
個
人
的
傾
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

を
完
全
に
排
除
し
、
公
降
絶
対
的
普
遍
に
徹
底
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
五
月
七
臼
に
筆
録
し
た
『
同
志
会
筆
記
』
第
十

四
条
で
は
、
「
至
高
は
仁
を
害
す
。
故
に
聖
人
、
高
を
言
は
ず
。
至
公
、
義
を
害
す
。
故
に
聖
人
、
公
を
雷
は
ず
」
と
、
高
踏
的
立
場
と
絶
対
的

普
遍
を
否
定
し
て
い
る
。
「
高
を
窮
む
る
と
き
は
副
ち
必
ず
卑
に
返
り
、
遠
を
極
む
る
と
き
は
劉
ち
必
ず
近
に
還
る
。
卑
近
に
返
っ
て
而
る
後
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

の
見
始
め
て
実
な
り
。
何
ぞ
な
れ
ば
、
測
ち
卑
近
の
恒
に
居
る
可
く
し
て
、
高
遠
の
其
の
所
に
非
ざ
る
を
知
れ
ば
也
。
謂
は
ゆ
る
卑
近
と
は
本
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卑
近
に
非
ず
、
即
ち
平
常
の
謂
也
。
実
に
天
下
・
古
今
の
共
に
由
る
所
に
し
て
、
人
倫
・
日
用
の
当
に
然
る
べ
き
所
也
。
天
下
量
に
此
れ
よ
り

高
遠
な
る
者
有
ら
ん
」
（
同
綱
領
）
と
、
仁
斎
に
お
け
る
社
会
的
普
遍
妥
墨
性
と
は
、
平
常
性
・
日
用
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
公
と
私
を
分
離
さ

せ
る
発
想
で
い
え
ば
、
私
的
な
日
常
生
活
こ
そ
、
道
徳
の
淵
源
な
の
で
あ
る
。

　
第
四
に
、
徳
と
実
践
の
か
か
わ
り
で
あ
る
が
、
仁
斎
は
、
道
徳
を
二
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
　
「
誠
は
天
命
の
真
、
…
…
修
為
を
待

っ
て
後
有
る
に
非
ず
」
（
『
中
』
一
・
第
一
七
分
段
）
と
、
天
命
そ
の
も
の
の
必
然
性
・
自
然
性
を
具
現
す
る
誠
で
あ
り
、
人
の
修
為
聴
実
践
を
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

た
な
い
で
、
本
来
的
に
存
在
す
る
。
誠
は
、
　
「
真
実
無
偽
の
謂
」
（
同
第
十
二
分
段
）
、
「
至
誠
の
理
、
自
然
に
発
見
し
、
一
毫
の
人
偽
を
其
の
間

に
容
る
る
こ
と
を
須
ひ
ず
」
　
（
同
第
十
穴
分
段
）
と
、
　
真
実
で
、
　
人
為
の
い
つ
わ
り
を
介
入
さ
せ
な
い
自
然
性
が
強
調
さ
れ
る
。
　
も
う
一
つ
は
、

「
己
れ
を
尽
く
す
、
以
れ
を
中
と
謂
ひ
、
実
を
以
て
す
る
、
之
れ
を
信
と
謂
ふ
」
（
『
論
』
二
．
学
而
篇
）
の
忠
信
、
　
「
己
れ
を
尽
く
す
、
熟
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
わ

忠
と
謂
ひ
、
人
に
度
た
る
、
罷
れ
を
恕
と
謂
ふ
の
み
」
（
同
誌
仁
篇
）
の
忠
恕
で
あ
る
。
努
力
す
る
・
誠
実
に
す
る
・
及
ぼ
す
な
ど
、
修
為
－
実

践
そ
れ
自
体
を
意
味
す
る
。
両
者
の
区
別
は
、
　
コ
ニ
書
誌
十
一
本
」
で
は
、
集
約
的
に
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
　
『
語
孟
字
義
』
最
古
稿
本
で
、

問
題
関
心
が
整
理
さ
れ
て
あ
ら
わ
れ
る
。

　
聖
賢
、
仁
義
礼
智
の
徳
を
論
ず
る
、
露
髄
よ
り
し
て
言
ふ
者
有
り
、
乱
書
よ
り
し
て
言
ふ
者
有
り
。
…
…
本
躰
と
云
ふ
老
は
、
即
ち
徳
の
本
然
、
天
下
古
今

　
の
達
徳
を
謂
ふ
。
修
為
と
云
ふ
者
は
、
乃
ち
人
能
く
仁
義
礼
智
の
徳
を
修
め
て
、
而
し
て
其
の
身
に
有
す
る
を
指
し
て
言
ふ
。
（
『
語
孟
字
義
』
最
古
稿
本
、
仁

義
礼
智
第
四
条
）

　
徳
の
も
つ
必
然
的
・
自
然
的
な
理
念
性
、
そ
れ
は
社
会
的
普
遍
妥
当
性
を
そ
な
え
た
本
来
的
な
規
範
と
し
て
、
人
の
行
為
を
規
署
す
る
。
こ

の
徳
の
側
面
を
本
躰
と
呼
ぶ
。
い
っ
ぽ
う
、
徳
は
、
実
践
を
つ
う
じ
て
自
己
の
う
ち
に
あ
る
善
の
可
能
性
を
発
展
さ
せ
、
現
実
の
も
の
と
し
て

体
得
す
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
こ
の
徳
の
側
薗
を
修
為
と
呼
ぶ
。
朱
子
は
、
実
践
匙
成
徳
を
分
離
し
、
さ
ら
に
徳
を
本
然
的
と
云
為
的
（
実

践
的
）
と
に
区
分
し
て
、
努
力
を
要
し
な
い
本
然
的
な
徳
性
を
努
力
し
て
達
成
す
る
徳
性
よ
り
も
高
く
位
置
づ
け
た
。
し
か
し
、
仁
斎
は
、
本

躰
と
修
為
を
、
と
も
に
徳
の
契
機
と
し
て
統
一
す
る
。
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第
五
に
、
実
践
の
基
礎
づ
け
か
た
が
問
題
に
な
ろ
う
。
ま
ず
、
具
体
的
な
経
書
解
釈
に
例
を
求
め
て
み
よ
う
。
　
『
論
語
』
公
冶
長
篇
子
張
間

章
で
、
子
張
が
楚
の
宰
桐
子
文
の
人
物
を
問
い
、
孔
子
が
子
文
は
「
忠
」
で
あ
る
が
、
ま
だ
「
仁
」
で
な
い
と
答
え
る
。
朱
子
は
、
こ
れ
を
つ

ぎ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。
子
文
は
、
真
の
道
徳
が
理
（
根
源
的
実
体
）
か
ら
出
て
、
私
的
欲
望
を
否
定
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
子

文
の
行
為
は
、
　
「
己
れ
を
尽
く
す
」
忠
で
あ
っ
て
も
、
理
そ
の
も
の
で
あ
る
仁
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
朱
子
の
主
張
こ
そ
、
仁
斎
が
「
専
ら
仁

　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ

義
を
以
て
理
と
為
て
、
行
ふ
可
か
ら
ざ
る
の
物
と
為
、
忠
恕
を
以
て
末
と
為
て
、
緊
要
の
功
と
弁
ず
」
（
『
論
』
二
．
綱
領
）
と
、
攻
撃
し
て
や
ま

な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
血
斎
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。

　
寺
子
其
の
力
を
以
て
坐
れ
に
務
め
て
、
而
し
て
未
だ
必
ず
し
も
至
誠
側
惧
の
心
に
出
で
ざ
る
を
以
て
、
故
に
侮
だ
其
の
忠
を
許
し
て
、
面
し
て
未
だ
其
の
仁

　
を
許
さ
ず
。
　
（
同
公
冶
長
篇
）

　
舞
文
が
忠
で
あ
っ
て
も
仁
で
な
い
の
は
、
道
徳
実
践
に
つ
と
め
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
努
力
し
て
行
な
う
営
為
に
と
ど
ま
り
、
　
「
至
誠
側
担
の

⑥心
」
、
つ
ま
り
真
実
の
あ
わ
れ
み
の
心
情
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
だ
と
い
う
。
「
人
荷
く
も
忠
信
を
主
と
せ
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
外
似

て
内
実
偽
る
」
（
同
学
而
篇
）
と
、
忠
信
を
主
体
と
し
て
行
動
し
な
け
れ
ば
、
偽
善
に
す
ぎ
な
い
。
忠
僑
と
は
、
　
「
淳
厚
朴
実
の
謂
」
（
同
公
冶
長

篇
）
で
あ
る
が
、
　
『
語
孟
字
義
』
最
古
稿
本
で
、
仁
斎
は
、
忠
信
を
主
体
と
す
る
意
味
を
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
ら

　
　
「
忠
信
を
主
と
す
る
」
は
、
理
に
当
る
か
否
ざ
る
か
を
顧
み
ず
、
只
訣
れ
己
れ
の
心
を
尽
く
し
、
朴
実
に
行
ひ
芸
る
を
謂
ふ
。
　
（
単
管
三
条
）

　
実
践
の
基
礎
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
自
己
の
心
情
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
条
理
に
合
致
す
る
か
い
な
か
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
忠
信

を
主
体
と
す
る
こ
と
は
、
道
徳
論
の
き
わ
め
て
強
力
な
心
情
的
基
礎
づ
け
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
四
端
の
心
か
ら
徳
へ
の
拡
充
過
程
の
問
題
は
、
①
田
端
の
心
が
、
心
（
主
体
性
）
と
性
（
自
然
性
）
を
媒
介
す
る
こ
と
、
②
志
（
善
へ

の
主
体
的
志
向
）
は
性
（
気
）
を
そ
の
自
然
的
傾
向
の
発
展
に
そ
っ
て
統
制
す
べ
き
こ
と
、
⑧
徳
（
社
会
的
普
遍
妥
当
性
）
と
は
私
的
現
実
生

活
に
基
礎
を
お
く
平
常
性
・
日
用
性
の
獲
得
で
あ
る
こ
と
、
④
本
躰
（
理
念
）
と
修
為
（
実
践
）
を
徳
の
二
つ
の
契
機
と
し
て
統
一
す
る
こ
と
、

⑤
実
践
は
理
非
で
な
く
心
情
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
べ
き
こ
と
の
五
点
に
、
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
朱
子
と
の
比
較
に
お
い
て
は
、
と
く
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に
、
人
の
自
然
性
・
心
情
性
と
実
践
を
徳
の
不
可
欠
の
動
機
と
す
る
こ
と
、
公
を
否
定
し
私
の
意
義
を
強
調
す
る
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

　
四
諦
の
心
は
、
拡
充
し
て
仁
義
雄
鳥
の
徳
と
な
る
。
仁
義
礼
智
は
、
　
「
蓋
し
道
を
認
む
る
は
、
仁
を
以
て
本
と
為
て
、
仁
、
又
義
を
以
て
輔

　
す

と
為
」
（
『
中
』
一
・
第
十
分
段
）
と
、
け
っ
き
ょ
く
仁
義
の
二
徳
に
集
約
さ
れ
る
と
、
仁
斎
は
主
張
す
る
。
「
三
書
手
十
一
本
」
段
階
で
は
、
仁

義
の
規
定
は
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
を
と
り
、
の
ち
の
よ
う
に
統
一
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
仁
を
「
慈
愛
の
心
、
至
ら
ざ
る
所
無
し
」
（
『
論
』

二
・
雍
也
篇
）
、
「
夫
れ
仁
は
愛
の
み
」
（
同
・
公
冶
長
篇
）
と
、
愛
自
体
と
し
て
と
ら
え
る
点
で
は
、
一
貫
し
て
い
る
。
愛
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら

く
自
明
の
こ
と
と
し
て
、
あ
ら
た
ま
っ
た
定
義
を
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
妾
時
、
仁
斎
が
愛
用
し
て
、
た
び
た
び
著
書
に
引
用
し
て
い
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
ぐ
　
　
　
　
　
い
つ
く
し
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
が

明
の
梅
腐
詐
編
の
字
書
『
字
彙
』
を
見
る
と
、
愛
と
は
、
　
「
慕
ふ
也
。
憐
れ
む
也
。
恩
む
也
。
寵
む
也
。
好
み
楽
ふ
也
」
と
説
明
し
て
い
る
。

よ
う
す
る
に
、
対
象
物
を
肯
定
・
受
容
し
、
こ
れ
と
同
化
し
よ
う
と
す
る
行
動
を
い
う
。
仁
斎
が
、
　
「
仁
の
美
徳
は
、
慈
愛
欄
惧
、
物
と
間
無

き
者
也
」
（
『
孟
』
自
・
梁
三
王
上
）
と
い
う
の
は
、
こ
の
仁
膝
愛
の
立
場
の
本
質
を
も
っ
と
も
よ
く
示
し
て
い
る
。
義
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
独
自

の
立
場
が
概
念
規
定
に
ま
で
高
め
ら
れ
ず
、
朱
子
的
表
現
に
制
約
さ
れ
て
い
る
傾
向
が
強
い
。
仁
斎
が
、
義
を
「
宜
」
と
し
、
　
「
義
は
人
の
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の
カ
の

路
、
舗
を
断
じ
割
を
録
し
、
各
条
理
有
る
岩
也
」
（
同
）
と
す
る
こ
と
に
は
、
朱
子
の
「
義
は
宜
也
。
乃
ち
天
理
の
当
行
、
人
欲
の
邪
曲
無
し
。

故
に
正
路
と
日
ふ
」
（
『
孟
子
集
註
』
離
婁
上
）
や
「
義
は
人
心
の
裁
制
」
（
同
公
孫
丑
上
）
の
影
響
が
う
か
が
え
よ
う
。
し
か
し
、
仁
斎
の
前
述
の
義

の
規
定
は
、
　
「
人
皆
為
さ
ざ
る
所
有
り
。
早
れ
を
其
の
為
す
所
に
達
す
る
は
、
義
也
」
（
『
孟
』
自
・
梁
恵
献
上
）
と
増
訂
・
補
強
さ
れ
、
け
っ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

よ
く
、
仁
義
は
、
　
「
蓋
し
天
下
の
達
徳
に
し
て
、
墾
人
祭
れ
を
立
て
て
、
以
て
人
道
の
極
と
為
」
（
同
）
と
総
括
さ
れ
る
。
仁
義
が
「
道
を
修
む

る
」
こ
と
劉
修
為
で
あ
る
と
と
も
に
、
聖
人
の
立
て
た
「
人
道
の
極
」
臆
本
躰
で
あ
る
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
道
徳
に
お
け
る
理
念

と
実
践
の
統
一
の
立
場
が
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
。
仁
義
両
者
の
関
係
は
、
仁
が
基
本
、
義
が
そ
の
補
完
で
あ
る
こ
と
、
　
い
う
ま
で
も
な
い
。

「
夫
れ
人
道
の
仁
義
有
る
や
、
猶
を
天
道
の
陰
陽
有
り
、
地
道
の
嗣
柔
有
る
が
ご
と
し
。
得
て
相
盛
る
可
か
ら
ず
」
（
同
勝
文
公
下
）
と
、
陰
陽

と
剛
柔
が
、
そ
れ
ぞ
れ
天
道
と
地
道
の
本
質
で
あ
る
よ
う
に
、
仁
義
は
、
人
道
の
本
質
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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仁斎学の原像（三宅）

　
以
上
の
よ
う
な
仁
義
に
対
し
て
、
　
「
礼
は
則
ち
斯
の
二
恩
を
言
文
す
る
の
み
」
（
『
中
』
・
第
十
分
段
）
、
つ
ま
り
、
礼
は
、
仁
義
を
秩
序
づ
け
る

も
の
で
あ
る
。
よ
り
、
具
体
的
に
は
、
　
「
礼
は
義
を
以
て
起
こ
り
、
而
し
て
品
節
の
詳
祷
り
。
拠
る
所
有
っ
て
、
三
富
の
訳
無
し
。
尊
を
尊
と

し
、
卑
を
卑
と
し
、
親
を
親
と
し
、
疎
を
疎
と
す
、
定
義
有
っ
て
存
す
。
而
し
て
之
れ
を
儲
蓄
す
る
こ
と
有
る
を
見
る
可
し
」
（
『
論
』
二
．
泰

伯
篇
）
と
、
礼
は
義
に
も
と
づ
い
て
、
　
尊
卑
・
親
疎
の
秩
序
づ
け
を
行
な
う
と
い
う
。
　
「
尊
を
尊
と
し
」
・
「
親
を
親
と
す
」
の
裏
面
形
式
は
、

「
卑
を
卑
と
し
」
・
「
疎
を
疎
と
す
」
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
尊
卑
・
親
疎
と
は
私
“
自
己
一
身
を
基
準
に
し
て
、
人
を
階
級
的
身
分
的
血

縁
的
地
縁
的
に
階
層
区
分
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
仁
義
は
、
す
べ
て
の
入
に
内
在
す
る
四
端
の
心
に
基
礎
づ
け
ら
れ
な
が
ら
も
、

私
を
基
準
に
し
た
階
層
区
分
の
秩
序
の
も
と
に
現
象
す
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
平
等
性
の
原
理
が
、
差
別
性
の
原
理
に
形
態
転
化
す
る
。
仁
斎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
そ

が
妻
・
嘉
那
を
失
な
っ
た
と
き
に
よ
ん
だ
歌
、
「
身
に
し
れ
は
あ
は
れ
益
田
の
池
水
に
つ
か
は
ぬ
鴛
漏
の
よ
る
の
一
声
」
（
『
古
学
先
生
和
歌
集
』
）
に

示
さ
れ
て
い
る
、
夫
婦
の
心
心
的
な
平
等
の
意
識
は
、
　
「
上
の
上
か
き
り
も
あ
ら
す
我
よ
り
も
下
の
下
な
る
人
を
見
る
べ
し
」
（
同
）
と
い
う
、

社
会
的
な
差
別
意
識
に
直
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
き
に
分
析
し
た
よ
う
に
、
四
二
の
心
と
は
人
が
平
等
に
も
っ
て
い
る
自
然
性
・
心
情
性

で
あ
り
、
徳
と
は
社
会
的
普
遍
妥
当
性
－
平
常
性
だ
か
ら
、
徳
の
実
在
形
態
は
、
つ
ね
に
社
会
的
に
平
常
と
さ
れ
る
差
別
的
形
態
を
と
る
こ
と

を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
し
か
も
、
徳
は
、
か
な
ら
ず
四
端
の
心
を
そ
の
起
源
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
四
馬
の
心
の
拡
充
過
程
臆
徳
の
実

現
過
程
は
、
平
等
性
と
差
別
性
の
栢
互
媒
介
的
な
緊
張
関
係
を
も
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
朱
子
に
お
け
る
理
の
平
等
性
と
気
の
差
別
性
の
関
係
も
、
一
見
、
こ
れ
と
同
じ
問
題
を
も
つ
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
朱
子
の
場
合
、
気

は
厚
薄
長
短
と
い
う
不
可
変
の
要
素
を
も
ち
、
こ
れ
が
人
の
貴
賎
・
貧
富
な
ど
の
差
別
的
原
理
を
構
成
す
る
か
ら
、
人
の
存
在
自
体
が
、
生
成

さ
れ
る
と
き
に
す
で
に
不
可
変
の
差
別
性
を
内
包
す
る
。
ま
さ
に
支
配
階
級
の
立
場
か
ら
構
築
し
た
階
級
的
身
分
声
望
甥
の
論
理
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
仁
斎
は
、
厚
薄
長
短
の
差
翔
を
気
の
な
か
に
導
入
し
な
い
か
ら
、
存
在
自
体
の
う
ち
に
は
不
可
変
の
差
別
性
は
内
在
し
な
い
。

不
可
変
の
差
別
性
は
、
一
元
の
気
の
運
動
法
則
－
天
命
の
不
可
心
性
に
の
み
求
め
ら
れ
る
こ
と
、
さ
き
に
論
証
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
仁
斎
は
、

人
の
存
在
そ
れ
自
体
か
ら
は
不
可
変
の
差
別
性
の
原
理
を
排
除
し
、
逆
に
そ
の
平
等
性
の
原
理
を
確
立
し
つ
つ
も
、
人
の
存
在
を
社
会
的
階
層
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秩
序
の
な
か
に
位
概
づ
け
る
客
観
法
則
の
不
可
避
性
の
う
ち
に
、
不
可
変
の
差
眠
性
の
原
理
を
樹
立
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
仁
斎
の
差

別
的
論
理
は
、
ど
の
よ
う
な
社
会
構
造
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
聖
節
で
、
四
端
の
心
の
拡
充
u
徳
の
実
現
と
い
う
人
の
可
変

的
実
践
的
課
題
が
、
天
命
の
下
降
と
そ
の
受
容
と
い
う
不
可
変
的
客
観
的
法
則
へ
の
適
応
の
課
題
と
、
ど
の
よ
う
に
連
関
す
る
の
か
と
い
う
設

問
を
導
入
部
分
と
し
て
、
こ
の
問
題
を
追
求
す
る
。

①
　
原
漢
文
は
、
　
「
所
謂
不
得
其
面
従
而
焉
之
辞
者
也
」
。
　
勝
点
部
分
の
典
拠
は
、

　
『
孟
子
』
公
孫
丑
下
の
「
従
為
之
辞
」
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
　
「
従
而
為
之
辞
」

　
で
な
け
れ
ば
意
味
が
通
ら
な
い
。
訓
読
文
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
訂
正
し
て
書
き
下

　
し
た
。
　
　
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た

②
た
だ
し
、
「
命
に
道
有
り
。
故
に
君
子
…
…
其
の
道
に
合
ふ
者
を
以
て
命
と
為
」

　
（
『
謁
見
自
・
尽
関
下
）
と
い
う
朱
子
学
的
発
想
も
残
存
し
て
い
る
。

③
「
情
は
心
の
嘉
す
る
所
」
（
『
孟
』
自
・
唇
面
上
）
と
、
情
を
心
の
機
能
と
す
る

　
規
定
も
併
存
す
る
が
、
の
ち
情
は
心
の
系
列
に
属
す
る
こ
と
を
否
定
さ
れ
、
明
確

　
に
性
の
系
列
に
帰
属
す
る
。

④
清
水
茂
校
注
『
伊
藤
仁
斎
・
俳
藤
東
涯
』
五
四
九
ペ
ー
ジ
参
照
。

⑤
　
仁
斎
は
、
理
を
法
則
・
規
範
と
規
定
し
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
で
い
う
至
誠
の
理

　
と
は
、
誠
の
も
つ
必
然
性
を
意
味
す
る
。

⑥
こ
の
場
合
、
「
至
誠
」
は
修
飾
語
で
、
「
測
憧
の
心
」
に
重
点
が
あ
る
。
測
坦

　
の
心
は
、
測
隠
の
心
と
同
じ
く
、
あ
わ
れ
み
・
い
た
み
か
な
し
む
心
情
を
い
う
。
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五
　
公
儀
・
町
儀
の
受
容
と
町
の
平
等
性

　
仁
斎
は
、
天
命
に
も
と
つ
く
領
域
と
天
命
に
も
と
つ
か
な
い
領
域
と
を
区
分
す
る
。
人
の
「
道
の
行
廃
、
世
の
治
乱
」
（
『
論
』
一
一
・
憲
闇
篇
）

つ
ま
り
、
仁
義
実
践
の
盛
褒
と
社
会
状
態
の
変
動
は
、
人
の
意
志
か
ら
独
立
し
た
天
命
の
領
域
に
属
し
、
　
「
出
処
進
退
、
利
害
取
捨
」
（
同
）
、

つ
ま
り
、
自
己
一
身
に
関
す
る
行
動
は
、
天
命
に
も
と
つ
か
ず
人
の
意
志
に
よ
る
道
徳
の
領
域
に
属
す
る
。
し
か
し
、
む
し
ろ
問
題
は
、
　
「
其

の
天
に
在
っ
て
人
に
在
ら
ざ
る
」
（
同
）
こ
と
と
、
　
「
其
の
己
れ
に
由
っ
て
人
に
由
ら
ざ
る
」
（
同
）
こ
と
と
の
間
、
い
い
か
え
れ
ば
、
天
命
と
自

己
と
の
中
間
、
つ
ま
り
対
人
関
係
に
お
い
て
発
生
す
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
的
変
動
や
道
徳
実
践
の
盛
衰
は
、
天
命
に
よ
っ
て

絶
対
的
に
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
主
体
的
行
動
は
、
自
己
一
身
に
か
か
わ
る
だ
け
で
な
く
、
当
然
、
自
己
と
他
人
と
の
関
係
を
規
制

す
る
。
他
人
と
の
諸
関
係
の
総
体
－
社
会
と
自
己
の
道
徳
実
践
の
か
か
わ
り
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
。
仁
斎
に
お
け
る
道
徳
は
、
自
然
的

心
情
が
社
会
的
普
遍
妥
当
性
を
獲
得
す
る
過
程
で
あ
り
、
社
会
的
普
遍
妥
当
性
と
は
、
平
常
性
・
日
用
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
社
会
に
現
に
実
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現
さ
れ
て
い
る
も
の
一
社
会
の
現
実
秩
序
そ
れ
自
体
を
、
天
命
に
よ
っ
て
絶
対
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
受
容
す
べ
き
不
可
変
の
規
範
と
み
る
か
、

あ
る
い
は
、
自
然
的
心
情
の
発
達
過
程
に
依
存
し
て
、
祉
会
の
現
実
秩
序
を
も
可
変
的
対
象
と
し
て
と
ら
え
る
か
。
仁
斎
は
、
徳
と
命
が
直
接

に
一
致
す
る
も
の
と
は
、
も
は
や
考
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
問
題
は
、
仁
斎
道
徳
論
の
中
核
的
課
題
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

具
体
的
に
は
、
第
一
に
権
の
解
釈
、
第
二
に
放
伐
説
の
解
釈
を
通
じ
て
、
問
題
に
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
一
点
、
　
「
先
儒
、
経
を
以
て
権
に
対
す
。
非
也
。
蓋
し
経
は
即
ち
道
也
。
概
に
経
に
反
す
、
量
に
能
く
道
に
合
は
ん
や
。
権
の
字
は
当
に

礼
の
字
を
以
て
対
す
べ
し
」
（
『
論
』
二
・
子
牢
篇
）
と
、
先
儒
（
韓
康
伯
）
の
権
と
経
と
を
対
立
さ
せ
る
解
釈
に
反
対
し
て
、
仁
斎
は
、
権
の
対

立
語
を
礼
だ
と
規
定
す
る
。
　
「
蓋
し
礼
は
個
体
有
っ
て
、
而
し
て
権
は
我
よ
り
制
す
る
惑
箸
」
（
同
）
と
、
礼
が
形
式
規
範
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

権
は
主
体
的
統
綱
作
用
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
た
と
え
て
い
え
ば
、
権
は
称
号
（
「
竿
ば
か
り
」
の
「
お
も
り
」
）
で
あ
り
、
　
「
時
宜
を
量
度

し
て
、
夫
の
道
を
達
す
る
所
以
」
（
『
孟
』
自
・
心
心
上
）
と
、
状
況
に
応
じ
つ
つ
道
を
達
成
す
る
手
段
で
あ
る
。
　
「
若
し
中
を
執
っ
て
権
無
き
と

き
は
、
則
ち
一
法
に
拘
泥
し
て
道
と
為
る
に
足
ら
ざ
る
也
」
（
同
）
と
、
形
式
規
範
を
固
守
し
て
、
主
体
的
に
状
況
に
対
応
し
な
け
れ
ば
、
道
徳

を
実
践
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

　
し
か
も
形
式
規
範
で
あ
る
礼
す
ら
、
　
「
礼
は
義
を
以
て
主
と
為
て
、
而
し
て
俗
を
称
る
を
以
て
是
と
為
」
（
『
論
』
二
・
子
輔
弼
）
と
、
義
を
主

体
に
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
直
接
に
貫
徹
す
る
の
で
は
な
く
、
権
に
よ
っ
て
「
俗
」
に
対
応
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
「
衆
に
違
ふ
て

礼
に
従
ふ
」
（
同
）
の
も
道
で
あ
る
が
、
　
「
萄
く
も
俗
に
宜
し
か
ら
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
礼
を
棄
て
て
俗
に
従
ふ
」
（
同
）
こ
と
こ
そ
、
道
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
　
「
道
は
成
体
無
」
（
同
）
き
も
の
だ
か
ら
、
当
然
、
権
腱
称
錘
の
機
能
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
い
の
で
あ
る
。

　
『
論
語
』
郷
党
篇
郷
人
飲
酒
章
で
、
村
人
が
灘
（
鬼
や
ら
い
）
を
す
る
と
き
、
孔
子
は
、
礼
服
を
着
て
東
の
階
段
に
立
つ
。
朱
子
は
、
灘
は
昔

か
ら
の
礼
だ
け
れ
ど
も
、
　
「
戯
」
に
ち
か
い
の
に
、
孔
子
が
そ
れ
に
し
た
が
う
の
は
、
孔
子
の
「
誠
敬
」
が
ど
の
よ
う
な
場
に
も
発
現
す
る
か

ら
だ
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
仁
斎
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
　
「
戯
に
近
し
と
雛
も
、
然
れ
ど
も
古
礼
の
沿
る
所
、
郷
人
之
れ
を
行

ふ
。
此
に
二
人
俗
に
違
は
ざ
る
を
見
る
」
（
『
論
』
二
．
郷
党
篇
）
。
灘
は
「
戯
」
に
ち
か
く
と
も
、
昔
か
ら
の
礼
が
そ
の
う
ち
に
こ
も
り
、
村
人
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が
そ
れ
を
行
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
聖
人
は
、
こ
の
「
俗
」
に
し
た
が
う
。
仁
斎
は
、
　
「
俗
」
に
し
た
が
う
こ
と
を
礼
と
み
る
こ
と
に
な
る
。

　
仁
斎
愛
用
の
辞
書
『
字
彙
』
に
よ
れ
ば
、
俗
と
は
「
続
く
也
。
伝
へ
て
隠
沼
ふ
也
。
上
行
ひ
無
数
ふ
、
之
れ
を
風
と
謂
ひ
、
衆
心
安
定
、
回

れ
を
俗
と
謂
ふ
」
と
、
栓
会
的
慣
習
で
あ
り
、
民
衆
の
心
理
を
安
定
さ
せ
る
秩
序
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
俗
の
う
ち
に
こ
そ
、
　
「
人
の
人
為
る
所

以
の
本
」
（
『
論
』
二
・
公
聴
長
）
で
あ
る
性
が
、
あ
ら
わ
れ
る
。
　
「
暦
無
性
に
率
ふ
の
道
を
知
ら
ず
し
て
、
徒
に
古
の
成
述
を
遵
守
す
る
こ
と
を

為
ば
、
陰
を
索
ね
怪
を
行
ふ
者
と
異
な
る
と
難
ど
も
、
然
れ
ど
も
終
に
半
塗
に
し
て
廃
す
る
こ
と
を
免
れ
ず
」
（
『
中
』
一
・
第
四
分
段
）
と
、
人

間
の
自
然
の
気
質
に
し
た
が
う
こ
と
を
知
ら
ず
、
昔
の
合
議
規
範
を
も
っ
ぱ
ら
順
守
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
道
徳
実
践
の
途
中
で
挫
折
す
る

に
ち
が
い
な
い
。
　
「
衆
心
安
定
」
す
る
現
実
の
社
会
慣
習
を
考
量
し
、
そ
れ
に
適
応
し
て
い
く
こ
と
、
こ
れ
が
道
徳
実
践
の
具
体
的
形
態
で
あ

る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
社
会
慣
習
は
、
不
可
変
の
規
範
－
社
会
的
普
遍
妥
当
性
で
あ
り
、
そ
の
受
容
が
、
可
変
的
主
体
的
問
題
と
み
な
さ
れ
る

こ
と
に
な
ろ
う
。

　
つ
ぎ
に
第
二
点
、
放
伐
説
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
中
国
古
代
の
帝
王
が
位
を
交
代
す
る
方
法
に
は
、
禅
譲
と
放
伐
が
あ
っ
た
。
禅
譲
は
、
党
が

舜
に
、
舜
が
禺
に
、
そ
れ
ぞ
れ
王
者
の
徳
を
認
め
て
王
位
を
ゆ
ず
っ
た
よ
う
に
、
儒
学
で
は
理
想
的
な
王
位
継
承
法
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

放
伐
は
、
湯
が
桀
を
追
放
し
、
武
が
約
を
討
伐
し
た
よ
う
に
、
家
臣
が
君
主
を
暴
力
で
打
算
し
て
、
み
ず
か
ら
王
位
に
つ
く
方
法
で
あ
る
。
こ

の
湯
武
放
伐
（
段
周
革
命
）
に
つ
い
て
は
、
儒
学
史
上
、
肯
定
・
否
定
の
多
様
な
立
場
が
あ
り
、
　
『
孟
子
』
は
、
肯
定
論
を
代
表
す
る
。
　
『
孟

子
』
梁
恵
王
章
句
下
で
は
、
　
「
一
夫
の
紺
を
訣
す
る
を
聞
く
、
未
だ
君
を
斌
す
る
を
聞
か
ざ
る
也
」
と
、
徳
を
失
な
っ
た
君
主
は
、
た
だ
の
男

に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
を
討
伐
し
て
も
、
君
主
を
殺
し
た
と
は
い
え
な
い
と
主
張
す
る
。
朱
子
は
、
　
「
書
に
曰
く
、
　
『
蓋
し
四
海
馴
れ
に
帰
せ
ば
、

期
ち
天
子
為
り
。
天
下
之
れ
に
叛
か
ば
、
則
ち
悪
夫
為
り
』
」
（
『
孟
子
集
註
』
梁
恵
王
下
）
と
、
基
本
的
に
孟
子
の
放
伐
説
を
支
持
す
る
。
だ
が
、

「
王
勉
曰
く
…
…
惟
だ
下
に
在
る
者
に
湯
武
の
仁
有
り
て
、
上
に
在
る
者
に
桀
紺
の
暴
有
ら
ば
、
則
ち
可
。
然
ら
ず
ば
、
是
れ
未
だ
笈
斌
の
罪

を
免
れ
ざ
る
也
」
（
同
）
と
、
放
伐
説
の
適
用
を
限
定
し
、
　
「
湯
の
桀
を
放
ち
、
武
王
の
約
を
伐
ち
、
伊
サ
の
太
甲
を
放
つ
が
如
き
、
此
れ
は
是

れ
権
也
」
（
『
朱
子
語
類
』
三
七
）
と
、
放
伐
は
、
権
つ
ま
り
経
の
補
完
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
仁
斎
は
、
　
「
湯
武
放
伐
は
、
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仁
の
至
、
義
の
尽
、
当
に
之
れ
を
道
と
謂
ふ
べ
く
し
て
、
之
れ
を
権
と
謂
ふ
可
か
ら
ず
」
（
『
論
』
二
・
子
上
篇
）
と
、
放
伐
は
道
そ
の
も
の
だ
と

い
う
。
以
下
で
、
よ
り
具
体
的
に
朱
子
と
仁
斎
の
立
場
の
相
違
を
追
っ
て
み
よ
う
。

　
同
じ
く
『
孟
子
』
梁
製
図
質
置
下
第
八
章
も
放
伐
説
を
述
べ
た
箇
所
で
あ
る
が
、
仁
斎
は
、
ま
っ
た
く
独
自
に
『
葡
子
』
正
禽
篇
を
援
用
す

る
。
　
「
筍
子
孫
有
っ
て
曰
く
。
　
『
湯
武
、
天
下
を
取
る
に
非
ず
。
天
下
帰
す
る
也
。
桀
紺
、
天
下
を
去
る
に
非
ず
。
天
下
滴
れ
を
去
る
也
』
」

（『

ﾐ
』
自
・
梁
賢
聖
下
）
。
性
悪
説
を
と
る
『
息
子
』
は
、
性
善
説
を
と
る
『
孟
子
』
と
正
面
か
ら
対
立
し
、
　
『
葡
子
』
の
説
を
採
用
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

は
、
　
『
論
語
』
・
『
孟
子
』
・
『
中
庸
』
を
儒
学
の
血
脈
と
す
る
、
仁
斎
の
三
書
主
義
と
矛
盾
す
る
。
し
か
し
、
あ
え
て
『
筍
子
』
を
引
用
し
た
の

は
、
放
伐
を
自
然
的
必
然
的
趨
勢
と
し
て
把
握
す
る
見
解
が
、
仁
斎
の
主
張
と
一
致
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
放
伐
を
自
然
的
必
然
的
趨
勢
と
す
る
傾
向
は
、
現
実
に
お
け
る
支
配
関
係
を
、
自
然
的
必
然
的
な
も
の
と
し
て
受
容
す
る
論
理
に
か
さ
な
っ

て
い
く
。
朱
子
が
、
　
「
天
は
、
理
勢
の
当
然
也
」
（
『
孟
子
集
註
』
離
婁
上
）
と
、
天
を
規
定
す
る
の
を
受
け
て
、
仁
斎
は
、
　
「
強
弱
二
者
は
、
皆

理
勢
の
当
に
然
る
べ
き
所
也
。
其
の
理
勢
に
順
ふ
と
き
は
、
則
ち
存
し
、
其
の
理
勢
に
逆
ふ
と
き
は
、
則
ち
亡
ぶ
。
必
然
の
理
也
」
（
『
孟
』
自
・

離
婁
上
）
と
、
強
大
な
も
の
に
弱
小
な
も
の
が
し
た
が
う
の
は
、
当
然
か
つ
必
然
の
道
理
だ
と
主
張
す
る
。

　
『
孟
子
』
梁
為
事
章
句
滋
第
一
五
章
で
、
縢
の
文
公
は
、
大
国
の
侵
略
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
弱
小
国
の
君
主
で
あ
る
が
、
孟
子

に
縢
の
国
の
と
る
べ
き
方
針
を
質
問
す
る
。
孟
子
は
、
文
公
が
去
っ
て
他
の
場
所
で
国
を
開
く
か
、
現
在
の
土
地
を
滅
亡
す
る
ま
で
守
る
か
、

二
つ
に
一
つ
だ
と
答
え
る
。
朱
子
は
、
前
者
は
権
、
後
者
は
義
－
経
で
あ
り
、
　
「
孟
子
の
所
論
、
世
俗
よ
り
去
れ
を
観
れ
ば
、
劉
ち
無
謀
と
謂

ふ
製
し
。
然
れ
ど
も
理
の
為
す
着
き
者
、
此
く
の
如
き
に
過
ぎ
ず
」
（
『
孟
子
集
註
』
梁
恵
王
上
）
と
、
世
俗
の
見
解
に
反
す
る
だ
ろ
う
が
、
両
者

と
も
に
理
に
も
と
つ
く
方
法
だ
と
主
張
す
る
。
仁
斎
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
孟
子
の
真
意
は
、
後
漢
の
餐
融
や
宋
の
銭
椒
が
そ
う
だ
っ
た
よ
う

に
、
人
民
の
苦
し
み
を
思
っ
て
、
大
国
に
降
服
す
る
こ
と
を
す
す
め
る
の
だ
と
考
え
る
。
　
「
至
小
の
国
を
以
て
、
至
大
の
敵
を
抗
し
、
一
己
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
と
ご
と

怒
に
任
せ
て
、
万
人
の
命
を
撫
し
、
骸
を
積
ん
で
城
と
為
、
血
を
醜
い
で
池
と
為
、
妻
子
老
弱
、
尽
く
撃
識
を
被
り
、
猶
を
悔
ゆ
る
こ
と
を
知

ら
ざ
る
者
は
、
独
り
何
の
心
ぞ
」
（
『
孟
』
自
・
急
調
王
上
）
と
、
徹
底
抗
戦
の
方
法
を
「
仁
人
為
さ
ず
」
（
同
）
と
完
全
に
否
定
す
る
。
　
『
葡
子
』
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修
身
篇
を
引
用
し
な
が
ら
、
仁
斎
は
い
う
、
　
「
葡
子
の
雷
に
曰
く
。
　
『
道
義
重
き
と
き
は
、
則
ち
王
侯
を
軽
ん
ず
』
と
。
非
人
。
王
侯
量
に
軽

ん
ず
研
き
者
な
ら
ん
や
。
其
の
王
侯
を
軽
ん
ず
る
は
、
道
義
を
．
知
ら
ざ
る
所
以
也
」
（
『
論
』
二
・
八
倫
篇
）
。
道
徳
は
、
王
侯
の
権
力
に
対
決
す

べ
き
も
の
で
は
な
い
。
王
侯
権
力
を
軽
視
す
る
の
は
、
道
徳
を
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
現
実
の
支
配
権
力
の
動
向
は
、
受
容
す
べ
き
自
然
的

必
然
的
趨
勢
で
あ
り
、
い
い
か
え
れ
ば
不
可
変
の
規
範
－
社
会
的
普
遍
妥
当
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
仁
斎
は
、
権
と
放
伐
説
の
解
釈
を
と
お
し
て
、
社
会
慣
習
と
現
実
支
配
権
力
の
動
向
を
不
可
変
の
規
範
学
社
会
的
普
遍
妥
当
性
と
し
、
そ
れ

を
受
容
す
る
こ
と
が
可
変
的
主
体
的
自
己
統
欄
だ
と
主
張
し
た
。
朱
子
も
、
社
会
的
趨
勢
や
富
貴
・
貧
賎
な
ど
の
階
級
的
身
後
的
問
題
を
不
可

変
の
差
別
的
領
域
と
し
、
可
変
の
平
等
的
領
域
を
個
人
的
道
徳
的
問
題
に
限
定
し
た
。
一
見
、
両
老
の
立
揚
は
、
同
一
で
あ
る
か
に
み
え
る
。

し
か
し
、
朱
子
は
、
善
が
滅
び
悪
の
栄
え
る
こ
と
の
多
い
「
墨
然
半
影
然
」
の
社
会
的
趨
勢
の
な
か
で
て
あ
え
て
「
常
理
」
を
守
れ
と
主
張
す

る
。
ま
た
、
治
国
・
平
天
下
と
い
う
政
治
的
課
題
を
修
身
と
い
う
道
徳
的
課
題
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
、
論
理
的
に
は
、
天
子
か
ら
庶
民
に
い
た

る
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
、
現
実
的
に
は
、
権
力
的
部
署
に
つ
く
支
配
階
級
に
と
っ
て
、
政
治
が
自
己
の
道
徳
性
を
間
う
場
で
あ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。
だ
か
ら
、
現
実
の
既
成
秩
序
は
、
ひ
た
す
ら
受
容
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
支
配
階
級
内
部
に
お
け
る
政
治
的
改
良
で
あ
る
に

せ
よ
、
生
死
を
か
け
、
官
職
を
な
げ
う
っ
て
、
現
実
秩
序
と
対
決
す
べ
き
論
理
を
朱
子
学
の
な
か
か
ら
み
ち
び
き
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
仁
斎
は
、
社
会
慣
習
の
現
実
を
重
ん
じ
、
こ
れ
を
こ
え
て
規
範
そ
の
も
の
を
固
守
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
。
ま
た
、
　
「
人

天
下
国
家
を
説
く
。
然
れ
ど
も
未
だ
必
ず
し
も
其
の
本
有
る
と
い
ふ
こ
と
を
知
ら
ず
。
而
し
て
又
七
難
を
以
て
参
れ
が
本
と
為
」
（
『
孟
』
自
・

離
婁
上
）
と
、
治
国
・
平
天
下
の
基
礎
を
修
身
に
求
め
な
が
ら
も
、
そ
れ
は
、
政
治
的
課
題
を
道
徳
的
責
務
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
こ
と

　
夫
れ
人
、
上
に
君
父
有
り
、
下
に
妻
予
有
り
。
而
し
て
身
の
成
敗
、
家
の
存
亡
、
其
の
断
固
に
多
端
。
…
…
筍
く
も
力
を
人
に
事
ふ
る
の
間
に
用
ひ
て
、
而

　
し
て
能
く
生
存
の
道
を
尽
く
す
と
き
は
、
期
ち
人
倫
立
ち
、
家
道
成
る
。
　
（
『
論
』
二
・
先
進
篇
）

　
右
の
文
章
の
各
句
は
、
　
「
岳
父
・
妻
子
i
力
を
人
に
事
ふ
る
間
に
用
ふ
1
人
倫
立
つ
」
、
「
身
の
成
敗
・
家
の
存
亡
…
生
存
の
道
を
尽
く
す
一

家
道
成
る
」
、
と
い
う
二
つ
の
系
列
に
整
理
で
き
る
。
前
者
は
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
の
三
綱
、
後
老
は
修
身
・
斉
家
を
問
題
に
し
て
い
る
が
、
前
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者
で
君
臣
関
係
が
提
示
さ
れ
な
が
ら
、
後
者
で
は
君
臣
の
か
か
わ
る
べ
き
治
国
・
平
天
下
が
欠
落
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
た
ん
な
る
偶
然
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

な
い
。
た
と
え
ば
、
有
名
な
「
唯
だ
女
子
と
小
人
と
は
養
ひ
難
し
と
為
」
を
註
釈
し
て
、
　
「
筍
く
も
去
れ
を
御
す
る
所
以
の
老
を
失
ふ
と
き
は
、

則
ち
家
道
、
或
い
は
自
か
ら
此
に
壊
せ
ん
偏
（
『
論
聯
二
・
陽
貨
篇
）
と
、
家
道
－
斉
家
の
問
題
と
し
て
の
み
発
想
し
、
天
下
・
角
革
を
乱
す
も
の

と
す
る
伝
統
的
解
釈
を
し
り
ぞ
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
治
国
・
平
天
下
の
固
有
の
課
題
は
捨
象
さ
れ
、
人
道
の
す
べ
て
が
日
常
生
活
的
な

修
身
・
斉
家
の
問
題
に
還
元
さ
れ
る
。
現
実
秩
序
と
対
決
す
べ
き
論
理
は
、
仁
官
学
の
主
体
的
自
己
統
制
の
な
か
か
ら
、
つ
い
に
み
ち
び
き
出

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
朱
子
の
学
が
、
南
宋
帝
国
の
支
配
圏
の
視
座
か
ら
樽
想
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
仁
斎
の
学
が
、
幕
藩
国
家
に
お
け
る
被
支
配
者
の
位
置
に
お

い
て
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
う
た
が
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
修
身
・
斉
家
で
の
終
始
、
治
國
・
平
天
下
の
捨
象
の
論
理

は
、
よ
り
積
極
的
な
意
義
を
秘
め
て
い
る
。
仁
斎
は
、
　
「
天
下
を
治
む
る
者
は
、
亦
天
下
の
人
と
共
に
揚
れ
を
治
む
べ
し
。
専
ら
一
己
の
私
見

に
任
せ
て
、
衆
と
其
の
功
を
共
に
せ
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
季
残
が
小
亭
も
、
猶
を
治
む
可
か
ら
ず
」
（
『
論
』
二
・
寒
路
篇
）
と
、
衆
人
の
名
に
お

い
て
、
支
配
者
の
恣
意
的
統
治
に
制
限
を
加
え
る
。
　
『
論
語
』
の
「
民
は
之
れ
に
由
ら
し
む
黒
く
、
之
れ
を
知
ら
し
む
可
か
ら
ず
」
を
註
釈
し

て
は
、
　
「
此
れ
言
ふ
。
　
『
民
を
治
む
る
の
道
、
当
に
之
れ
が
為
に
学
を
建
て
教
を
設
け
て
、
其
れ
を
し
て
自
か
ら
吾
が
陶
冶
の
中
に
由
ら
し
め

て
、
而
し
て
恩
意
の
己
れ
に
由
っ
て
出
つ
る
こ
と
を
知
ら
し
む
可
か
ら
ず
』
」
（
『
血
気
二
・
泰
伯
篇
）
と
、
支
配
者
の
人
民
教
化
の
心
得
を
教
え
た

も
の
と
し
、
伝
統
的
な
愚
民
観
を
排
除
す
る
。
仁
斎
に
お
け
る
支
配
一
被
支
配
の
意
識
は
、
専
制
君
主
－
愚
民
の
関
係
を
肯
定
す
る
も
の
で
は

な
い
。

　
仁
斎
は
、
現
実
支
配
権
力
の
動
向
と
俗
－
社
会
慣
習
と
を
不
可
変
の
規
範
と
考
え
た
。
つ
ま
り
、
第
一
節
で
指
摘
し
た
「
御
公
儀
井
町
儀
之

御
法
に
削
蹄
間
敷
」
こ
と
が
、
道
徳
の
実
体
的
内
容
を
さ
し
示
す
。
俗
睦
町
儀
は
、
京
都
町
衆
の
生
活
慣
習
で
あ
り
、
そ
の
一
部
は
「
町
掟
」

と
し
て
成
文
化
さ
れ
、
京
都
の
惣
町
的
結
合
を
媒
介
し
た
。
伊
藤
家
が
所
属
し
た
東
堀
州
四
陶
目
の
町
掟
で
あ
る
「
町
中
定
」
五
通
を
、
仁
斎

が
自
筆
で
書
き
残
し
て
い
る
か
ら
、
ま
ず
、
そ
の
う
ち
の
二
通
を
分
析
し
て
、
幕
藩
国
家
に
お
け
る
京
都
の
町
の
特
質
を
考
え
て
み
よ
う
。
そ
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れ
は
、
仁
斎
の
支
配
－
被
支
配
の
意
識
の
社
会
的
基
礎
を
明
ら
か
に
し
、

与
え
、
仁
斎
の
差
別
的
論
理
に
せ
ま
る
手
段
を
提
供
す
る
だ
ろ
う
。

修
身
・
斉
家
で
の
終
始
と
治
国
・
平
天
下
の
捨
象
の
意
義
に
示
唆
を
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拝
借
米
上
納
之
覚

一
、
　
拝
借
旧
米
六
石
四
斗
六
升
士
窟
ム
ロ

　
　
此
代
三
百
四
拾
八
匁
九
分

　
　
　
　
　
　
但
五
拾
四
匁
二
候

右
三
分
一
代
銀
百
拾
六
匁
三
分

　
　
拾
三
軒
二
割
壱
軒
二
付
八
匁
九
分
五
リ
候
ハ

　
〆
壱
軒
役
二
付
九
匁
壱
分
宛

・
外
二
壱
分
五
り
つ
Σ
か
ん
銭

　
芝
焼
や
米
価
高
騰
の
と
き
、
京
都
市
中
一
統
は
幕
府
か
ら
「
拝
借
米
」
を
受
け
、
町
単
位
に
割
り
あ
て
た
。
幕
府
の
視
点
で
い
え
ば
「
救

米
」
で
あ
る
。
町
衆
は
、
町
か
ら
こ
れ
を
受
け
と
っ
た
。
仁
斎
生
存
中
、
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
、
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
、
元
禄
九
年
（
一
六

九
六
）
、
同
一
三
年
目
一
七
〇
〇
）
の
四
回
に
わ
た
っ
て
拝
借
米
を
し
た
が
、
右
の
も
の
は
何
年
の
か
不
明
で
あ
る
。
町
中
で
六
石
四
斗
一
合
の
米

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

を
借
用
し
、
一
三
軒
の
家
に
四
斗
九
升
つ
つ
割
り
あ
て
た
ら
し
い
。
東
堀
川
四
町
目
で
は
、
家
持
衆
七
軒
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
家
持
・
借
家

人
の
区
別
な
く
平
等
に
と
り
あ
つ
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
一
石
銀
五
四
匁
の
計
算
で
合
計
三
四
八
匁
九
分
の
借
金
に
な
り
、
そ
れ
を
三
年
間
で

返
済
す
る
。
一
年
一
軒
あ
た
り
八
匁
九
分
五
厘
、
利
子
一
分
五
厘
を
つ
け
て
、
含
計
九
匁
一
分
つ
つ
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
、
　
「
町
内
身
上
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

如
意
成
仁
御
座
候
而
無
心
町
中
江
被
申
鷺
山
・
寄
合
之
上
町
中
一
統
二
得
心
之
訟
訴
ハ
・
聞
届
可
遺
事
」
　
（
宝
鏡
院
殿
東
町
）
と
、
町
が
生
活

困
窮
者
の
た
め
に
寄
合
を
開
い
て
金
融
を
行
な
う
場
合
が
あ
り
、
平
常
時
に
は
、
こ
の
ほ
う
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ



に
せ
よ
、
町
は
非
常
時
・
平
常
時
を
問
わ
ず
、
町
衆
の
生
活
を
平
等
に
保
障
す
る
側
面
を
も
つ
と
い
え
よ
う
。

　
年
寄
定
之
事

　
先
規
よ
り
町
中
定
之
通
当
年
嵜
之
中
町
内
二
い
か
車
輿
六
ケ
敷
事
出
来
候
共
其
年
寄
諸
事
相
選
挙
申
候
た
と
ひ
其
年
過
候
而
次
ノ
年
寄
替
胆
魂
共
当
番
之
中

二
出
来
之
義
ハ
鱒
明
申
迄
其
年
寄
栢
済
可
申
候

　
　
（
第
二
条
は
後
掲
）

貞
享
乙
丑
二
年
二
月
朔
日
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町
に
は
、
家
持
衆
の
な
か
か
ら
選
ん
で
、
ふ
つ
う
一
・
二
名
の
年
寄
を
お
い
た
。
選
任
の
方
法
は
、
お
も
に
合
議
・
順
番
交
代
・
選
挙
の
三

方
法
の
ど
れ
か
で
あ
っ
た
。
任
期
は
一
－
三
年
が
多
い
。
年
寄
役
は
、
ま
れ
に
町
内
の
権
力
を
独
占
す
る
傾
向
を
生
ず
る
こ
と
も
あ
る
が
、
役

儀
が
繁
雑
で
責
任
が
重
い
た
め
、
一
般
に
就
任
や
責
務
を
回
避
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
右
の
定
ば
、
年
寄
の
責
任
の
が
れ
を
防
止
す
る

も
の
で
、
年
寄
役
の
非
権
力
性
を
示
す
。
諸
種
の
二
札
」
や
「
請
状
」
が
、
年
寄
に
対
し
て
で
な
く
、
「
町
中
」
（
と
き
に
年
寄
名
連
記
）
に

紺
し
て
鐵
さ
れ
る
の
を
見
て
も
、
町
が
町
衆
の
平
等
的
共
岡
組
織
と
し
て
の
意
味
を
強
く
も
っ
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

　
他
の
町
を
見
て
も
「
町
内
之
義
者
親
疎
に
不
華
甲
二
至
難
可
融
儀
二
三
候
。
難
儀
之
事
出
来
候
節
異
者
孤
独
之
人
な
と
ハ
豊
田
要
町
候
様
二

網
心
得
諸
事
念
比
二
可
相
交
主
面
存
候
」
　
（
蛸
薬
師
町
）
な
ど
の
相
互
扶
助
に
関
す
る
道
徳
的
規
定
、
　
「
町
衆
之
内
御
法
度
相
槍
町
儀
万
端
我

儘
成
仕
方
為
親
子
不
孝
眼
筋
有
之
候
ハ
・
年
寄
迄
致
案
内
急
度
致
異
見
鼠
輩
さ
せ
申
候
様
可
取
計
。
万
一
相
金
歯
不
全
筆
工
・
町
中
之
難
儀
常

駐
者
御
上
江
密
訴
も
可
有
者
也
」
　
（
六
角
町
）
な
ど
の
町
の
秩
序
を
保
つ
た
め
の
制
裁
規
定
と
い
う
よ
う
に
、
町
内
の
町
衆
す
べ
て
に
平
等
に

作
動
し
、
そ
の
再
生
産
と
安
全
保
障
に
資
す
る
も
の
が
多
い
。

　
町
衆
に
と
っ
て
、
町
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
を
定
在
さ
せ
る
共
同
体
的
自
治
の
揚
な
の
で
あ
り
、
断
じ
て
幕
藩
国
家
支
配
そ
れ
自
体
と
は
異
質
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で
あ
る
。
一
六
世
紀
以
来
の
京
都
の
町
の
こ
の
伝
統
が
、
仁
斎
の
支
配
…
被
支
配
の
意
識
に
反
映
し
、
専
制
一
愚
民
観
を
否
定
さ
せ
た
の
だ
ろ

う
。
さ
ら
に
、
四
条
目
の
修
身
・
斉
家
か
ら
治
国
・
平
天
下
へ
の
過
程
は
、
あ
く
ま
で
も
支
配
者
の
視
座
か
ら
構
成
さ
れ
た
連
鎖
で
あ
り
、
京

都
町
衆
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
斉
家
を
治
国
に
展
醐
さ
せ
る
契
機
は
存
在
せ
ず
、
む
し
ろ
斉
家
は
郷
党
（
惣
町
結
合
）
へ
と
発
展
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
四
条
目
鼻
に
郷
党
は
含
ま
れ
な
い
。
仁
斎
が
、
修
身
・
斉
家
で
論
理
を
終
始
す
る
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
た
め

だ
ろ
う
。
ま
た
、
仁
斎
が
、
人
の
存
在
そ
れ
自
体
か
ら
不
可
変
の
差
別
性
の
原
理
を
排
除
し
、
人
の
存
在
の
平
等
性
の
原
理
を
確
立
す
る
こ
と

に
は
、
町
の
も
つ
平
等
性
の
機
能
が
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
仁
斎
に
お
い
て
、
人
の
平
等
性
の
原
理
は
、
け
っ
き
ょ
く
差
別

性
の
漂
理
に
帰
結
し
た
。
そ
の
意
味
を
次
節
で
た
ど
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
①
　
『
論
語
古
義
』
の
分
章
で
は
、
庸
不
正
不
坐
章
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
で
あ
る
。
第
七
節
参
照
。

　
②
　
仁
斎
は
、
修
学
晦
代
に
『
黒
子
』
を
愛
読
し
て
い
た
ら
し
い
。
龍
胆
拙
稿
「
伊
　
　
　
　
④
　
秋
山
國
三
『
公
同
沿
革
史
』
上
（
元
京
都
市
公
詞
組
合
連
合
会
事
務
所
、
一
九

　
　
藤
仁
斎
と
宋
・
元
・
明
の
儒
譲
」
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
年
）
三
一
九
ペ
ー
ジ
か
ら
引
期
。
東
堀
用
四
町
目
以
外
の
町
掟
は
、
こ
れ
と

　
③
　
町
汁
の
出
席
者
は
家
特
衆
に
限
ら
れ
る
が
、
仁
斎
の
日
賦
に
よ
れ
ば
、
東
堀
川
　
　
　
　
　
『
京
都
の
歴
史
』
三
－
蟻
巻
（
学
芸
書
林
馬
　
～
九
六
八
－
七
三
年
）
に
よ
る
こ
と

　
　
四
町
目
の
町
汁
繊
席
者
数
は
天
和
二
年
七
月
一
日
、
岡
年
一
二
月
六
目
と
も
に
七
　
　
　
　
　
が
多
い
。
以
下
、
い
ち
い
ち
註
記
し
な
い
。
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六
　
人
情
説
と
町
の
差
別
性

　
仁
斎
は
、
人
の
自
然
性
を
存
在
根
拠
と
す
る
四
端
の
心
が
拡
充
さ
れ
て
社
会
的
普
遍
妥
当
性
を
獲
得
し
た
と
き
、
仁
義
礼
智
の
徳
に
転
化
す

る
と
主
張
し
た
。
社
会
的
算
盤
妥
当
性
と
は
社
会
慣
習
と
現
実
権
力
の
動
向
で
あ
る
。
で
は
、
人
の
自
然
的
心
情
は
、
そ
の
拡
大
の
過
程
で
、

ま
っ
た
く
消
失
し
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
仁
斎
は
、
孔
子
が
顔
淵
の
死
に
働
期
し
た
『
論
語
』
先
進
篇
顔
貌
死
子
嬰
之
働
章
を
め
ぐ
っ
て
、

喜
怒
哀
楽
は
、
　
「
人
情
」
の
不
可
避
的
な
発
現
で
あ
り
、
そ
れ
が
節
度
を
保
っ
て
い
た
と
き
、
　
「
天
下
の
達
道
」
（
『
論
』
二
．
先
進
篇
）
と
い
い
、

か
た
よ
っ
て
い
た
と
き
、
　
「
人
の
私
清
」
（
岡
）
と
い
う
と
主
張
す
る
。
こ
の
思
想
は
、
一
見
、
朱
子
の
そ
れ
と
同
一
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
え

る
。
し
か
し
、
①
朱
子
は
、
理
気
二
元
論
の
立
場
か
ら
、
性
－
理
は
、
情
－
覇
気
の
結
合
体
の
う
ち
に
の
み
、
具
体
的
に
あ
ら
わ
れ
る
と
し
、
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気
が
純
粋
な
ら
ば
清
は
性
そ
の
も
の
を
表
現
し
、
気
が
混
濁
し
て
い
る
と
清
は
性
を
正
し
く
表
現
で
き
な
い
か
た
よ
っ
た
も
の
に
な
る
と
考
え

る
。
仁
斎
は
、
一
元
気
論
の
立
場
か
ら
、
理
の
実
在
を
否
定
し
、
情
を
気
の
＝
兀
で
と
ら
え
、
情
の
動
き
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
、
適
切
な
も
の

と
か
た
よ
っ
た
も
の
を
区
分
す
る
。
②
朱
子
は
、
情
の
か
た
よ
り
を
是
正
す
る
た
め
に
、
形
式
規
範
で
あ
る
礼
を
順
守
す
る
必
要
が
あ
る
と
い

う
。
仁
斎
は
、
逆
に
「
其
れ
人
情
は
聖
人
の
廃
せ
ざ
る
影
堂
。
堅
く
も
点
れ
を
人
情
に
求
め
て
、
安
か
ら
ざ
る
所
の
者
は
、
聖
人
為
さ
ず
」
（
同
〉

と
、
人
情
を
規
範
化
す
る
。
人
情
の
適
切
な
形
態
は
、
　
「
天
下
の
達
道
」
で
あ
る
。
③
朱
子
が
い
う
人
情
は
、
つ
ね
に
適
切
に
発
現
す
る
聖
人

の
情
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
の
「
常
人
の
情
」
で
あ
り
、
当
然
、
か
た
よ
り
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
仁
斎
の
い
う
人
皆
は
、
　
「
聖
人
と
難
ど
も

以
て
人
に
異
な
る
者
無
し
」
（
同
）
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
常
人
の
情
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
人
情
は
、
　
「
天
下
古
今
の
同
じ
ふ
す
る
」
（
『
論
』
二
・
八
倫
篇
）
恒
常
不
変
の
人
間
の
情
動
で
あ
り
、
い
わ
ば
常
民
の
普
遍
的
心
情
で

あ
る
。
道
徳
の
実
践
も
、
　
「
人
情
の
趨
く
所
に
就
い
て
、
其
の
善
を
取
る
の
み
」
（
『
孟
』
自
．
告
干
上
）
と
、
人
情
に
則
し
て
行
な
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
　
「
人
情
の
免
が
れ
ざ
る
所
を
廃
せ
ん
と
欲
す
る
と
き
は
、
則
ち
倫
を
絶
す
る
に
至
る
」
（
『
論
』
二
・
八
倫
篇
）
と
、
人
情
が
不
可
避

的
当
然
的
と
す
る
も
の
に
し
た
が
わ
な
い
の
は
、
入
間
関
係
を
廃
棄
す
る
に
ひ
と
し
い
。
仁
斎
は
、
朱
子
の
あ
る
経
書
解
釈
に
反
対
し
て
い
う
、

「
其
の
論
正
し
と
難
ど
も
、
而
も
尤
も
人
情
に
非
ず
、
従
ふ
可
か
ら
ず
」
（
『
論
』
二
．
子
路
篇
）
。
重
要
な
の
は
、
論
理
的
整
合
性
で
な
く
、
人

情
に
合
致
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
っ
す
ぐ

　
楚
の
葉
県
の
首
長
が
、
支
配
下
に
直
な
男
が
い
て
自
分
の
父
の
犯
罪
を
訴
え
た
と
自
慢
し
た
。
孔
子
は
、
父
子
は
た
が
い
に
隠
し
あ
う
べ
き

　
　
　
ま
っ
す
ぐ

で
あ
り
、
直
さ
は
そ
の
な
か
に
そ
な
わ
る
の
だ
と
反
論
し
た
。
こ
の
『
論
語
』
子
路
落
葉
公
器
孔
子
日
章
の
記
事
に
つ
い
て
、
朱
子
は
、
父
子

が
隠
し
あ
う
の
は
、
天
理
と
人
情
に
か
な
う
か
ら
、
直
を
求
め
る
行
為
で
な
く
と
も
、
直
が
そ
な
わ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
（
『
論
語
集
註
』
子

路
篇
）
。
仁
斎
は
、
　
「
隠
は
直
に
非
ず
。
然
れ
ど
も
父
子
栢
隠
す
は
、
道
也
」
（
『
論
』
二
・
子
路
篇
）
と
主
張
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
　
「
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

情
の
至
り
」
（
同
）
で
あ
り
、
　
「
芙
下
古
今
の
同
じ
く
然
る
所
」
（
同
）
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
　
「
私
曲
す
る
所
無
」
（
同
）
く
、
直
そ
の
も
の

で
あ
る
。
直
と
は
、
　
「
是
な
る
と
き
は
則
ち
之
れ
を
是
と
し
、
非
な
る
と
き
は
則
ち
暴
れ
を
非
と
す
。
当
に
取
る
べ
き
と
き
は
翔
ち
取
り
、
当
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も
と

に
捨
つ
る
べ
き
と
き
は
翔
ち
捨
つ
」
（
同
難
問
篇
）
る
徳
鼠
で
あ
る
が
、
仁
斎
は
、
「
民
情
本
直
、
阿
比
す
る
所
無
し
」
（
同
）
と
、
入
国
は
、
本
来
、

直
だ
と
断
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
情
以
外
に
道
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
異
端
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
仁
斎
の
立
場
が
、
の
ち
、

径
練
に
よ
っ
て
、
　
「
人
清
量
に
万
里
に
合
は
ん
や
偏
（
『
論
語
徴
』
子
路
篇
）
と
痛
繋
さ
れ
る
こ
と
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
仁
斎
の
人
情
説
の
特
性
を
ハ
経
書
解
釈
の
具
体
例
を
と
お
し
て
見
よ
う
。
　
『
論
語
』
里
仁
軍
人
之
過
章
で
、
孔
子
が
、
入
の
泌
や
ま
ち
を
み

れ
ば
、
そ
の
人
が
仁
者
か
ど
う
か
わ
か
る
と
い
う
。
朱
子
は
、
君
子
は
常
に
厚
き
に
失
し
、
小
人
は
常
に
薄
き
に
失
す
」
と
い
う
程
伊
川
の
解

釈
を
と
る
。
仁
斎
は
、
　
「
此
れ
過
を
以
て
人
を
棄
つ
る
者
の
為
に
発
す
」
（
『
論
点
二
・
里
仁
篇
）
と
い
い
、
　
「
量
に
遽
に
過
を
以
て
人
を
棄
て
ん

や
。
聖
人
深
く
人
の
過
を
貴
め
ざ
る
こ
と
此
く
の
如
し
。
世
の
深
く
人
の
過
を
轡
む
る
者
以
て
警
み
る
慰
し
」
（
同
）
と
、
あ
や
ま
ち
を
犯
し
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
に
わ
か
に
入
を
棄
て
る
よ
う
な
こ
と
を
す
る
な
と
力
説
す
る
。
　
「
其
の
過
を
観
る
と
き
は
、
則
ち
亦
以
て
其
の
仁
の
厚
薄
を

知
る
に
足
る
」
（
岡
）
、
む
し
ろ
、
あ
や
ま
ち
の
犯
し
か
た
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
の
道
徳
性
の
程
度
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
人
聞

の
弱
さ
に
対
す
る
寛
容
の
態
度
が
、
人
情
説
の
特
性
の
一
つ
だ
と
い
え
よ
う
。

　
『
論
語
』
賜
貨
篇
宰
五
絃
章
で
、
宰
我
が
、
父
母
に
対
す
る
三
年
の
喪
は
長
す
ぎ
る
、
」
年
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
だ
と
い
い
、
孔
子
は
、
そ
れ
を

非
難
す
る
。
朱
子
は
、
　
「
其
の
仁
な
ら
ざ
る
に
由
っ
て
、
故
に
親
を
愛
す
る
の
薄
き
こ
と
、
惨
く
の
如
し
」
（
『
論
語
集
註
』
金
貨
篇
）
、
「
特
に
以

て
書
手
の
恩
無
き
を
責
む
」
（
同
）
と
主
張
し
、
宰
我
を
反
道
徳
的
な
忘
恩
の
徒
と
断
定
す
る
。
仁
斎
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
解

釈
す
る
。
宰
我
は
、
父
母
が
健
在
で
、
親
を
失
な
っ
た
哀
切
の
思
い
を
経
験
し
て
い
な
い
か
ら
、
三
年
の
喪
を
長
い
と
考
え
る
に
す
ぎ
な
い
。

宰
我
が
将
来
、
父
母
の
死
に
直
等
し
た
と
き
、
三
年
の
喪
は
、
　
「
自
か
ら
巳
む
こ
と
能
は
ざ
る
の
至
情
」
（
『
論
』
二
・
陽
与
野
）
、
　
つ
ま
り
、
そ

う
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
至
高
の
人
情
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
、
と
ら
え
ら
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
三
年
の
喪
と
い
う
形
式
規
範
を
、
心
情
の

発
現
と
し
て
考
え
、
宰
我
は
、
ま
だ
そ
の
心
情
を
経
験
し
な
い
も
の
と
し
て
寛
恕
さ
れ
、
断
罪
の
対
象
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
人
間
の
意
識

を
規
定
す
る
客
観
的
状
況
の
理
解
が
、
入
清
説
の
特
性
の
第
二
で
あ
る
。

　
舜
は
、
父
と
継
母
に
孝
を
つ
く
し
な
が
ら
、
か
え
っ
て
父
母
に
迫
害
さ
れ
て
号
泣
し
た
。
　
『
孟
子
』
万
章
章
句
導
管
一
章
で
、
万
章
が
、
舜
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の
号
泣
の
意
味
を
問
い
、
孟
子
は
、
舜
が
「
怨
慕
」
し
た
の
だ
と
答
え
る
。
朱
子
は
、
　
「
怨
慕
」
を
「
己
れ
の
其
の
親
を
得
ざ
る
こ
と
を
怨
み
、

而
し
て
思
慕
す
る
也
」
（
『
孟
子
集
註
』
万
章
上
）
と
解
釈
す
る
。
舜
が
怨
む
の
は
、
親
で
は
な
く
、
わ
が
身
の
つ
た
な
さ
で
あ
る
。
仁
斎
は
、
つ

ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
　
「
親
を
慕
ふ
は
孝
子
の
常
情
」
（
『
孟
』
自
・
万
章
上
）
で
あ
り
、
同
時
に
親
を
「
怨
む
は
孝
子
の
至
情
」
（
同
）
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
子
に
対
す
る
親
の
あ
や
ま
ち
が
小
さ
け
れ
ば
、
子
は
、
怨
ま
ず
に
す
む
。
し
か
し
、
親
の
あ
や
ま
ち
が
た
え
が
た
い
ほ
ど
大
き
い

と
き
、
子
が
親
を
怨
ま
な
い
の
は
、
親
に
対
す
る
子
の
気
持
が
よ
そ
よ
そ
し
い
証
拠
で
、
か
え
っ
て
「
孝
子
の
心
に
非
ず
」
（
同
）
と
い
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
偽
善
を
排
除
し
、
感
情
の
真
率
な
傾
向
を
道
徳
実
践
の
基
礎
と
し
て
尊
重
す
る
態
度
が
、
人
情
説
の
特
性
の
第
三
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
仁
斎
の
人
情
説
は
、
み
ず
み
ず
し
い
人
間
的
心
情
に
あ
ふ
れ
た
諸
特
性
を
も
つ
。
集
約
し
て
い
え
ば
、
人
情
と
は
、
公
－

絶
対
的
普
遍
の
も
と
に
個
人
を
断
罪
す
る
こ
と
な
く
、
私
－
個
人
的
心
理
・
状
態
を
深
く
理
解
し
共
感
す
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
き
に
、
仁
斎
に

お
け
る
至
公
の
否
定
を
み
た
が
、
私
の
肯
定
が
こ
こ
に
成
立
し
た
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
そ
の
人
情
は
、
あ
く
ま
で
も
「
天
下
の
達
道
」
で
あ
り
、
　
「
天
下
古
今
の
同
じ
く
然
る
所
」
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
他
人
の
理
解
・
共
鳴
を
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
い
い
か
え
れ
ば
歓
会
的
普
遍
妥
当
性
を
も
た
な
い
個
人
の
主
観
的
心
情
は
、
　
「
其

の
節
に
中
ら
ざ
る
…
…
人
の
私
情
」
で
あ
り
、
　
「
情
を
縦
に
す
る
」
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
　
「
人
の
私
情
」
を
「
天
下
の
達
道
」
に
高
め
る
こ
と

こ
そ
、
　
「
人
品
の
至
り
」
な
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
人
情
は
、
俗
－
社
会
慣
習
と
合
一
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
背
反
す
べ
き
も
の
で

は
な
い
。

　
『
論
語
』
公
議
長
篇
子
謂
公
冶
長
章
で
、
孔
子
は
、
公
論
長
が
、
以
前
、
罪
人
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
に
は
罪
が
な
か
っ
た
と
し
て
、

自
分
の
娘
と
結
婚
さ
せ
る
。
仁
斎
は
、
こ
の
事
件
を
「
失
れ
女
を
嫁
し
婿
を
択
む
に
必
ず
其
の
訳
無
き
者
を
求
む
る
は
、
天
下
の
同
清
也
。
夫
子
、

繰
綾
の
中
に
陥
る
と
錐
ど
も
、
然
れ
ど
も
其
の
罪
に
非
ず
其
の
徳
を
損
ず
る
こ
と
無
き
が
為
を
以
て
、
肥
れ
に
嘉
す
」
（
『
論
』
二
．
公
冶
長
篇
）

と
理
解
す
る
。
結
婚
の
対
象
と
し
て
「
環
無
き
者
」
を
選
択
し
、
　
「
環
有
る
者
」
を
拒
否
す
る
社
会
慣
習
は
、
　
「
天
下
の
同
情
」
つ
ま
り
当
然

の
人
清
と
し
て
肯
定
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
孔
子
が
公
寮
長
を
婿
に
選
ん
だ
行
為
は
是
認
す
る
け
れ
ど
も
、
朱
子
が
、
　
「
走
れ
罪
有
る
と
罪
無
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き
と
は
、
我
に
在
る
の
み
。
豊
に
外
よ
り
至
る
者
を
以
て
栄
辱
と
為
さ
ん
や
」
（
『
論
語
集
謹
』
公
言
長
篇
）
と
、
罪
の
有
無
を
自
己
の
道
徳
性
に

か
か
る
内
面
的
問
題
と
し
、
処
罰
の
有
無
と
い
う
外
面
的
問
題
で
は
な
い
と
断
定
す
る
、
明
快
な
態
度
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、

孔
子
が
兄
の
娘
を
南
容
と
い
う
「
治
朝
に
用
ひ
ら
れ
…
…
能
く
禍
を
乱
世
に
免
が
れ
ん
」
（
『
論
』
二
．
公
議
長
篇
）
と
論
評
さ
れ
る
要
領
の
い
い

入
物
に
嫁
入
り
さ
せ
た
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
　
「
正
に
見
る
、
夫
子
の
人
を
取
る
、
惟
だ
振
れ
之
れ
従
ふ
て
一
に
拘
は
ら
ざ
る
こ
と
」
（
同
）
と
結

論
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
仁
斎
は
、
、
コ
法
に
拘
泥
」
（
『
孟
』
自
・
尽
心
上
）
す
る
こ
と
を
否
定
し
、
　
「
時
宜
を
量
度
」
（
同
）
す
る
権
を
道
徳
達
成

の
不
可
欠
の
手
段
と
み
な
し
た
が
、
こ
の
結
論
づ
け
は
、
孔
子
の
行
為
が
ま
さ
に
権
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
の
も

の
で
あ
る
。
な
ぜ
孔
子
が
「
天
下
の
同
情
」
に
そ
む
い
て
、
娘
と
公
冶
長
を
結
婚
さ
せ
た
か
に
つ
い
て
、
朱
子
の
よ
う
な
原
詩
的
説
明
を
、
仁

斎
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
仁
斎
に
お
い
て
は
、
徳
は
社
会
的
普
遍
妥
当
性
の
獲
得
で
あ
り
、
人
情
は
社
会
慣
習
と
の
合
一
的
心
情
で
あ

る
か
ら
、
穂
と
人
情
は
当
然
一
致
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
人
情
と
対
立
す
る
徳
を
説
明
で
き
る
原
期
的
立
場
を
、
仁
斎
は
も
っ
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
さ
き
に
、
仁
雪
道
徳
論
に
お
け
る
平
等
性
の
原
理
が
差
別
性
の
原
理
に
転
化
す
る
こ
と
を
論
証
し
た
が
、
仁
聖
人
清
説
に
お

い
て
も
、
人
の
心
情
的
自
然
の
重
視
は
、
同
時
に
、
差
別
的
心
情
の
現
実
を
肯
定
す
る
論
理
を
み
ち
び
き
だ
す
。

　
こ
こ
で
ふ
た
た
び
東
堀
川
四
町
目
の
「
町
中
定
」
の
分
析
に
転
じ
よ
う
。

48 （540）

汁
献
立
之
覚

一
、
汁
　
く
し
ら
鰍

　
　
　
た
ら
の
す
ま
し
敷

一
、
な
ま
す
　
大
根
少
≧
入
候

一
、
や
き
物
　
う
す
塩
之
物

一
、
に
物
　
つ
ぼ
ざ
ら
に
て
く
し
あ
わ
び
顛

　
　
　
　
い
り
こ
鰍



　
　
　
　
ご
ぼ
う
に
て
も
く
わ
ひ
に
て
も
入
候

一
、
さ
か
な
　
た
こ
鰍

　
　
　
　
　
あ
か
」
ひ
鰍

一
、
し
や
う
し
ん
さ
か
な
　
に
ん
じ
ん
二
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
に
て
も

一
、
酒
　
三
遍
　
宜
御
心
次
第

　
君
之
通
町
中
永
代
無
相
違
堅
可
被
相
守
也
若
盛
之
通
二
相
違
懸
鼻
聾
者
為
科
料
銭
壱
貫
文
受
壷
出
者
也

仁斎学の原像（三宅）

　
京
都
の
各
町
は
、
毎
月
、
あ
る
い
は
年
数
回
、
家
持
の
町
衆
が
寄
合
を
開
い
て
、
京
都
所
司
代
発
布
の
法
令
や
町
掟
を
読
み
、
町
内
自
治
に

つ
い
て
の
討
議
・
申
合
せ
を
行
な
い
、
そ
の
の
ち
宴
会
を
開
い
た
。
こ
れ
が
町
汁
で
、
家
持
衆
の
特
権
的
会
議
で
あ
る
。
右
の
規
定
は
献
立
が

だ
ん
だ
ん
豪
華
に
な
っ
て
、
経
済
的
負
担
が
過
重
に
な
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
前
掲
の
「
年
寄
定
之
事
」
の
第
二
条
に
、

　
一
、
毎
年
二
季
之
汁
代
当
番
よ
り
出
し
可
申
候
戌
七
月
二
日
二
町
中
御
事
合
之
上
二
而
重
目
二
代
出
申
間
敷
事

と
あ
っ
て
、
東
堀
川
四
町
目
で
は
、
町
議
は
年
二
回
開
か
れ
、
そ
の
宴
会
の
費
用
は
、
当
番
の
家
で
出
す
規
定
で
あ
る
。
仁
斎
の
日
記
に
よ
れ

ば
、
天
和
二
年
七
月
朔
日
、
仁
斎
の
家
が
「
町
汁
に
相
当
り
」
、
「
九
郎
右
衛
門
殿
」
以
下
、
仁
斎
を
含
め
て
四
町
目
の
家
持
二
七
名
が
会
合
し

て
い
る
。
岡
年
一
二
月
六
日
置
、
柏
屋
が
十
二
の
当
番
で
、
同
じ
く
七
名
の
会
合
で
あ
る
。
　
「
汁
献
立
の
覚
」
の
献
立
も
、
当
時
と
し
て
は
高

卓
な
内
容
で
あ
る
が
、
仁
斎
家
の
献
立
は
、
こ
の
『
覚
』
以
前
の
も
の
な
の
か
、
塩
鴨
の
汁
・
あ
さ
瓜
と
赤
貝
の
な
ま
す
・
鮎
の
焼
物
な
ど
ひ

じ
ょ
う
に
豪
華
で
あ
り
、
東
堀
川
四
町
目
の
家
持
衆
は
、
三
年
半
に
一
度
は
、
七
人
分
の
こ
の
よ
う
な
客
膳
を
と
と
の
え
る
経
済
力
を
も
た
な

け
れ
ば
、
　
「
俗
」
に
し
た
が
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
、
家
之
売
買
候
共
加
ぢ
ば
ん
じ
や
う
あ
を
や
一
切
売
買
仕
間
敷
事
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一、

ｳ
請
人
者
に
家
之
売
買
仕
間
敷
事

一
、
借
家
借
申
と
も
請
人
な
起
老
二
借
申
間
敷
事

一、

ﾆ
之
売
買
拾
分
一
た
る
へ
き
事

一、

U
舞
銭
銀
三
枚

一、

?
切
　
　
同
拾
枚

一
、
家
渡
粥
　
同
拾
匁

一
、
年
寄
銭
同
廿
琶

一
、
く
わ
ん
と
銭
　
同
五
匁

一、

p
人
銭
　
同
五
匁

　
右
家
売
買
之
定
也

一
、
五
匁

一
、
五
匁

一
、
五
匁

一
、
五
匁

一
、
五
匁

一
、
捨
弐
匁

一
、
三
匁

よ
め
と
り

む
こ
と
り

く
わ
ん
と
成

ゑ
ほ
し
き

入
道
成

表
借
家
出
銀

裂
借
家
出
銀
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町
掟
は
、
き
わ
め
て
多
様
な
内
容
を
も
つ
が
、
そ
の
な
か
で
も
っ
と
も
重
大
を
意
味
を
も
つ
規
定
は
、
右
の
「
繋
売
買
」
お
よ
び
「
出
銀
」

に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
前
者
は
、
町
の
階
級
的
身
分
的
構
成
を
維
持
す
る
た
め
に
、
後
者
は
、
木
戸
を
設
け
番
人
を
雇
っ
て
自
衛
し
、
防



仁斎学の原像（三宅）

火
用
具
を
常
置
す
る
な
ど
町
の
財
政
基
盤
を
確
立
す
る
た
め
に
、
も
う
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、
　
一
通
目
は
、
　
一
一
三
条
の
売
買
禁
止
規

定
、
四
－
一
〇
条
の
売
買
費
用
規
定
に
わ
か
れ
る
。
第
一
条
の
「
加
ぢ
」
は
鍛
治
屋
、
「
ば
ん
じ
ゃ
う
」
は
番
匠
瓠
大
工
で
あ
る
。
「
あ
を
や
」

は
華
屋
聾
藍
染
業
者
で
、
仁
斎
生
存
当
時
は
、
も
っ
と
も
激
し
い
差
別
に
苦
し
む
被
差
別
部
落
民
だ
っ
た
。
鍛
治
屋
・
大
工
な
ど
手
工
業
者
を

排
除
す
る
規
定
は
、
と
く
に
商
業
中
心
の
町
ま
ち
に
多
く
、
そ
の
指
定
す
る
職
種
は
各
町
の
条
件
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
被
差
別
部
落

民
に
紺
す
る
差
別
規
定
は
、
き
わ
め
て
普
遍
的
な
も
の
で
、
た
と
え
ば
長
刀
鉾
町
で
は
、
そ
の
「
売
玉
成
ま
し
き
事
」
の
第
一
条
に
「
あ
を
や
」

を
あ
げ
、
衣
棚
南
町
で
は
、
　
「
家
買
来
リ
候
畑
田
借
屋
以
下
迄
定
置
所
之
人
品
制
止
野
曝
」
の
末
尾
に
「
単
性
悪
人
等
」
を
あ
げ
て
い
る
。

　
四
条
は
家
の
売
買
に
対
す
る
町
の
賦
課
、
五
－
七
条
は
売
買
に
と
も
な
う
町
中
へ
の
広
め
の
諸
費
用
、
八
条
は
町
年
寄
の
手
数
に
支
払
う
費

用
、
九
条
は
官
途
銭
で
、
新
ら
し
い
家
主
が
町
入
り
（
そ
の
町
の
住
民
に
な
る
こ
と
）
を
認
め
ら
れ
る
た
め
の
費
用
、
一
〇
条
は
町
中
の
雑
役

を
行
な
う
用
人
（
町
の
使
用
人
）
に
与
え
る
心
付
け
で
あ
り
、
五
…
一
〇
条
の
費
用
を
通
貸
す
れ
ば
五
三
匁
、
さ
き
の
拝
借
米
が
一
石
五
四
匁

の
計
箕
だ
か
ら
、
こ
れ
に
家
売
買
十
分
の
一
の
町
の
課
税
を
入
れ
る
と
、
新
ら
し
く
町
入
り
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
、
過
重
の
出
費
に
な
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
臨
時
の
収
入
だ
け
で
な
く
、
町
の
財
政
基
盤
と
し
て
は
、
各
家
持
衆
に
対
す
る
課
税
が
あ
り
、
嘉
永
年
間
の
築
山
上
半
町

の
「
町
定
式
入
用
勘
定
年
中
見
積
書
」
で
は
、
一
軒
あ
た
り
二
三
匁
七
分
一
厘
三
毛
に
な
っ
て
い
る
。

　
二
通
醤
の
一
・
二
条
は
結
婚
、
三
条
は
成
人
し
た
も
の
の
町
の
構
成
員
と
し
て
の
公
認
、
四
条
は
子
供
の
元
服
、
五
条
は
明
家
す
る
場
合
な

ど
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
町
へ
納
入
す
る
た
め
の
諸
費
用
の
規
定
で
あ
る
。
結
婚
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
六
角
町
の
式
目
に
、

　
一
、
養
子
入
聾
其
仁
筋
目
人
柄
能
々
致
吟
味
取
結
尤
町
年
寄
盆
前
蓋
世
案
内
可
仕
事
。
但
シ
男
女
共
也

　
一
、
嫁
ハ
婚
礼
町
年
寄
迄
致
案
内
過
礼
無
之
物
静
二
可
仕
事
。
但
シ
町
筋
目
黒
吟
味
呼
入
沼
津
者
也

と
あ
る
よ
う
に
、
差
別
規
定
が
存
在
す
る
。
仁
斎
居
住
の
束
堀
川
四
町
目
で
も
A
青
屋
に
対
す
る
差
別
規
定
か
ら
考
え
て
、
か
な
ら
ず
結
婚
問

題
に
つ
い
て
の
差
別
的
干
渉
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
六
条
は
表
通
り
の
借
家
、
七
条
は
裏
通
り
の
借
家
を
借
り
る
と
き
の
国
魂
規
定
で
あ
る

が
、
借
家
人
は
正
規
の
町
の
構
成
員
と
は
み
な
さ
れ
ず
、
町
汁
な
ど
町
の
会
合
へ
出
席
す
る
権
利
を
も
た
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
　
「
借
屋
衆
中
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江
町
衆
振
廻
二
参
候
事
、
可
レ
訓
義
無
用
一
箏
」
　
（
六
角
町
）
と
、
家
持
と
の
交
際
す
ら
制
限
を
受
け
る
ほ
ど
だ
っ
た
。

　
東
堀
川
四
町
国
の
「
町
中
定
」
は
、
　
町
が
町
衆
の
家
を
定
在
さ
せ
る
共
同
組
織
で
あ
り
、
同
時
に
、
被
差
別
部
落
民
・
特
定
職
種
手
工
業

者
・
借
家
人
衆
な
ど
に
対
す
る
差
別
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
そ
し
て
、
こ
の
生
活
媒
介
機
能
と
差
別
構
造
は
、
町
内
部
だ
け
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

く
、
町
方
に
お
け
る
町
と
町
の
関
係
、
京
都
市
中
総
体
に
お
け
る
町
組
と
営
舎
の
関
係
に
貫
徹
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
町
組
は
、
も
と
も
と
町

単
独
で
は
自
衛
能
力
が
じ
ゅ
う
ぶ
ん
で
な
い
た
め
に
、
町
ま
ち
が
集
ま
っ
て
結
成
し
た
連
合
体
で
あ
り
、
仁
斎
当
時
も
、
火
災
・
葬
式
な
ど
の
桐

互
扶
助
、
法
令
の
伝
達
や
諸
税
の
割
当
て
な
ど
は
、
町
組
を
単
位
と
し
て
行
な
わ
れ
、
町
組
を
構
成
す
る
町
ま
ち
を
順
番
に
月
行
事
町
・
年
行
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

町
に
選
ん
で
、
対
内
的
・
対
外
的
事
務
を
執
行
さ
せ
た
。
し
か
し
、
町
組
に
は
、
蓑
通
り
で
経
済
力
豊
か
な
親
町
と
、
裏
通
り
で
経
済
力
の
低

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

い
枝
町
と
の
格
差
が
あ
り
、
枝
町
は
特
定
の
親
町
に
付
属
し
、
　
「
謂
は
ば
主
従
の
如
き
関
係
」
を
保
っ
た
。
そ
れ
は
、
諸
役
の
負
担
金
が
、
親

町
六
三
と
枝
町
三
七
と
い
う
経
済
的
格
組
に
裏
づ
け
ら
れ
て
・
法
令
伝
達
●
諸
役
徴
収
は
親
町
を
通
じ
て
の
み
枝
町
に
達
せ
ら
れ
・
江
戸
城
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

将
軍
に
拝
賀
す
る
資
格
は
親
町
年
寄
に
の
み
与
え
ら
れ
、
枝
町
は
そ
の
た
め
の
費
用
を
分
担
す
る
だ
け
に
す
ぎ
な
い
。
親
町
－
枝
町
の
関
係
は
、

明
ら
か
に
差
別
一
被
差
別
の
関
係
で
あ
り
、
東
堀
川
四
町
目
は
、
親
町
だ
け
で
構
成
さ
れ
て
い
る
上
川
東
組
に
所
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
京

都
市
中
総
体
に
つ
い
て
い
え
ば
、
す
で
に
戦
国
時
代
の
武
装
自
衛
し
た
惣
町
結
合
が
、
紺
外
的
に
は
、
外
部
勢
力
の
侵
略
を
防
止
し
、
共
同
体

的
自
立
を
維
持
す
る
た
め
に
機
能
す
る
と
同
時
に
、
対
内
的
に
は
、
門
閥
的
な
上
層
町
衆
が
権
力
支
配
を
行
な
い
、
階
級
的
身
分
的
な
階
層
秩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

序
を
つ
く
り
だ
す
た
め
に
機
能
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
仁
斎
の
時
代
、
商
業
中
心
地
域
の
豊
か
な
町
衆
は
、
手
工
業

者
を
町
入
り
さ
せ
ず
、
そ
の
周
辺
部
に
手
工
業
者
町
を
形
成
さ
せ
、
み
ず
か
ら
は
他
地
域
と
こ
と
な
る
中
京
衆
で
あ
る
こ
と
を
誇
っ
た
の
で
あ

⑨る
。
い
わ
ば
京
都
の
町
ま
ち
は
、
相
互
扶
助
・
内
部
統
制
・
治
安
維
持
と
い
う
平
等
性
の
原
理
を
媒
介
に
し
て
、
階
級
的
身
分
的
な
差
別
性
の

原
理
を
確
立
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
が
仁
斎
の
基
本
的
な
論
理
構
造
に
通
じ
る
こ
と
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
伊
藤
家
は
、
京
都
の
特
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

門
閥
層
で
あ
る
、
本
阿
弥
家
・
尾
形
家
・
角
倉
家
と
姻
戚
関
係
を
も
つ
上
層
町
衆
な
の
で
あ
り
、
上
層
町
衆
は
、
朝
廷
・
公
家
と
の
伝
統
的
交

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

渉
に
よ
っ
て
、
天
皇
を
幕
藩
国
家
の
総
領
主
と
し
、
そ
れ
に
直
接
に
臣
属
す
る
意
識
を
も
つ
。
仁
斎
は
綱
作
年
代
不
明
の
七
欝
絶
句
で
い
う
、

52　（5t14）．



仁斎学の原像（三宅）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
サ
　
　
　
　

「
神
皇
正
統
億
万
歳
、
一
姓
梢
伝
ふ
日
月
の
光
、
市
井
の
小
臣
嘗
て
籍
か
に
祝
す
、
願
は
く
は
文
教
を
し
て
職
漁
に
勝
ら
し
め
ん
」
（
「
祝
」
）
。

神
権
正
統
の
至
尊
に
直
属
す
る
下
か
ら
の
家
臣
意
識
は
、
至
賎
に
い
た
る
諸
階
級
諸
身
分
を
上
か
ら
差
別
す
る
意
識
に
転
化
す
る
可
能
性
を
も

つ
の
で
あ
る
。

①
　
こ
こ
で
「
直
」
の
反
対
概
念
と
し
て
、
　
「
私
曲
」
あ
る
い
は
「
曲
」
と
い
う
こ

　
と
ば
を
使
っ
て
い
る
が
、
　
仁
斎
は
、
　
至
公
の
概
念
を
否
定
す
る
か
ら
、
　
重
点
は

　
「
私
」
で
な
く
「
曲
し
に
あ
る
。
　
「
三
書
共
十
一
本
」
段
階
で
は
、
ま
だ
朱
子
学

　
的
な
表
現
が
残
っ
て
い
て
、
公
肯
定
・
私
否
定
の
印
象
を
与
え
る
こ
と
も
あ
る
が
、

　
稿
本
の
発
展
に
と
も
な
い
、
公
否
定
・
私
肯
定
の
基
本
路
線
が
貫
徹
し
て
い
く
。

②
　
脇
田
晴
子
氏
は
、
　
「
惣
町
結
合
の
階
贋
的
門
閥
町
人
支
配
の
実
態
は
、
町
共
同

　
体
内
部
に
見
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
親
町
と
寄
町
の
よ
う
な
町
相
互
間
の
対
立
を

　
内
包
し
て
い
た
こ
と
に
見
ら
れ
る
…
…
階
層
分
化
は
晦
内
部
に
現
象
す
る
こ
と
は

　
比
較
的
少
な
い
」
（
『
日
本
史
研
究
』
3
9
・
4
0
合
併
号
、
一
九
七
四
年
三
月
）
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
1

　
う
が
、
同
町
内
で
の
借
家
人
衆
、
ま
た
手
代
衆
・
後
家
衆
な
ど
へ
の
差
別
規
定
か

　
ら
見
て
、
肯
定
で
き
な
い
。
東
堀
摺
出
町
臼
で
も
、
家
持
衆
学
名
が
町
汁
に
出
席

　
す
る
だ
け
で
、
借
家
人
衆
六
名
は
無
権
利
で
あ
る
。

③
秋
山
前
掲
書
第
三
愚
筆
四
節
参
照
。

④
木
下
政
雄
・
守
屋
タ
ケ
シ
・
横
井
清
「
際
衆
生
活
の
碁
盤
」
（
『
京
都
の
歴
史
』

　
第
四
巻
第
一
章
第
四
節
）
、
木
下
政
雄
「
京
都
に
お
け
る
町
組
の
地
域
的
発
展
」

　
（
『
隈
本
史
研
究
』
九
二
号
、
　
一
九
六
七
年
七
月
）
参
照
。

七
　
仁
斎
学
の
原
像
の
歴
史
的
意
義

⑤
　
　
秋
山
一
樹
掲
書
三
九
四
ペ
ー
ジ
。

⑥
　
森
谷
早
年
・
木
下
政
雄
「
町
素
行
と
町
組
」
（
『
京
都
の
歴
史
』
第
六
巻
第
一
章

　
第
二
節
）
参
照
。

⑦
　
秋
山
前
掲
書
紀
三
章
第
四
節
参
照
。

⑧
原
田
伴
彦
「
中
世
都
市
の
自
治
転
置
阿
組
織
に
つ
い
て
」
（
『
罠
本
封
建
都
市
研

　
究
』
所
収
、
東
大
出
版
会
、
，
　
九
五
七
年
）
参
照
。

⑨
　
西
川
幸
治
・
森
谷
剋
久
「
市
街
の
発
展
」
（
『
京
都
の
歴
史
』
第
五
巻
第
六
章
第

　
一
節
）
参
照
。

⑩
　
石
田
一
良
『
伊
藤
仁
斎
』
（
『
人
物
叢
馨
』
3
9
古
用
弘
文
館
、
　
一
九
六
〇
年
）
第

　
一
参
照
。

⑪
　
た
と
え
ば
本
阿
弥
光
悦
は
、
　
「
足
利
御
代
よ
り
禁
裏
様
の
御
鰯
を
清
め
、
惣
て

　
御
用
を
勤
め
来
」
　
（
『
本
阿
弥
行
状
記
』
中
巻
八
○
段
）
　
つ
た
事
実
に
立
っ
て
、

　
「
日
本
圏
中
は
神
の
御
宋
に
て
み
な
一
嵩
襲
様
の
物
也
」
（
同
）
と
断
言
す
る
。

　
幕
藩
圏
家
の
イ
デ
オ
ロ
…
グ
が
、
将
軍
を
総
領
主
と
し
、
天
皇
の
無
権
力
を
正
当

　
化
す
る
の
と
対
極
的
で
あ
る
。
前
掲
拙
稿
「
幕
藩
主
従
制
の
思
想
的
原
理
」
参
照
。

　
幕
藩
国
家
に
お
け
る
京
都
の
町
ま
ち
は
、
し
だ
い
に
、
そ
の
惣
町
結
合
的
側
面
を
否
定
さ
れ
、
幕
藩
権
力
の
末
端
機
関
に
転
化
さ
せ
ら
れ
て

い
く
。
た
と
え
ば
、
町
代
は
本
来
、
町
組
に
雇
わ
れ
て
、
所
司
代
・
町
奉
行
所
と
事
務
的
交
渉
を
も
つ
職
務
だ
っ
た
が
、
幕
府
は
、
阻
中
で
選
出
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し
た
年
寄
よ
り
も
こ
れ
を
重
視
し
て
、
事
実
上
の
末
端
役
人
に
転
化
し
て
い
き
、
寛
文
宋
年
よ
り
町
組
に
下
付
す
る
法
令
は
、
町
代
あ
て
に
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

る
な
ど
、
町
代
が
逆
に
襲
弊
を
支
配
す
る
素
地
を
つ
く
り
だ
す
。
ま
た
、
牧
野
親
成
は
、
承
応
三
年
（
」
六
五
四
）
に
所
司
代
に
就
任
し
、
寛
文

八
年
（
一
六
六
八
）
ま
で
在
職
し
た
が
、
そ
の
間
、
　
「
町
中
寄
合
之
臼
ハ
…
…
禁
酒
可
レ
仕
事
」
（
明
暦
二
年
「
御
請
状
」
）
と
塩
汁
を
事
実
上
、
禁
止

し
「
（
ば
く
ち
禁
止
に
）
若
違
犯
之
叢
有
レ
之
時
、
当
町
よ
り
申
来
ハ
、
　
町
中
に
罪
科
を
懸
へ
か
ら
す
、
他
町
よ
り
相
聞
ヘ
ハ
、
　
町
中
曲
事
」

（
和
暦
元
年
「
条
為
U
）
と
町
の
結
合
を
分
断
し
「
（
徒
党
を
組
ん
で
乱
暴
す
る
も
の
は
）
遂
昌
糺
明
ハ
於
昌
同
意
与
力
之
輩
口
吟
、
可
レ
処
盟
罪
科
ハ
親

子
主
従
之
間
、
堅
此
旨
を
存
知
わ
き
ま
へ
、
急
度
可
麟
闇
申
付
一
」
（
同
）
と
親
子
・
主
従
す
ら
相
互
に
監
視
さ
せ
た
。
求
め
る
の
は
、
　
「
年
寄
町
中

共
出
自
余
之
沙
汰
を
不
相
交
、
　
一
同
二
可
守
法
令
之
旨
」
（
明
暦
二
年
「
京
都
町
中
年
寄
可
量
定
触
状
』
）
こ
と
で
あ
る
。
　
「
親
疎
之
差
別
」
（
明
暦
二

年
「
御
請
状
」
）
は
、
否
定
す
べ
き
「
私
」
（
同
）
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
私
に
対
す
る
公
の
優
越
が
、
法
令
の
形
態
を
と
っ
て
町
ま
ち
に

侵
透
さ
せ
ら
れ
る
。
仁
斎
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
よ
う
な
転
換
期
に
学
的
形
成
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
仁
斎
は
、
①
幕
藩
国
家
権
力
の
現
実
の
支
配
を
そ
の
ま
ま
受
容
す
る
こ
と
が
徳
の
獲
得
だ
と
考
え
た
。
ま
た
、
②
公
－
絶
対
的
普
遍
を
排
除

し
て
，
町
衆
の
私
生
活
に
基
礎
づ
け
ら
れ
、
　
「
親
疎
」
の
均
衡
を
保
っ
た
、
京
都
の
町
の
社
会
慣
習
を
、
同
じ
く
獲
得
す
べ
き
徳
と
し
、
社
会

慣
習
へ
の
合
一
的
感
情
－
人
情
を
尊
重
し
た
。
①
と
②
は
調
和
的
だ
と
さ
れ
、
矛
盾
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
じ
じ
つ
、
「
拝
借
米
上
納
之
覚
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
り

に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
幕
府
の
政
策
は
、
京
都
の
町
の
再
生
産
を
補
完
し
、
い
っ
ぽ
う
、
　
「
御
公
儀
丼
町
触
等
之
御
法
に
丁
零
間
敷
候
」
と
、

町
の
掟
は
、
幕
府
法
令
の
補
完
物
に
な
る
。
し
か
し
、
　
「
公
儀
」
と
「
町
儀
」
は
、
相
互
補
完
し
な
が
ら
も
、
支
配
と
被
支
配
の
こ
と
な
る
立

場
を
も
つ
。
と
く
に
町
儀
で
は
、
町
を
幕
政
の
宋
端
機
関
に
転
化
し
よ
う
と
す
る
公
儀
の
立
場
を
そ
の
ま
ま
受
容
し
よ
う
と
す
る
方
向
と
、
惣

町
的
結
合
を
持
続
さ
せ
よ
う
と
す
る
方
向
と
が
分
極
化
し
て
く
る
。
仁
斎
学
の
原
像
は
、
前
者
を
拒
否
し
、
後
者
を
選
ぶ
も
の
に
ほ
か
な
ら
な

い
。　

こ
れ
が
、
当
時
の
儒
学
の
思
想
状
況
の
な
か
で
、
ど
ん
な
に
特
異
な
も
の
だ
っ
た
か
。
同
じ
京
都
町
衆
で
も
、
将
軍
補
佐
役
・
保
科
正
之
の

賓
師
に
な
る
道
を
選
ん
だ
山
崎
闇
斎
（
元
和
四
－
天
和
二
、
一
六
一
六
－
八
二
）
は
、
　
孝
を
私
恩
、
　
忠
を
公
儀
と
し
、
　
父
が
反
逆
を
く
わ
だ
て
た
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仁斎学の原像（三宅）

と
き
は
、
子
は
主
君
に
父
を
訴
え
る
べ
き
で
、
逆
に
政
治
権
力
の
所
有
者
で
あ
る
主
君
が
ど
ん
な
に
無
道
で
あ
っ
て
も
、
家
臣
は
絶
対
的
に
服

従
せ
よ
と
主
張
し
た
。
岡
山
藩
番
頭
・
熊
沢
外
山
（
元
和
五
⊥
7
5
禄
四
、
一
六
一
九
一
九
一
）
は
、
私
領
域
と
公
領
域
に
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
価
値
を

認
め
な
が
ら
、
道
徳
の
本
質
は
個
人
修
養
よ
り
も
政
治
に
あ
る
と
し
て
、
公
を
私
に
優
越
さ
せ
、
君
主
が
公
的
機
能
を
は
た
さ
な
い
と
き
は
、

家
臣
が
纂
奪
す
る
こ
と
を
す
ら
支
持
し
た
。
数
多
く
の
大
名
・
旗
本
を
門
弟
に
し
た
山
鹿
素
行
（
元
和
八
…
貞
享
二
、
一
六
二
二
…
八
五
）
は
、
忠

を
最
高
の
道
徳
と
し
、
さ
ら
に
、
君
主
と
天
下
・
国
家
を
分
離
し
、
君
主
を
私
、
天
下
・
甲
子
を
公
と
規
定
し
て
、
忠
の
対
象
を
後
者
に
限
定

　
②

し
た
。
と
う
と
う
た
る
治
国
・
平
天
下
へ
の
傾
斜
と
、
私
に
対
す
る
公
優
位
の
思
想
的
潮
流
で
あ
る
。
仁
斎
学
の
原
像
が
も
つ
修
身
・
斉
家
へ

の
傾
斜
、
お
よ
び
私
肯
定
・
公
否
定
の
立
場
は
、
こ
れ
ら
幕
藩
国
家
権
力
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
そ
れ
に
く
ら
べ
て
、
き
わ
め
て
特
異
で
あ
る
こ

と
が
理
解
で
き
よ
う
。

　
だ
が
、
仁
斎
言
の
原
像
は
、
京
都
の
町
が
幕
藩
国
家
権
力
の
支
配
下
に
あ
る
こ
と
、
公
儀
と
町
儀
が
相
互
補
完
的
で
あ
る
こ
と
を
、
前
提
に

し
て
い
る
。
町
の
惣
町
的
結
合
を
確
立
す
る
道
一
京
都
の
共
同
体
的
自
立
の
方
向
を
模
索
す
る
意
識
は
、
ま
っ
た
く
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、

惣
町
的
結
合
内
部
で
の
階
級
的
身
分
的
差
別
に
つ
い
て
も
、
人
の
生
ま
れ
つ
き
に
、
差
捌
が
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
も
、
差
別
的
心
情
を
も
人

清
と
し
て
把
握
し
、
現
実
の
差
別
を
け
っ
き
ょ
く
肯
定
す
る
。
差
別
を
否
定
す
る
道
一
階
級
社
会
変
革
の
方
向
を
模
索
す
る
意
識
は
、
こ
れ
ま

た
認
め
ら
れ
な
い
。
上
層
町
衆
で
あ
る
仁
斎
の
限
界
と
い
え
よ
う
。

　
将
来
の
研
究
課
題
を
論
証
ぬ
き
で
先
き
取
り
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
仁
斎
の
最
終
的
思
想
形
態
も
、
東
涯
な
ど
仁
斎
学
派
の
発
展
過
程
も
、

共
同
体
的
自
立
と
階
級
社
会
変
革
の
視
点
を
形
成
す
る
こ
と
は
、
つ
い
に
な
か
っ
た
。
伊
藤
仁
斎
が
朱
子
学
を
揚
棄
し
て
確
立
し
た
仁
面
罵
の

原
像
H
京
都
町
衆
の
惣
町
結
合
的
思
想
形
態
、
そ
れ
を
さ
ら
に
揚
棄
し
て
、
共
同
体
的
自
立
・
階
級
社
会
変
革
の
惣
村
結
合
的
思
想
形
態
を
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た

成
し
た
の
は
、
　
一
八
世
紀
中
期
、
南
部
八
戸
藩
の
城
下
町
に
住
み
、
の
ち
秋
田
藩
大
館
支
域
近
郊
の
二
井
田
綴
字
下
村
で
生
涯
を
終
っ
た
、
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

世
方
医
学
の
町
医
・
安
藤
昌
益
正
信
（
元
禄
一
六
一
宝
暦
＝
一
、
一
七
〇
三
－
六
二
）
で
あ
る
。

　
①
　
木
下
政
雄
「
京
都
町
組
に
於
け
る
町
代
の
性
格
」
（
『
立
命
館
文
学
隔
一
一
〇
四
号
　
　
　
　
　
所
載
、
一
九
六
二
年
六
月
）
参
照
。
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②
　
前
掲
拙
稿
「
幕
白
滝
従
制
の
思
想
的
原
理
」
参
照
。

③
安
藤
昌
益
は
、
意
味
血
脈
論
的
経
書
批
凋
・
気
一
元
論
の
展
開
・
新
道
統
説

　
（
老
子
－
孔
子
一
曾
子
一
昌
益
）
の
提
唱
・
忠
（
公
）
の
否
定
と
孝
（
私
）
の
肯

　
定
・
新
五
倫
（
央
婦
・
父
子
・
兄
弟
・
孫
・
従
弟
）
の
設
定
な
ど
を
も
と
に
し
て
、

　
晦
耕
（
生
産
労
働
）
概
念
を
媒
介
に
、
邑
政
（
血
縁
共
同
体
的
自
治
）
の
創
出
と

　
二
丁
（
差
製
）
の
廃
棄
を
主
張
し
た
。
拙
稿
「
安
藤
贔
益
の
社
会
変
革
論
」
（
『
目

　
本
史
研
究
』
一
一
五
号
所
載
、
一
九
七
〇
年
九
月
）
・
「
安
藤
畠
益
」
　
（
中
村
幸
彦

編
馬
三
宅
正
彦
他
校
訂
訳
注
『
安
藤
畠
薄
歯
集
』
　
〔
『
日
本
の
思
想
』
1
8
〕
所
収
、

筑
摩
書
房
、
｝
九
七
　
年
）
・
「
安
藤
昌
益
の
史
料
と
儒
教
思
想
」
（
『
赤
松
俊
秀
教

授
退
官
記
念
国
史
論
集
』
所
収
、
同
記
念
纂
業
会
、
一
九
七
一
一
年
置
・
「
安
藤
昌
益

の
思
想
に
お
け
る
継
承
と
否
定
」
　
（
八
戸
市
立
図
書
館
編
『
安
藤
昌
溢
』
所
収
、

伊
吉
書
院
、
一
九
七
四
年
）
参
照
。

　
　
　
　
　
（
大
阪
産
業
大
学
教
養
部
助
教
授
　
6

）
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The　Original　Form　of　Jinsaigaku仁出血

A　Thought　of　the　Neighbourhood　Unit　in　Kyoto

　　　　　　　by

Masahiko　Miyake

　　ノ伽s如lto俳藤i仁二斎，　an　upper－class　citizen　of　Kyoto，　formed　his　originaI

thought　system，　Kogi－gaku古義学，　by　criticizing　Shushigafeu朱子学t　I

would　like　to　tltrow　light　upon　its　original　form　through　the　analy＄is　of

his　works；‘Sanshotom（η’uiPPon三書共十一本’，　the　oldest　extant　manu－

script　of‘Sanshokogi：崩書古i義’，　that　was　his　most　important　work　and

‘Machinakasadame町中定’upon　Four－chome．四町目，East－Horifeawa東堀

河，Kamigyo上京，　Kyoto京都，　where　linsai　iived．

　　Under　Baflwhan幕藩regime，　the　regional　units　of　Kyoto　had　lost　its

old　character　as　a　commune　and　turned　into　the　basic　units　of　the　ceAtra1

administration．　Under　those　circumstances　finsai　lto　thought　it　neces－

sary　to　maiBtain　their　character　as　a　commune　by　denying　‘　the　public

公’and　athrming‘the　private私’，　especially　by　regard圭ng　it　as　a　moral

to　foliow　the　traditional　customs　of　the　eommune．　That　was，　1　think，

the　fundamental　of　his　thought．　lt　was，　however，　a　little　later　in　Shoefei

Ando安藤昌益，　that　we　could丘nd　the　thought　of　independence　of　the

commune　and　negation　of　the　discrimination．

The　Newly　Risen　Bureaucrat　in　Five　Dynasties

　　　　　　　　　　and　Ear夏y　5％％9宋Period

　　　　　　ACase　Study　of　the　Ma　Family麻氏
　　　　　　in　Lin－tse，　Shan－tung．　Pr◎vince口琴臨ぞ爵縣

　　　　　by

llajime　Otagi

　　From　the　latter　pare　of　the　T‘ang　fes・　Period　to　the　Five　Dynasties

五代期，aturning－point　in　the　history　of　China，　a　new　social　class　was

rising　and　beginning　to　gaiR　infiuence．　In　the　Sung　宋，　Period　they

became　the　K’o－chu科挙bureaucratic．othcials　and　formed　the　privileged

ruling　class　which　was　called　Kuan－hu官戸．

　The　purpose　of　this　article　is　to　portray　the　bureaucratic　ofiicials　of

（626）




